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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２９年９月８日 金曜日 午後１時２５分開議 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 山 科 正 仁 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   下  山  准  一  委員     ６番   小  野  周  一  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  委員    １２番   佐  藤  卓  也  委員 

 １３番   山  科  正  仁  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件  

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

新田道尋臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、新田道尋が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

新田道尋臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選にする

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って臨時委員長において指名することに決しま

した。 

  委員長に奥山省三委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました奥山省三委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、奥山省三委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

奥山省三委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました奥山省三でございます。皆様の御

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

奥山省三委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に山科正仁委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました山科正仁委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました山科正仁委員が副委

員長に当選されました。 

  山科正仁副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

奥山省三委員長 それでは、９月15日金曜日午前

10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 
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  御苦労さまでした。 

 

     午後１時３０分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２９年９月１５日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 奥 山 省 三     副委員長 山 科 正 仁 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   叶  内  恵  子  委員 

  ３番   星  川     豊  委員     ４番   小  関     淳  委員 

  ５番   下  山  准  一  委員     ６番   小  野  周  一  委員 

  ７番   今  田  浩  徳  委員     ８番   清  水  清  秋  委員 

  ９番   遠  藤  敏  信  委員    １０番   奥  山  省  三  委員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  委員    １２番   佐  藤  卓  也  委員 

 １３番   山  科  正  仁  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   森     儀  一  委員    １６番   石  川  正  志  委員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  委員    １８番   佐  藤  義  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 齋 藤 彰 淑  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 松 坂 聡 士  市 民 課 長 髙 山   学 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 加 藤 美喜子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 長 小 松   孝  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 荒 澤 精 也  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員 
事 務 局 長 平 向 真 也  

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第６４号平成２８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

奥山省三委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第64号平成28年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第72号平成28年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  なお、本日は午後４時ごろの終了をめどに進

めてまいりたいと考えておりますので、委員の

皆様方の御協力を切にお願い申し上げる次第で

あります。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て、特段の御理解と御協力をお願いいたしまし

て、ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第６４号平成２８年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

奥山省三委員長 それでは、初めに議案第64号平

成28年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） それでは、まず総論的

な事項としまして、決算書の52ページ、１款市

税６項都市計画税の収入未済と不納欠損につい

ての質問をいたします。 

  今後、都市計画税の課税対象区域を拡大して

いくというふうな方針であると受けとめており

ますが、今期決算においては約1,600万円の未

済金、それから約250万円の不納欠損、これが

出ております。仮にこの課税対象地域を拡大し

たとしても、この債権を先行して回収していか

なければ、効果的な税収の増にならないのでは

ないかと懸念しております。今後の罰則の強化

等を含めた対応方針をお伺いいたします。お願

いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 都市計画税に関する御質問で

ございます。 

  都市計画税に関しましては、調定額、収入額、

不納欠損額、収入未済額それぞれございますけ

れども、調定額につきましては、いわゆる賦課

地域における地価の下落というものが生じてお

ります。そのために減少傾向という形になって

おります。 

  あと、それから、収入済み額については、こ

れも調定額の減少に同じような減少という形で

す。 

  御質問の一番中心であります不納欠損額でご
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ざいます。これは8.58％の増ということになっ

ております。人数的にも４人ほどふえてござい

ます。即時欠損というふうな形の増加がふえて

おります。14人から54人という形で40人ほど増

加しております。そのうち倒産が７件という形、

あとそれから相続放棄が18という形でございま

す。 

  やはり都市計画税の不納欠損額につきまして

は、固定資産税と大体リンクしてございまして、

その辺でやはり固定資産税の滞納が多くなれば

都市計画税の滞納も多くなるという傾向でござ

います。 

  御質問の中の課税区域を拡大した場合につい

てというふうな形でございますけれども、やは

り課税区域につきましては、いわゆる都市施設、

下水道になりますけれども、下水道が供用開始

になったということで、そのために賦課するも

のということでございますので、いわゆる区域

が広がったから不納欠損が多くなるというふう

な相関関係は今のところ見られないというふう

に思っております。 

  いずれにいたしましても、不納欠損額の減少

そのものについては、やはりこれは非常に重要

な項目でありまして、粘り強く納入していただ

くという形、それから、特にこの部分につきま

しては所得と関係なく土地の評価について課税

されるということで、非常に大変な部分もあり

ますけれども、やはり納入についての意識強化

を図って、こちらでも努力していろいろ相談に

乗りながらやっていきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） ということは、罰則等

強力な体制というのはとらないということでよ

ろしいでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 税の納入につきましては、一

番最初に、どういうふうな形で滞納に至ってい

るかというふうな個々の状況が違います。その

ために、個々の状況をつぶさに把握しながら、

それぞれに合った納入方法を指導していくとい

うふうなことでございます。 

  場合によっては、やはり不納欠損でございま

すので、不納欠損を防止するためにも、いわゆ

る執行停止とか差し押さえ等、そういうふうな

手法もとっていきたいというふうに考えてござ

います。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） やはり税の公平性とい

うのを考えれば必要な事項かなと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それでは、次の質問ですが、同じく１款市税

１項市民税で２目法人市民税についてですが、

これは平成27年度決算と対比しまして約2,000

万円ほどの減収となっていますが、この大きな

要因は何だと思われますか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 法人市民税の減額でございま

すけれども、法人市民税の減額につきましては

調定額も減額になってございます。法人市民税

につきましては、平成26年の税制改正がござい

ました。そのときに今まで14.7％であったもの

が改正して12.1％に税率が引き下げられたとい

うふうな経緯がございます。 

  ただし、それについての実施時期が年度途中

ということもございまして、いわゆる旧税率で

課税になっていたものにつきましては平成27年

度に一部入ってございます。そのため、平成28

年度につきましては全て改正後の低い税率とい

うふうな形になりますので、その分差異がござ

います。いわゆる税制がアップしたのではなく

て逆に下がったために、平成27年度に比べて平
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成28年度が下がったというふうなことでござい

ます。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 税率の改正という点で

減収となったという点で理解いたしましたが、

ということは、例えば工業団地が今非常に順調

に売買が進んでいるわけでして、工業団地内の

企業というのは業績自体は安定しているという

ことであって、あと、個人的な事業主に関して

はそれも安定して業績を伸ばしているというふ

うなことでよろしいでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 一般的に企業活動が活発にな

りますと、当然税収という形も多少関係するこ

とでございます。 

  けれども、一般的な場合で捉えますと、新庄

市の工業団地に進出した企業は、企業として大

きな設備投資をしたことにより減価償却費、あ

とそれから企業収益から差し引かれる金額、経

費でございますけれども、それも増加するもの

と推測されます。そのため本市に新規企業が進

出してきたといたしましても、法人市民税の法

人税額が大きく増加するというふうなことには

ならないということでございます。 

  ただし、企業活動が活発になりますと、いわ

ゆる設備投資をしますので、固定資産税につい

てふえるという形でございます。法人市民税に

ついてよりも固定資産税の増額のほうが大きく

なるというふうな傾向でございます。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 大変よくわかりました。

ありがとうございます。 

  それでは、続きまして、72ページをごらんく

ださい。 

  自主財源であります17款寄附金において１項

寄附金２目ふるさと納税とありますが、これが

寄附金の増収額を押し上げてきたというふうな

経緯があります。今後、返礼品の抑制というこ

とで明らかに減収していくというふうなことも

考えられます。今後、どのような影響が市税に

あるかどうか、お伺いいたします。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 御指摘のとおり、市の方

針といたしまして、11月からは総務省の指導に

基づきまして、返礼割合を３割まで引き下げる

というふうな方針を出しております。 

  こちらのほうの影響が実際にどれだけあるか

というのは、はっきり言ってわからない部分が

ございます。６月に先行して返礼割合を３割に

した自治体については、数十億あった寄附金が

10分の１に落ちたというふうなことも聞かれま

す。 

  ただ、総務省の指導に全国が一律に従うとす

れば、同じスタートラインに立つということで

すので、返礼割合を低くしたことによって減収

は見込まれますけれども、今後どのような魅力

を打ち出していくかということが課題になって

くるかと思います。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） その減収に対する手当

ても考えているということに理解しましたが、

返礼品自体を委託されている業者の方々がいら

っしゃるわけですけれども、少なからず人的と

か、あと物的にも投資をなさっているというふ

うな現状があると思います。その方々への支援

とかサポートというのはどのように行う予定で

しょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 実際にどれだけ少なくな

るかわからないという状況で不明な部分が多い
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ところですけれども、将来的にはふるさと納税

自体がなくなるということもありますので、そ

ちらも含めて事業者のほうとは話し合っている

ところです。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） なくなるという最終的

なことがあるのであれば、ある程度は投資を抑

えてしまうというふうな現象も起きるかと思い

ますので、それは早目の情報開示ということで

お願いしたいと思います。以上です。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 86ページ、21款１項７

目の臨時財政対策債についての質問、臨時財政

対策債の約５億円について質問させていただき

ます。 

  地方交付税と臨時財政対策債を足したものが

実質的な地方交付税と言われていることから、

平成28年度においても国が決定した発行可能額

の満額を新庄市は発行しているこの状態は、通

常の状態であると言えます。 

  しかし、国の財政対策のため普通地方交付税

の一定額が入ってこなくなったため、そのかわ

りに自治体でその不足分の範囲で起債すること

を許された赤字地方債でもあります。臨時財政

対策債は地方が発行しなければならないもので

はありませんが、交付税制度が地方の財源不足

を補うということから、地方は発行せざるを得

ない状況となっています。 

  この臨時的措置が創設された平成13年度の臨

時財政対策債と減収補塡債を除く地方債現在高

は、当時は約210億でしたが、市が一生懸命行

財政改革に取り組んだ結果、平成28年度には約

79億8,000万にまで130億以上減らしています。 

  しかし、平成13年度地方債現在高に占める臨

時財政対策債の割合が１％であったものが、平

成19年度は20％に増加し、平成28年度にはさら

に45％と膨脹を続けています。この地方債現在

高に対する臨時財政対策債の割合の高さをどの

ように捉えているのかを伺いたいと思います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 臨時財政対策債についての御

質問でございます。 

  委員おっしゃるとおり、地方財政の財源補塡

分というふうなことで発行が許可されている地

方債なわけです。基準財政需要額を基本にいた

しまして、その団体ごとに国のほうが発行可能

額を算定いたしまして発行されるわけなんです

が、基本的に元利とも交付税措置がされます。

その相当額についても基準財政需要額のほうに

算入されるというふうなことになってございま

す。 

  ただやはり問題点といたしましては、当然地

方交付税という制度の趣旨には反するのではな

いかというふうには考えてございます。また、

委員おっしゃるとおり、地方自治体の財政の悪

化、当然いわゆる借金なわけですから、悪化を

招くと、債務が増加するというようなこともご

ざいます。 

  今申しました交付税措置もされるということ

なんですが、それはいわゆる交付税の先食いと

いうふうな形にもなりかねませんし、起債がふ

えるということは財政の硬直化を招くというふ

うなことも言えるかと思います。 

  平成13年度から市のほうでは臨時財政対策債

を使わせていただいておるんですけれども、こ

れも委員おっしゃるとおり、そのほかの起債を

減らす努力をずっとしてまいりました。今も、

これも委員おっしゃるとおりなんですが、その

平成13年当時に比べて起債額残高についてはか

なり減ってございます。ただやはり起債ですの

で、市民の方の一人一人の借金には違いないわ

けで、これは臨時財政対策債にとらわれず、全
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ての起債において減らす努力は今後も続けてい

かなければいけないだろうと。 

  国の施策についてここでとやかく申すことは

できませんけれども、やはり交付税の本来のあ

り方といったところを見直していただければあ

りがたいなというのは思っているところではあ

ります。 

  起債につきましては、臨時財政対策債はいわ

ゆる一般財源の足りない部分を補うものでござ

いますので、どうしても発行をしなければなら

ないというような現状、ここだけは御理解いた

だければというふうに思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。 

  臨時財政対策債の市の、自治体のコントロー

ルが及ばないところであるということの認識は

私もあるんですが、去ることしの８月末に、ま

た平成30年度の地方交付税の概算要求の概要が

示されたと思います。その際、地方交付税の昨

年比で22.5％減額になり、臨時財政対策債が今

度は10.5％国は増額するという見通しを出して

いるかと思います。これは異常な状態でもある

のではないかと自分は捉えています。 

  もしかしたら地方が懐に爆弾を抱えさせられ

ているような状況にあるのではないかと考えて

いるのですが、その地方の財源不足は臨時財政

対策債の補塡ではなくて、国から地方へ税源移

譲や地方交付税の法定率の引き上げで解消する

必要が実際はあるのではないかと思います。 

  市として、市のコントロールのできないとこ

ろだというんですが、他の自治体を見ると、臨

時財政対策債に対して廃止なりそういった要求

を強く求めているという点もあるものですから、

新庄市としては国に対する要求、働きかけとい

うのはどのように考えているのか、伺います。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 国のその施策、方策の是正を

求めるというふうなことで、これまで市長会等

を通してそういった要望を行ってございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。

強く、また、関係できる地方公共団体の方たち

と国に強く要求を、改正をしていく要求をお願

いしたいなと思っております。 

  そして、この主要施策の成果に関する説明の

164ページですね。こちらのほうの、これは総

務省方式の一般会計歳入歳出決算状況の財政指

標等の推移ということで、総務省の決算カード

に載る形での表示の仕方かと思うんですが、こ

れを見ますと、臨時財政対策債を経常収入とし

て入れない経常収支比率と２つが明記されてい

ます。この明記の仕方もとても懸念しておりま

して、臨時財政対策債を安易な財源と考えない

ように暗黙の自制が求められているのだろうと

思っております。 

  そして、昨年１月13日、衆議院の予算委員会

において、「臨時財政対策債がふえるのは地方

の責任ではないですよね」という、地方を思う

議員が確認、念押しするような質問をしていま

す。しかし、高市早苗前総務大臣は、「臨時財

政対策債も地方債である以上、地方債残高に含

まれる。臨時財政対策債に余り頼り過ぎるとい

う姿は健全ではない」という地方を牽制するよ

うな答弁をしています。 

  臨時財政対策債は、国が決めた発行可能額の

範囲内でどの程度発行するのか各自治体の裁量

となっています。市から見れば臨財債、赤字地

方債である臨財債が地方交付税とほぼ同じ位置

づけとなっていますが、国から見るとやっぱり

実質的な借金を先送りしているのと何ら変わら

ないという認識であると思います。 

  国の交付税財源も不足していて、将来まで国

が支えてくれる保証はないのではないかと、不
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安視するさまざまな自治体も存在し始めていま

す。この臨時財政対策債が資産形成事業のため

に発行する地方債ではないという問題点を見据

え、みずからのまちの財政運営基準によって統

制された財源の範囲内で健全な財政運営を行っ

ている他の自治体の事例もあることから、臨時

財政対策債発行額について新庄市独自の財政規

範が必要なのではないだろうかと考えますが、

いかがお考えでしょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 実際問題といたしまして、そ

の臨時財政対策債を極力使わなくても済むよう

な、例えば国・県の支出金、そういったより有

利なものがあれば当然そちらを優先してまずそ

れを使う。その足りない部分に関してやむを得

ず臨時財政対策債を起債するというふうな形で、

これまでも行ってございました。 

  規範というものはいわゆる内規的なもの、そ

ういったものを今現在つくってはございません

けれども、それと同様な考え方をしましてこれ

まで運営してきたというふうなことで御理解い

ただきたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 岐阜県の多治見市御存

じでしょうか。こちらで税の健全条例を付して、

市民参画によって財政運営を行っているという

こともあります。こういった手法を取り入れて

いくというのは、すごく市の財政運営に必要な

のではないかなと感じております。一緒に学習

していただいて、もしその手法が新庄市の将来

に向けてのよりよいしなやかで強靱な自治体運

営となっていくものであるならば。学習してい

くことも必要なのではないかと考えますが、い

かがでしょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 今、委員おっしゃったような

先行的なよりよい事例があれば研究をしながら

努めてまいりたいというふうに考えます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の63ページの14款

ですが、国庫支出金というのが載っています。

その収入未済額が２億5,599万4,000円となって

います。この理由は、これは一応審査意見書に

書いてありまして、審査意見書の12ページには、

このように書かれています。臨時福祉給付金事

業費補助金9,901万5,000円、中学校費補助金

9,042万5,000円、雪対策費補助金3,128万1,000

円というのが国庫支出金なんだけれども、来て

ないという決算になっています。 

  これは平成29年度に来ることになっているの

か、来ているのか、お聞きします。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 国庫支出金の収入未済という

ことで、各課にまたがるものですので、私のほ

うから御説明申し上げます。 

  いわゆる平成29年度に繰り越しているのかと

いうような御質問だと思いますが、この国庫支

出金の繰り越しにつきましては、３月の補正予

算、これは追加議案でございましたが、その際

に翌年度に繰り越して使用できる経費の限度額、

こちらのほうを繰越明許費として計上して皆様

のほうにお示ししてございます。 

  その結果といたしまして、今６月議会でござ

いますが、６月議会においてその３月に補正い

たしました繰越明許費の繰り越し結果、こちら

のほうを御報告してございます。 

  いわゆる繰越明許でございますので、最終予
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算の経費のうち、その性質上もしくは予算成立

後に何らかの理由によって年度内にその支出が

できなかったもの、例えば工事が終わらなかっ

たもの、さまざまな手だてを講じられなかった

ものということの見込みがあったものに関して

繰越明許をするわけなんですけれども、あくま

でも繰越明許費でございますので、予算化した

その年度の予算でございます。 

  平成29年度予算には載ってはこないわけなん

ですけれども、平成28年度の繰越明許に関しま

しては、今申しました平成28年度の繰越明許と

いうような手続を経まして、その予算を今年度

中に執行する、今年度執行するというふうなこ

とでございますので、意見書に書いてございま

す事業を初めまして、それ以外の事業に関しま

しても今年度執行するということになってござ

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、わかり

ました。 

  次に、決算の56ページの10で収入済み額46億

4,224万9,000円という地方交付税についてお聞

きします。 

  この地方交付税のは推移を見ますと、平成24

年度を100とした指数で、平成28年度は88％に

なっています。これは審査意見書の11ページに

載っています。これは１割以上の減少と今なっ

ている、４年前に比べてなっているわけですが、

原因ということと、その対策ということはどの

ように見て考えておられるのでしょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 地方交付税の減少の理由とい

うふうなことであろうかと思います。 

  地方交付税につきましては、その算定となり

ますものが、いわゆる基準財政需要額、それか

ら基準財政収入額という２つのものの差を交付

税措置されるということになります。 

  その減収増収というふうなことの原因でござ

いますけれども、特に一番影響が大きいと思わ

れるのが、まず最初に、地方交付税の需要額の

算定のほうにトップランナー方式というものを

国が加えたということが１つ。それから、最近

報道等では景気が緩やかな回復傾向にあるとい

うふうなことが言われていますが、景気が回復

してくれば税収、いわゆる地方の一般財源とし

て見込めるものがふえてくるだろうと、そうい

うふうなことで基準財政収入額のほうがふやし

て算定されるというふうなことで、需要額と収

入額の差が少なくなってくるというふうなこと

になれば交付税が減額されてくるというような

ことがあるかと思います。 

  ただそれ以外の要因も多々ございますので、

そればかりではないとは思いますけれども、大

きな要因としてはそうなるのかなというふうに

考えます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国がトップランナー方

式ということで、つまりはより行革を進めた、

より節約を図ったというところを基準にして、

簡単に言えばあなたもまねをしなさいみたいに

して、地方交付税額を減らしてくるという方法

だと思うんですが、これは間違いというか、地

方にとって一番大事なのは地方で考えて、住民

にとって一番いい方法は何かと考えて地方でや

るべきことだし、行革というのでよくやられて

いるのが、新庄で見られるように、やはり働く

人の賃金が大幅に下がる方向で節約を図らざる

を得ないというか、そういうことになっている

気がするんですが、その点についてどのように

お考えでしょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 委員がおっしゃったトップラ
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ンナー方式ですけれども、これは平成28年度か

ら導入されてございます。トップランナー方式

ですが、特に自治体の中で効率化が進んだ自治

体をモデルとして算定の単位費を決めるという

ような方式でございます。特に大きいのがいわ

ゆる行政の仕事の民間委託、あとはさまざまな

管理関係の委託ですとか、それから窓口業務の

委託、そういったものがトップランナー方式の

国のほうで言っているその業務の中に入ってご

ざいます。 

  新庄市の場合につきましては、皆様御存じの

とおり、いわゆる行政改革ということで平成16

年あたりからずっといわゆる業務の効率化を進

めてまいったところでありますので、そのトッ

プランナー方式を突然受け入れることになった

時点で、もうかなりほかの自治体よりは進んで

いた状況にはございます。 

  ただ、まだ新庄市でも進めていない部分がご

ざいますので、まるっきり影響がないかという

とそうではないんですけれども、特にトップラ

ンナー方式の問題といたしましては、大きな自

治体であれば効率化は進めやすい、小さな自治

体ほど効率化は進めにくいというものがござい

まして、そういった面から考えますと、不合理

な面、実態に即さない面は出てくるのかなとい

うふうに考えてございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、これは

自治体の間に競争でいかに節約するか、人件費

を節約するかということを競争させるものにな

っているというふうに私は受け取っています。 

  これでは、住民の安心安全という面からやら

なければならない自治体にとって、安全安心が

削られていく方向に競争させられるような気が

いたします。そういう意味では、市長会などで

こういった問題は問題だというふうに言うべき

だなと思うんですが、どうですか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 トップランナー方式につきま

しては、これまでも市長会等で提言をさせてい

ただいているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ強く言っていただ

いて、安心安全な方向になるように、地方交付

税の減額ではなくて、財源を確保してまともに

よこしてもらいたいというふうに強く働きかけ

をお願いしたいと思います。 

  次に、55ページの２款地方譲与税、収入済み

額が１億1,908万ということですが、これがマ

イナス９％にと減少していると言われておりま

す。この原因をどのように考えておられますで

しょうか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 税ですが、一応私のほうから

若干お話をさせていただきます。 

  地方譲与税でございますが、こちらにつきま

しては、今新庄市でいただいているものは地方

揮発油譲与税、それから自動車重量譲与税の２

つになってございます。こちらにつきましては、

国のほうが一旦徴収をしていただいて、それを

県を通して各市町村に、例えば道路延長ですと

かそういったもので案分をして配分するという

ような仕組みになってございます。 

  これの減少理由ということでございますが、

やはり揮発油に関しましては、当然今のモータ

リゼーションの中で例えば電気自動車、そうい

ったものがふえてきている。それから重量税に

関しても、やはり景気は回復しているとはいう

ものの登録台数が少なくなっている傾向にある。

そういったところが影響しているのではないか

というふうに分析してございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。よくわ

かりました。 

  車が減っているという理由などは、つまりは

車を買う人が減っているということなんでしょ

うか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 やはり景気が回復傾向にある

とは言うものの、先行きがまだなかなか見えな

いと、景気の回復感がまだ地方には伝わらない

状況も大きいというふうなこともあって、買い

控えの傾向は進んでいるのではないかというふ

うには感じております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。大変勉

強になりました。 

  続きまして、54ページの６款の地方消費税交

付金が６億5,996万3,000円で、マイナス前年比

10％も減っておりますが、これはなぜかという

ところをお願いします。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 いわゆる地方消費税交付金で

ございます。こちらにつきましても、いわゆる

国・県のほうから消費税の分が配分されるとい

うふうな仕組みでございます。 

  こちらが減っているということでございます

が、やはりこれも景気の動向に一番左右される

ものでございますので、その影響ではないかと

いうふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。大変勉強になるような気がいたします。 

  景気が回復しているんじゃないかなどと国の

ほうは言いたがっているようでありますが、し

かし、実際に決算を見た場合には、車の買い控

えがあったり、あと消費がぐっと落ち込んだり

するというのが今の状況だということが、ここ

にあらわれているのではないかなと思います。 

  そういう意味では、消費税を上げて市にも来

るということで期待する向きもあったりするか

もしれませんが、消費税上げられた結果が、

８％になっていまだに景気がよくなっていない、

下がりっ放しという、８％になって以来下がり

っ放しのような景気の状況というふうに受けと

められるのではないかと思いますが、どうです

か。（聴取不能の声あり） 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、これを

また消費税上げるという立場でおられる国の状

況のようですが、これは大変危険なことだとい

うふうになるのではないかなと思います。そう

いう意味では、消費税上げては、景気がまたま

た悪くなっていろんな税収に影響してくるだろ

うということ、景気が悪くなるのではないかと

いうことは見えるのではないかなと思いますが、

これについてはどうですか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 今、委員がおっしゃった内容

につきましては、決算委員会の場でお答えする

問題ではないかと思いますので、回答は控えさ

せていただきます。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。 

  本委員会は平成28年度決算についての審査で

ありますので、質疑の際はそのことを踏まえて

質問の趣旨を明確に発言してください。お願い

します。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで答えては

いただけませんでしたが、このように消費税の

税率のあり方が景気、新庄市民の税収確保の面
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からも影響があるということを認識していただ

きたいということです。 

  さらに、次に行きますが、審査意見書の35ペ

ージを見ますと、収入未済額が減少傾向にある

ということでありました。これは税務課長など

を先頭に担当職員の頑張っていただいているお

かげなんだろうなというふうに思うわけであり

ますが、その中でも件数を見てみますと、ナン

バーワンが国民健康保険税517件、２番が公共

下水道495件、３番が固定資産税・都市計画税

で422件、４番目が個人市民税で341件、介護保

険料が５番目で175件という形で、以下まだあ

りますが、こういう収入未済額を減少傾向にし

たというのは、税務課の全職員の皆さんが全力

で頑張っていただいている結果だと思いますが、

それでもこのような膨大な数の市民の方々が納

められないでしまっている現年の平成28年度の

結果なんですけれども、それぞれの原因や市民

の状況を税務課長などが一番把握しておられる

かもしれませんが、どんなことが状況としてあ

って、今後どんなことが必要だというふうに考

えておられるのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 それでは、私の税務課に伴う

固定資産税、これについて御回答申し上げたい

と思います。 

  固定資産税につきましては、やはり収入未済

額というふうな形で増加してございます。平成

28年度未納者を調べますと1,718人、9.53％ほ

ど減少はしてございます。しかしながら、不納

欠損金というふうなことも発生してございます。

未納額のうち個人納付分については79％、法人

分については21％になっております。 

  やはり固定資産税につきましては、いわゆる

土地の評価、家屋の評価について課税されます

ので、所得と違いまして収入の少ない方につい

ては非常に負担が大きいというふうな形でござ

います。 

  未納の理由につきましては、やはり固定資産

税につきましては先ほど申し上げましたように、

所得の多い少ないではなくて資産というふうな

形で課税されますので、景気動向に非常に左右

されるような状況になっています。所得の減少

が滞納につながるというふうなケースでござい

ます。法人につきましては、原因としてはやは

り業績の悪化、あと営業不振というふうな形で

ございます。 

  いずれにしましても、全体的に市税全体に言

われます収入未済額についてはやはり不納欠損

金につながりますので、早い段階での把握と、

それから個別の細かな対応が必要になってくる

というふうに思います。そうしたときにやはり

一番大事なのが、その方に合った納税形態とい

うものを模索していくというふうな形が非常に

重要かと思います。不納欠損に陥らないように

早目の処置、もしくはもう悪質な場合につきま

しては法的な措置を準じるというふうなことも

考えながら、その辺はきめ細やかな対応、弱者

についてはやはりその面を控除した形の収納方

法を協議しながら、収納に努めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のお答え、大変丁寧

にいただいたと思っております。 

  収入の少ない方に負担が大きい、所得の減少

が滞納につながる、そして、弱者には考慮した

収納方法でやっていくんだという立場で、市民

の暮らしが見えるような気がいたしました。 

  私は、こういう収入未済の大きいものを見た

ときに、減免、引き下げをやるのが、収入の少

ない方に負担が大きいわけですから、収入の少

ない方に負担が大きくならないように、減免制

度の充実、それから引き下げ、こういったこと
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を思い切ってやる必要があるのではないかと思

うんです。 

  例えば国保税であれば１人当たり１万円ぐら

い下げて、一般会計から出してでも下げてあげ

ることで、この収入未済の数がぐっと減ってい

くのではないかなと思われるのですが、そうい

う国保税の引き下げや減免の充実といったこと

はどう考えておられるか、お願いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 国保税につきましては、現在、

一般会計でやってますので、一般会計のほうで

お答えしたいと思います。 

  減免申請につきましては、平成28年度実績で

309件ほどございます。760万ほどの減免適用が

あるというふうな形でございます。その中で生

活困難で減免申請をした方については、今のと

ころございません。 

  あと、低所得対策として減免をいわゆるもう

ちょっとできないかということだと思いますけ

れども、減免につきましては、低所得対策とか

生活が困難になったから即減免するというふう

なことではございません。その前に徴収猶予、

あとそれから納期限の延長、分割納付などいろ

いろな方策がございます。それぞれその方策に

合った形の納付体系をとっていただくという形

がやはり原則かと思います。 

  当然担税力の脆弱な場合については救済する

必要もございます。そのため、いわゆる低所得

者から一概にすぐ減免措置もしくは失業したか

らすぐ減免措置というふうな形じゃなくて、客

観的にその方が担税力を有しているかどうかと

いう基準でしたいと思います。 

  ですから、例えば現在生活が困難であっても

これから再就職したとかいわゆる事業が拡大し

ていったとか、ふえたというふうな形もござい

ますので、その辺につきましてはやはりすぐ減

免という形ではなくて、その方その方に合った

ものを選び指導していきたいというふうに考え

てございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま、今払えねえ

んだ、収入が少なくてと来る方に対して、将来

就職こうなるんじゃないかみたいに想像しなが

ら、そこを見越して後で払ってくれというふう

にして、その場での減額はできないというお考

えだったような気がします。 

  しかし、申請減免を考えますと、納期がまだ

締め切ってない前に払えないということを言わ

ないと、過ぎてしまったものはもう減免対象に

は全然できないというふうにも伺っております

し、今払えないと来た人というのは大抵は今今

払えという直前か、もしかしたら過ぎてるかも

しれませんが、まだ先に払わねばならないもの

が締め切りが前にある、しかし払えないんだと

いうふうにして来る方が多いような気がいたし

ます。 

  そういう人たちに対して、将来就職する見込

みとかということで見るのではなくて、その現

在の状況で払えないと言ってきた人には、じゃ

といって申請の枠を設けてやらないと、結局過

ぎてしまったものは後ではもう払えないといっ

ても無理というふうによく言われますので、そ

こら辺の国保などの減免のあり方をもう少し優

しく、収入の少ない方に負担が大きいわけであ

りまして、所得の今現在の減少が滞納になるわ

けでありますから、そういった人たちが本当に

使えるものを用意することが、ああ、市に相談

してよかったな、税務課に相談してよかったな

という市民がふえ、市への信頼が広がるんだろ

うと思うんです。そういう減免制度を考える必

要があるのではないか。どうですか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 減免制度そのものにつきまし
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ては、やはり先ほど申し上げましたように、収

入がなくなった、苦しくなった、生活が大変だ

というふうな形で減免するという形では基本的

にはございません。いわゆる減免する理由とい

うのがまず大切でございます。身体障害者の方

とか、そういう方についての減免制度について

はございますし、生活が苦しくなった云々につ

きましては、それぞれの家庭の個人差がござい

ます。 

  当然、税というものについては納期限を定め

てこちらから通知するわけでございます。その

ため、当然先の見通しもわかるわけですので、

今今になって相談されるというふうなことにな

ってきますと、やはり私たちも非常に苦慮する

ことになります。あと、それからその本人様に

ついても一番大変なことになります。 

  そのために事前に早目に相談を申し込まれた

いというふうな形で、それについてこちらでは

窓口を、当然土日とかいうふうな窓口も期間限

定ですけれども開いております。それから夜間

の徴収についても行ってございます。その場を

捉えまして事前に早目に相談していただくとい

う形が一番重要かと思います。 

  あくまでも税についてはいわゆる公平という

形で捉えていますので、一緒になって適正な納

入をやっていただくというふうなことが非常に

重要かと思います。お願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税公平にというのは全

くそのとおりであってほしいと願うものです。

しかし、国保税の、私は一般会計の一般財源で

引き下げができるというふうに思っております

が、国保税を見ますと、限度額を超えた方に対

する減額が１億円近くあります。これは成果を

見ればわかります。ということは、お金の所得

の多い方には減額しているわけです。そうして

いながら、所得が少なくて苦しんでいる方々に

対して公平にというふうに言えるのか。どうで

すか。下げるべきです。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０６分 開議 

 

奥山省三委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  ほかにありませんか。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 決算書61ページ、13款

１項６目公営住宅家賃、定住促進住宅家賃及び

それぞれの駐車場使用料に絡んでの確認のため

の質問をいたします。 

  公営住宅家賃、定住促進住宅家賃、それぞれ

ここに明示されているわけですけれども、それ

ぞれの住宅の利用率というか入居率はどうなっ

ているのかということについてお尋ねしたいと

思います。満たされているのか、それともあい

ているのか、どういうふうな状況か、お伺いい

たします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 入居率ですが、市営で

97％、定住で65％という状況になっております。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 公営住宅が97％という

と、ほぼ埋まっているというふうなことがうか

がえます。 

  定住促進住宅、あれは国から新庄市で求めた

わけでしたけれども、埋まっていないというふ

うなことは、そこを利用するに値する方がいな

いというか条件に該当しないというふうなこと

なのか。それとも何か理由があるのか。そこは
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お伺いしたいと思います。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 数年前より定住の入居率

が余りよくないということで、都市整備課とし

ても懸念しておったところでございます。 

  駐車場をふやして、どうしても若い方なんか

で２台駐車場が欲しいというような方がいらっ

しゃって、入居の受け付けをするときに１台し

かだめだとなると、じゃあ別を探しますという

ようなことがありました。それで、昨年度駐車

場の整備、二十数区画だったと思いますが、整

備をいたしまして、それに対応するような形を

整えたところであります。これらを踏まえまし

て、入居率のアップに今後期待しているところ

であります。以上です。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） ぜひ、部屋をあかして

おくというのは非常にもったいないというふう

なことで、使用料、家賃というのも貴重な収入

源の一つでありますし、あかすことのないよう

にしていただきたいというふうなことが願いで

す。 

  同時に、建物によっては老朽化し経年劣化で

修繕費ばかりがかかっていくというふうなこと

が考えられますので、その辺のところ、今後ど

のようにその公営住宅及び定住促進住宅を運営

していくかというふうな方向性について伺いた

いと思います。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 利用される方は多種多様

であるというふうに理解をしております。畳の

部屋などは最近の方は余り好まなくて、フロア

のほうがいいというような方もいらっしゃいま

すので、そういうふうな部分につきましては今

後内装を改善すると、改築するというふうなこ

とも考えていきたいと思います。 

  また、バリアフリーなどにも気を使いまして、

誰もが入居しやすいような環境を整えていけれ

ばなというふうに考えております。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 最後に１つだけ。いわ

ゆる賃貸住宅事情というか、需要と供給という

のはどういう関係に、今、新庄市の場合はある

のか、それについて伺いたいと思います。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 定住が65％というような

ことからして、供給率の部分がある程度達して

いるという状況下なんだろうなというふうに思

っております。 

奥山省三委員長 いいですか。ほかにありません

か。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） それでは、ページ数52

ページ、１款２項３目軽自動車税のことについ

てお伺いいたします。また、主要施策のページ

数24ページになります。 

  昨年度ですけれども、ここに記載のとおり、

税制改正により軽自動車税が少し上がりました。

その影響についてどのように捉えているか、よ

ろしくお願いいたします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 軽自動車税につきましては、

今、委員のほうからお話がございまして、税制

改正がございました。税制改正につきましては、

エコカー減税というふうな形でございます。そ

のほかにいわゆる古い車ですけれども、まだエ

コカーになっていない古い車については逆に増

税という形もございます。 

  その中で、課税台数につきましては前年度よ
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りも231台ほどふえてございます。税制改正に

よりまして、いわゆる税金を賦課する調定額に

ついては増額になっております。 

  あと、それからグリーン化特例ということで、

これについては減額の影響はほとんどございま

せん。逆に重課税の導入に伴いまして、増額に

なったということでございます。 

  現年度分課税につきましては、どちらかとい

いますと50cc以下の原付バイクの税額が倍ぐら

いになりました。そのために台数が減ったとい

うふうな状況でございます。 

  軽四輪車につきましては、8,467台のうち重

課税率になった適用者が1,520台、50％になり

ます。あと、それからそのほか貨物というふう

な形ございまして、4,109台のうち1,379台が対

象車になったというふうな形でございます。 

  今後、普通車もそうなんですけれども、軽自

動車税リンクしていますので、いわゆるエコカ

ー減税といいますか、エコの車にすればそれだ

け税金が安くなる。逆に古い車はそのままにし

ておくと高くなるというふうな傾向が、やはり

今後も続いてくるということでございます。そ

のために新しく買いかえるという形で、いわゆ

るエコカーにすればするほど税金が安くなると

いうふうな形に移行してくるというふうに考え

てございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） その中においても収入

未済額もまだまだ残っております。そういった

ことに関してもしっかり徴収していかないと、

そこら辺のバランスがうまくとれないと思うん

ですけれども、そこら辺の強化も一緒にやって

いくべきだと思うんですけれども、どのように

考えていますか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 収入未済額の減少、当然はそ

れは命題だと思います。収納方法につきまして

は、やはり軽自動車税についてもそうなんです

けれども、コンビニ収納という形で現在進めて

おります。非常に軽自動車税のコンビニ収納に

ついては手軽感がありまして、結構利用なさっ

ている方がいらっしゃいます。 

  今年度につきましては、そのほかの税、市・

県民税についてもコンビニ収納という形で実施

するということになっておりますので、やはり

納めやすいやり方、納付のやり方、あとそれか

ら、わかりやすい通知というふうな形で今後も

進めてまいりたいというふうに思ってございま

す。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  ただいまコンビニでの収納ということでした

ので、そこに関連して質問させていただきます。 

  同じページ数になりますけれども、主要施策

のほうの36ページになります。 

  ただいま課長が説明していたとおり、上段の

ほうに、まず平成25年度から軽自動車税、そし

て、平成28年度から固定資産税、都市計画税の

コンビニ収納が始まりました。 

  その結果といたしまして、主要施策のページ

数39ページのほうには、コンビニ収納状態が書

かれております。軽自動車税は３年ぐらいたっ

たということで少しずつ認知がされてきたのか

なと思って、今回意外と30％ぐらいに多分比率

が上がっております。 

  また、下段のほうになりますと、まだまだこ

の固定資産税、都市計画税がコンビニ収納で支

払えますよという、まだまだ周知がされていな

いと思うんですけれども、そこら辺をすること

によってもっともっと払いやすくなる、課長が

おっしゃったように払いやすくなる。そして、

それが収入未済額も減るというふうなことにつ

ながると思うんですけれども、ここら辺の周知
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徹底をもう少しＰＲしてもいいのかなと思うん

ですけれども、その辺を平成28年度どのように

考えていましたか。よろしくお願いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 コンビニ収納につきましては、

やはり固定資産税、都市計画税についてはまだ

ちょっと認知度が低いのかなというふうな形で

考えてございます。 

  先ほども少し話がありましたけれども、軽自

動車税につきましてはやはりある程度が年数た

っているということで、利用率については

1.74％ほど前年度より上がってございます。コ

ンビニ収納、あとそれから口座振替というふう

な形が非常に有効かと思います。 

  ただし、これから固定資産税、都市計画税が

始まったわけですので、まだ低い状態がありま

すので、それから、先ほど少し話しましたけれ

ども、平成29年度から市・県民税、国保税も開

始しているというふうな状況で、これからやは

り税が全体的にコンビニ収納で納められるとい

う形のＰＲ活動を実施しなければならない、活

動に力を入れなければならないという形でござ

います。 

  ただ、コンビニ収納、固定資産税、都市計画

税につきましては、１期納付額が30万円を超え

るものについてと期限を過ぎたものは対応がで

きないというふうな形でございます。一概に皆

さんできますよというふうな形ではなくて、額

と、それから期限を過ぎたものについてはこれ

は別ですよというふうな形も、同じような周知

をしながら、コンビニ収納について市民の皆さ

んに周知していきたいと考えてございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。ぜひと

もそのように周知の徹底をしていただいて、少

しでも払っていただきやすい環境づくりを強化

していただければなと思います。 

  さらに、その下の成果のほうなんですけれど

も、市税全体の収納率が92.35％と0.66ポイン

ト上がったということです。これは市の職員の

方の多大なる御努力があったと思います。 

  それにつきまして、納税関係のほうでは、納

税相談員の方今年度も４名体制でやっておると

いうことですけれども、そこら辺の充実強化を

することによって、まだまだ理解度がふえたり、

なるべく払いやすい態勢を整えられると思うん

ですけれども、そこら辺の体制の強化はどのよ

うになっていますでしょうか。よろしくお願い

いたします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 納税につきまして、いわゆる

納税専門員という方で現在４名ほど配置してお

ります。それぞれが非常にスキルアップしてお

りまして、納入、税の相談、初歩的な相談から

滞納者に対する相談まで幅広い相談を行ってい

るわけでございます。 

  納税相談員につきましては、４名体制という

形で数年間やっております。非常に早期催促、

それからきめ細かな徴収、収納関係、あとは、

個人個人、その人その人に合った納付体系につ

いて相談しているという形で、非常に収納率の

向上に図っているわけでございます。 

  そのために、こちらといたしましても課全体

として夜間、土曜窓口の開設とか、それから夜

間の電話催告というふうな形もやっております。

そのために納入率が向上しまして、県内でも６

位ほど、去年よりも順位を３位ほど上げており

ます。 

  そういうふうな形で、収納率も結果が出てき

ているというふうな形でございますので、今後

とも継続してまいりたいなというふうには思っ

ております。そのような形で、課全体として納

入について力を入れていきたいというふうに考



 - 158 -

えてございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  その納税相談員の方も年齢構成、結構お年を

召した方だったり、逆にはもう少し若い方も入

れるようなことだと、幅広い層で相談しやすい

体制も必要だと思うんですけれども、そういっ

たことによって納入をしやすい体制もできると

思います。 

  また、相談員の方々が少し年齢が高くなりま

すと、次の、跡継ぎというわけではないのです

が、引き継ぎももっともっと必要だと思います。 

  そういう体制を続けることによって、この新

庄市の収入アップにつながると思うんですけれ

ども、そういうことを課全体でもしていくべき

だと思うんですけれども、課のほうではどうい

うふうな収納体制、そして、納税相談員との連

携の仕方を強化する必要があると思うんですけ

れども、どうでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 納税相談員の方につきまして

は、非常にやはり経験という形で物をいうもの

と思っております。ただし、やはり個人的な資

質というものが非常に大事でございまして、や

はり今働いている方につきましては相当高度な

知識を持っているというふうに理解してござい

ます。 

  納税専門員につきましては、やはり納税者も

しくは滞納者と面と向かって話をするわけでご

ざいます。私ども税務課としては、やはり後方

支援という形も当然重要かと思います。その方

その方のいわゆる納税者と納税相談員との信頼

関係が非常に重要かと思っておりますので、そ

の辺は若いからどうだ、年配の方だからどうだ

というふうなことではなくて、あくまでも個人

的な資質が高いようなことが見受けられますの

で、その辺は今後とも継続してまいりたいとい

うふうに思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 要は、年齢が高い低い

ではなくて、その経験のスキルを若い方に引き

継ぐことによってそういうスキルを皆さんが共

有できる、そういった意味ですので、別に年齢

が高い低いというわけではないので、よろしく

お願いいたします。ぜひともその辺の協力体制

を強化していただいて努めていただければなと

思いますので、よろしくお願いします。 

  次、58ページ、59ページになります。12款１

項１目、そして13款１項２目、子育て関係の収

入未済額についてお伺いいたします。 

  やっぱり税の公平性を考えれば、ここは必ず

支払ってもらわなければいけないと思うんです

けれども、やはり収入未済額がまだまだござい

ます。その解決に向けてどのような対策をなさ

っているのか、よろしくお願いいたします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 保育料、

それから児童館の使用料等についての収納対策

というふうなことでございます。 

  平成28年度につきましては、収納対策ですけ

れども、前年度よりも額が上がるように収納に

努めてきたところでございます。 

  その対策ですけれども、要するに未納として

口座振替などで上がってきたような場合は、や

はり早期に保護者と接触をしまして早期納付を

お願いするというふうなことで努めております。

特に方法ですけれども、書面、もちろんですけ

れども電話による督促、催告。それから、各保

育所でも保護者と面談をさせていただきまして、

支払っていただくようにお願いをしておるとこ
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ろでございます。また、税と同じように夜も、

これも期間限定ですけれども、納付相談を実施

して収納につなげるようにしてきたところでご

ざいます。 

  また、どうしても納期まで納められないとい

うふうなことで保育料がたまったような方につ

いては、児童手当などのほうからも充当させて

いただくというふうなことで、当然その保護者

の同意も必要なんですけれども、御了解をいた

だいた上で納付をしていただくという方策で対

応しておるところでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） また、今回も不納欠損

額が出ていますけれども、その対応はどういう

ふうになさっていますか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 不納欠

損額でございます。 

  保育料につきましては、決算書に記載のとお

り249万3,170円ということで、前年度比較で85

万2,120円ほど減少を図ったところでございま

す。これもやはり保護者との接触をとりまして、

早期に納めてもらうようにということで対応し

ておるところでございます。 

  ただいま、さきの答弁でもさせていただきま

したけれども、いろいろな手当などもあるもの

ですから、そちらのほうで納めていただけない

かというふうなことで、丁寧に保護者とは接触

を図りながら御理解をいただいた上で納めてい

ただいたということです。今後もそのような取

り組みを継続して、保育料ということで応益性

と、それから保育料につきましても所得に応じ

た金額の設定になっているものですから、そう

いう意味では応能的な部分ということでありま

すので、そういうようなところを理解していた

だきながら納付の推進になるように努めていき

たいと思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。 

  新庄市でも子育てにはかなり力を入れている

と私も思っております。しかしながら、こうい

うふうにお金を払っていただけない方や、また

不納欠損額が出るということは非常に寂しいこ

とでしょうし、やはり新庄市の市民意識を高め

る意味でも、払うものは払っていただき、そし

て使うものは使っていただく、そういうことを

していかなければできないでしょうし、そこら

辺も市側、行政側もしっかりとした規則をつく

っていますので、しっかりといただくものはい

ただいて、そしてしっかりとしたサービスをし

ていただくことが重要だと思いますので、ぜひ

とも皆さんの御協力をいただきながら、そして

市民に寄り添ってしっかりとした徴収をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。以上です。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 私のほうから１点、市

長にお聞きしたい。 

  監査意見書の中での結びの中で監査委員のほ

うから、34ページですが、収入増になった内容

は給付金６億ですか、繰越金が５億ほどで増加

したという指摘があるわけであります。 

  そうした中で本当は、この監査意見書の監査

報告あれば、最初に市長の受けとめ方というも

のを聞いておく機会があれば、まだこの決算の

審議がもう少し変わった形でできるのかと思っ

たところで質問いたします。 

  この35ページの経済動向、県の金融経済概況

では、景気は着実に回復しているというような
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捉え方をしているという監査委員の報告があり

ます。当監査委員の受けとめ方は、一部に明る

い兆しが見えるものの依然としてまだ先行き不

透明だというようなことも指摘されております。 

  そうしたことにおいて、当市政を預かる市長

はこの決算を見てどう受けとめておられるのか、

市長の受けとめ方をお聞かせいただきたいと思

います。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先日、監査委員のほうから報告を

いただいたところであります。監査は、全体的

な事業についてはおおむね成果の上がるような

内容の歳入歳出事業であったというふうなこと

を、今後についてこの動向の中でどうするかと

いうふうな受けとめ方という御意見であります

けれども、どういう受けとめ方はそれぞれ違う

かと思いますけれども、現状として我々の立場

で言いますと、やっぱり雇用情勢がかなり回復

しているというふうに思っています。 

  というのは、それぞれの企業が人員を求めて

いると。一方で、人員不足になってきていると

いうことが明確になっている。これは人口減少

だというふうに、全国的に今いかに採用人数を

ふやしておくかという状況に入っているのかな

というふうに思います。 

  ただし、全てが追い風というわけではなくて、

その追い風に乗り切れない部分の方々も必ずや

いるというふうなことで、全員が中程度に来て

いるのではなくて、格差が逆に広がっている部

分もある。その波に乗れないという方々もおい

でなのかなと。採用については若い方々が求め

られておりますし、リーマンショック等におい

て解雇された方々が次なる仕事を探すのに大変

苦労しているというような部分も確かにござい

ます。その時々の流れに乗れなかった、時流の

ときにあったという部分が、そういう意味での

格差につながっているのかなというふうに私は

考えています。 

  行政の執行に関することにつきましては、財

政の本分にあって最少の支出において最大の効

果を出すというようなことを常に心がけて、無

駄のない行政を心がける。また一方では、先駆

けてやらなければいけないことについては大い

に先駆けてやっていくというような２つの方針

を持ってやってきたことが、監査委員にとって

は、職員のそれなりの能力を発揮し事業を遂行

しているという評価につながったのかなという

ふうに受けとめているところであります。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 市長の受けとめ方をお

聞きしたところでありますが、やはり景気動向

が、これはことしの７月の状況を監査委員のほ

うからは報告がされておるわけで、この辺の捉

え方は即予算、税のほうへ顕著にあらわれてく

るというふうなこともそうしたことには限らな

いわけでありますが、我々から見れば、市税、

中でも法人税とかそういうものが増になってく

ればそれなりの景気動向も把握できる、いい方

向に来ているなという感じもあるわけでありま

す。 

  第４次振興計画これがスタートしたというこ

とで、その辺でこれからも我々は、その課題等

をいかに行政サイドで克服して取り組んでいく

かということは我々の責務でありますので、そ

の辺はしっかりと見ていかなければならないと

思っております。 

  一般会計では、やはり監査委員の指摘されて

いるとおり、課題の的確な対応、こういうのが

きちっと図られていくことが大事だと。その辺

のやはり各担当部署でひとつその辺を、事業あ

るいは政策、そういうものに一生懸命汗かいて

努力していただければありがたいと思っていま

す。答弁は要りませんので、これで私の質問は

終わります。 



 - 161 -

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） それでは、２件お尋ね

いたします。 

  決算書123ページ、３款２項１目子育て支援

医療給付金事業、その中の医療給付費。それか

ら、決算書137ページ、４款１項１目合併処理

浄化槽設置整備事業費補助金並びに浄化槽整備

促進事業費補助金について。 

  決算書よりも、わざわざつくっていただいた

こちらの主要施策の成果に関する説明書のほう

がわかりやすいので、こちらを用いて質問した

いと思います。 

  成果表の76ページ、77ページになりますが、

福祉医療給付事業の中で子育て支援というとこ

ろで数字が出ております。新庄市においても平

成26年だったかと思いますが、これまで10歳ま

での分をカバーしていたのにプラスして、中学

３年生の15歳まで拡大を図ったわけです。 

  その中で、今回は市と県のそれぞれのケース

による決算が出ていますが、もし原課のほうで、

例えば15歳までの中で平成26年度から拡大して

おります11歳から14歳までの部分が幾らだった

のか、おわかりだったら教えていただきたいと

思います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療に関しての御質問でございます。 

  ただいま11歳から15歳までというふうなこと

で年齢を区切った中での御質問でしたけれども、

システムの関係上、そこまで把握できないとい

う状況がございます。 

  ただ、この成果表の77ページの子育て支援医

療の欄がマル県とマル市というふうな囲みで出

ておりますので、そういったところでマル市と

いうふうに書いてあるところが、いわゆる従来

対象になっていなかった部分というふうなこと

で、11歳よりも若干下で10歳でしょうか、そこ

からの金額というふうなことで捉えていただけ

ればというふうに思います。よろしくどうぞお

願いします。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 平成26年度、ここの子

育て医療費、これは安心して子供を育てていた

だきたいということによる定住促進が狙いの事

業であったかと思います。私たちもそのとき全

員異議なく賛成したからこの事業が継続してい

るわけでありますが、当時を振り返りますと、

平成25年、24年当時、新庄市はほかに先駆け

て、例えば学童保育でありますとか「わらす

こ」というところで、子供を育てる上では随分

独自で応援してきました。それを中３まで拡大

するという中で、他市もどんどんそれに倣って

きた。あるいは新庄市がおくれたかもしれませ

んが。 

  そこで事業の検証をするという観点から、こ

のたび総合政策課のシステム統計室のほうには

大変御難儀をおかけしまして、その間の人口動

態がどうであったのかというところで非常に手

作業御面倒をおかけしまして、ここは感謝しな

がら質問しますが、子育て世代の定義といたし

ましてゼロ歳児から19歳までというところでの

世帯主というところで、非常に難しいサンプリ

ングをお願いしているのですが、いただいた情

報によりますと、平成24年度から昨年度まで残

念ながら転出された方が367件、それから転入
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された方が319件で、50件弱の方が転出された

というところで、子育て推進の特にこの医療費

の部分とか、あと広く子育て世代に対する支援

イコール転出数ではないというふうに捉えては

いるものの、５カ年、１年平均、乱暴な言い方

をすると５件程度で済んでいるというところで、

おおむねここの部分で成果があったのではない

かなと。 

  成果表にも「児童を教育する世帯の経済的負

担の軽減につながった」とありますが、原課の

ほうではどのように捉えているのか、まずお伺

いいたします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま、子育て支援医療の特に拡充ということでの

効果という御質問でございます。 

  子育て支援医療給付事業含めて、ほかにひと

り親の医療給付、それから障害をお持ちの方へ

の医療給付ということで、総称して福祉医療給

付事業というふうに呼んでございます。 

  この事業ですけれども、これは医療に要する

費用の一部を市が負担することによって、いわ

ゆる当該の子育て世代の御家庭であったり、ひ

とり親世帯、また障害をお持ちの方の経済的負

担を軽減するものという事業でございます。 

  事業の成果としましては、中学校３年生まで

の児童を養育している家庭の経済的な負担の軽

減が図られたんだろうというふうに捉えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 本当に私もわかります。

でも、平成28年度中も経常収支比率でいくと大

体92％というふうに弾力性のない、一般家庭か

ら見ると８％も余裕があるのではないかと思う

のですが、やはり公費を費やす以上は成果を求

めなければならないというふうに思います。 

  そこで、このたびは、先ほど冒頭申し上げま

したが、総合政策課から非常に協力を得た組み

立てになっておりますが、結局このケースはデ

ータの優位性、それからあと、時間的に平成26

年からわずか２カ年の事業の中で効果を反映さ

せる決定的な数的な根拠は得られなかったもの

の、今後ますます人口動態等を適正に把握しな

がら施策の検証を行うべきと思いますが、総合

政策課長、いかがお考えですか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 やっぱり統計等の数値と

いうのは社会の一つの集まりの傾向や性質を数

字であらわすことですけれども、その傾向とい

うものを客観的に数字で見るというのは大変大

切なことではないかなと思います。 

  ただ、その詳細を読み解くというのは大変難

しい部分はありますけれども、一つの指標とし

て参考にしていくべきものかと思います。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） わかりました。 

  続いて、合併処理浄化槽に係る部分です。成

果表でいきますと89ページになります。 

  市の事業もある一方、ここには、ケースによ

っては違うのですが、県からも補助をいただき

ながら合併処理浄化槽に対する補助を行ってい

るということです。 

  表を拝見いたしますと５人槽が多いというと

ころで、５人槽の部分を使わせていただくと、

例えば新築と改築がありますが、この場合、市

の補助事業、それから県の補助事業が出るケー

ス出ないケースがありますが、それぞれの場合、

大体５人槽の浄化槽を設置した場合受益者負担

が大体どのぐらいになるのかということを、把
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握していらっしゃればお示しください。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 合併処理浄化槽の補助金関係

ということでございますけれども、新築の場合

と増築の場合で補助の制度の仕組みが違うとい

うような現状にあります。 

  まず、対象経費のうちどの程度補助の割合に

なるかという部分でございますけれども、仮に

100万で限度額内ということで話をわかりやす

くして説明させていただきますけれども、例え

ば新築の場合ですと国の補助、市の補助で４割、

そしてあと、基本的には個人負担が６割という

ふうになっております。 

  また、リフォームの場合でございますけれど

も、この国の補助、市の補助のほかに個人負担

の６割のうち３分の１を県が補助するという制

度もございます。それに平成28年度からリフォ

ームに関しては市・県合わせて10万から13万円

の補助の上積みをしておりますので、結果とし

ましてリフォームの場合ですと、７割前後の補

助率になってくるところでございます。 

  そうしますと、自己負担部分でございますけ

れども、対象経費のうち新築ですと約６割、ま

たリフォームの場合ですと３割ぐらいと、補助

対象経費を除いた部分でありますけれども、そ

のような制度になっているところでございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 以前、一般質問の中で、

公共下水道の区域の見直しを図るというような

流れで、それに基づく中で、この前も上下水道

課から公共下水道の計画区域が説明されたとこ

ろであります。 

  その部分で計画区域外のところをどうするん

だというところで、やはり公共下水道の狙いも

この合併処理浄化槽の設置の狙いも、一般家庭

から出る生活系の排水をいかにきれいな状態に

して河川に戻して、つまり環境負荷を下げるた

めの非常に重要な事業ですから、今のところ個

人が設置する合併処理浄化槽がかなり有効的な

手段であろうというふうな位置づけの中でお話

しさせていただきますと、仮に公共下水道の場

合、新たに本管に接続使用する場合受益者負担

というものが大体30万円前後であります。 

  そうすると、例えば今の課長からいただいた

答弁でいきますと、工事費を100万円と見た場

合、増築の場合は受益者負担が30％であるなと

いうところでいくとまず30万と。新築の場合は

60万であると。４割が助成ですね。そうすると、

公共下水道の場合よりもやはり受益者負担が多

いんです。 

  合併処理浄化槽を設置するというのは、おっ

しゃるとおり、やっぱりうちの改築、増築、そ

れから新築以外のケースで件数も限られている

中で、ここはやはりもう少し市も頑張る、ある

いは県に頑張っていただくという流れで、その

差を詰めていく必要があるのではないかなと思

っていますが、平成28年度中どのような取り組

みをされたのか。 

  あとは、できることであれば、今後どういっ

たお考えであるのか、お伺いいたします。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 合併処理浄化槽の部分でござ

いますけれども、目的としましては河川の環境

保全、水質の保全ということでございます。ま

た、生活排水の処理の部分については、この合

併処理浄化槽とあと公共下水道、また農業集落

排水の制度がある中でどうやって取り組んでい

くかという部分と関連してくるものと思います。 

  その中で合併処理浄化槽の制度の新築と増築

の部分の取り扱いということで、県の補助金が

入るか入らないかの差異があるのが現状でもあ

ります。そういう状況にもありますので、私の

ほうから県の担当部局のほうに、実際新庄最上
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地区の所得水準などからしても、地域の事情か

らにしても、工事費が割高感があるということ

からして、今現在、新築の部分で県補助は入っ

ておりませんけれども、対象を広げていただく

よう強くお願いしたところでございます。そし

て、結果としまして、持ち帰って検討するとい

うふうな回答もいただいておりますので、県の

ほうの推移を見てまいりたいと考えております。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 来年度当初予算の予算

書を楽しみにお待ちしています。よろしくお願

いいたします。終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

  では、ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

奥山省三委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  ほかにありませんか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） それでは、少し浅く広

く、教えていただきたいことも含めまして、質

問させていただきます。 

  ページ数、決算書の103ページ、２款総務費

１項総務管理費の中の10目交通安全対策費の中

で交通指導員報酬、交通安全指導専門員報酬と

ございますが、無知なゆえにお尋ねをするので

すが、交通指導員と交通安全指導専門員の違い

を教えていただきたい。 

  それから、交通指導員、専門員が人数どのぐ

らいおられるのか。また、その人方についての

報酬はどういうふうに違うのか、教えていただ

きたいと思います。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 交通安全対策事業のうちの交

通指導員の部分と交通指導専門員のことについ

てお答えさせていただきます。 

  まず、交通指導員の業務でございますけれど

も、朝の通学のときに立哨している市民の方の

分の報酬ということになります。全体で16名、

総額354万ということになりますが、12カ所で

立哨しております。登校時の児童生徒の安全の

確保というのが業務ということになっておりま

す。 

  また、交通指導専門員の部分でございますけ

れども、身分としましては嘱託職員という身分

になっております。３名の雇用で、総額が521

万円ということでございまして、活動の内容と

しましては、母の会とかかもしかクラブの活動

の連携、あとそのほかに保育所とか老人クラブ

にお邪魔しまして交通安全教室を年間で134回

開催しているところであります。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 大変ありがとうござい

ました。よく理解しました。 

  それを知った上でお尋ねしますけれども、な

かなか学区によってはなり手が少ないという話

も聞いています。特に多いところで日新学区等

について、なかなかなり手というか協力する人

が少ないという話を聞いてます。学区割という

ふうな考え方はお持ちでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 交通指導員の業務についてで

ございますけれども、一年を通して天気にかか

わらず立哨をするということで、結構負担感の、

勤務時間数の割には負担感の多い業務だという

ふうに感じております。 

  それで、立哨をされる方がどこに立哨してい

ただくかという部分なんですけれども、自分の



 - 165 -

住んでいる地域をどうしても希望する中の調整

ということになってくるわけでございまして、

と言いながら、学童数の多いところでその立哨

している人が適正な部分で確保できるかという

のは課題だと感じております。 

  その部分で、今回お知らせ版等で指導員を募

集しておりますので、その全体の調整の中で進

めさせていただければというふうに感じており

ます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 再度お尋ねいたします

けれども、確かに課長おっしゃるとおり、朝早

くあるいは雨の日も雪の日もあるわけです。朝

登下校の時間帯ですので寒いということも十分

考えられますので、冬は防寒具等はお持ちのよ

うですけれども、雨の日も雨具をお持ちのよう

ですけれども、これらの人々に対して手当を過

去何年間上げてきたのかということをお尋ねし

ます。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 古い当時の資料を持ち合わせ

ておりませんので、長期的な分ではわかりませ

んけれども、ここ最近では値上げというのは行

っていないのかなというふうに感じております。

その中で、備品とか制服関係でできる範囲で充

実させていきたいというふうに考えております。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 青パト、課長、わかり

ますよね。青パトをしている人方とこの前話し

たときに、何年も手当がないと、アップがない

と。それで、たまには青パトの燃料を自分の懐

から出してガソリン代等自己負担していると。 

  そういう状況下であって、やっぱり子供たち

の安全を守る人方ですので、最低限の保障とい

うか、燃料代ぐらいね、自分の懐から出すとい

うようなことがないように、その辺を検討して

いただきたいと思います。以上で交通指導に関

しては終わります。 

  その下の同じページです。103ページの市民

生活対策費、一番最後に防犯灯ＬＥＤ化事業補

助金1,500万とございます。補正補正で対応し

ていただきまして、実はうちの町内も昨年度全

灯やりましたけれども、補正で組んでいただい

てずっと住民は助かっているわけですけれども、

今、市全体で、外灯だけでも結構ですけれども、

何パーセントぐらいの普及率になったのか教え

ていただきたいと思います。 

  それから、今現在も申し込みがあるのかどう

か。それで補正でやっていくという市長の前の

答弁でございましたけれども、まず、どのぐら

い行ったのか。それから、今現在も要望がかな

りあるのか。この２点だけ。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 防犯灯のＬＥＤ化の事業の部

分でございますけれども、達成率の部分でござ

いますが、平成28年度末で約30％と計算してお

ります。 

  今年度の部分ですけれども、当初予算で

1,200万円、そのほか９月補正で433万円の補正

の上程をお願いしているところでございますけ

れども、それを合わせますと平成29年度末では

53％程度に達するのではないかなというふうに

感じております。 

  あと、もう一点の最近の申し込みの状況であ

りますけれども、４月、５月当初は、私が感じ

た流れとしましては、町内総会を終わった後と

いうこともありましてか、申し込みに来られる

方が多かったんですけれども、ここ最近はお見

えになる方は春先から比べると少なくなってい

るのかなというふうに感じているところでござ

います。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 
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奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 地球温暖化あるいは経

費の削減にもつながりますので、よろしくこれ

からも指導していただきたいと思います。 

  続きまして、129ページ、３款民生費３項２

目の扶助費についてお尋ねいたします。 

  扶助が年々ふえていっているという傾向にあ

るわけですけれども、その生活扶助費を給付し

てもらっている人方の世代別構成というのはわ

かりますか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 お答え

します。 

  生活保護の状況で、世帯類型別の実施状況と

いうふうなことがございます。その中で一番多

いのが高齢者世帯となっておりまして、次に多

いのがその他でございますけれども、次に多い

のが障害者世帯、次に母子世帯というふうな類

型になってございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 就労可能世代という世

代があるわけです。その世代はほとんどないと

いうのに近いのでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 最近の

傾向としましては、就労できる世代の方の保護

が目立ってきております。というのも、これま

で父母と同居していてそれらの収入を得て生活

していた方が、お父さんお母さんを亡くされて

就労していない、本来であれば働いている年齢

なんですけれども、ひきこもりですとか、あと

社会不適合ですとか失業ですとか、そういった

方が目立ってきているような印象がございま

す。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 確かに高齢者世帯、障

害者世帯、母子世帯というのは大変だろうと思

います。ただ、働ける世代であって体も健康で

あって働かない。１回生活保護費を受け取って

しまうと、これだけもらえるんだったら別に無

理して嫌な思いして働かなくたっていいやとい

う世代が、ごくまれにでしょうけれども、いら

っしゃると思うんです。 

  私はその話を聞いて非常に憤慨というか、憤

慨だか噴飯だかわかりませんけれども、笑って

しまったんですけれども、「生活保護をある人

の紹介でいただいて、週２回パチンコに行ける

ようになりました。週１回カラオケにも通えま

す」。これを一般の普通納税者が聞いたらどん

な思いがするだろうかと私は思いまして、それ

はおかしいんじゃないのという話をしました。 

  それで、ある人が季節である人を雇ったんで

す。例えば農繁期の忙しいときにね。その雇わ

れた人は申告しなかったんですよ。生活保護世

帯でしたので。それで後で当然露見しまして、

その使用者も呼び出しがかかっているわけです

よ。こういう、生活が楽でないだろうからうち

へ来て農作業を手伝えと、１カ月半ぐらい使っ

たと。それなりの報酬を払っているわけです。

それでも彼は報酬は報酬、生活保護は生活保護

ということで申告しなかった。これは彼は当然

不正請求なわけです。ところが、善意で雇って

くれたその人に対しても迷惑がかかったわけで

すよ。仕事を休んで何日か出頭しなければなり

ませんので。 

  それで、そういうのを踏まえて、年間不正請

求というのはございませんか。昨年度に限って

で結構です。 
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加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保

護費を返還していただくというふうな中に、課

税調査で収入申告との突き合わせで、その結果

就労収入の未申告というふうな方の例でござい

ますけれども、やはりいらっしゃいます。 

  そういった方々に対しては、収入があるにも

かかわらず申告していないという悪質なケース

ということで捉えまして、生活保護法の規定に

基づきまして生活保護費の返還を求めておりま

す。保護費の返還に当たりましては、保護費の

中からいただくわけなので、ケースワーカーと

月々の返済の金額について相談をしまして、返

済をしていただいているというふうな状況にな

ります。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） さっき課長がおっしゃ

ったような高齢者世帯あるいは障害者、母子家

庭については、それは把握できるような状況だ

と思います。 

  たださっきから言いますように、就労可能な

世代、この人方に対しては定期的な聞き取りと

か就労状態はどうなんですかという、就労しな

いと、する気はないと言われても困るんですけ

れども、例えば皆さんは失業保険をもらうこと

はできません、公務員ですので。私どもは、私

は360日いただきましたけれども、毎月１回ハ

ローワークに行くわけです。それで就労すると

いう意欲がなければそれは当然雇用保険もスト

ップなんです。そこまで厳しくしろとは言いま

せんけれども、就労可能な世代の受給者に対し

ては定期的な追跡が必要じゃないかと思います

けれども、課長、いかがお考えですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 就労可

能な方については、定期的にこちらのほうで訪

問させていただいて、ただそういう可能な方の

中には、若い年齢の方には、精神疾患を患って

いるというふうな方がおりまして、これまで十

分な医療費が得られないために長期間医療機関

を受診されてなかったというふうなケースが

往々にしてございます。 

  ですので、まずは医療機関で適切な治療を受

けていただいて、その上で生活のリズムを整え

ていただいて、次のステップにアルバイト収入、

最終的にはそういう継続した就労というふうな

ところを目指して、ケースワーカーのほうも、

やっぱりそういった方々は身近な相談先が、な

かなか相談相手がいらっしゃらないというふう

なこともございまして、ケースワーカーがよき

相談相手となって、信頼関係をつくりまして背

中を後押しするような形で、長く働けるよう支

援しているところでございますので、よろしく

お願いいたします。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 課長のおっしゃるとお

りだと思います。別に疾患を患っている人に対

しても、あなた健康なんだから働きなさいとは

言えないですけれども、ただ不正受給があって

はいけないと思うんです。 

  さっき言ったように、誰それさんのおかげで

紹介してもらって、週２回パチンコ行ける、週

１回はカラオケ行って酒飲んで歌歌える。生活

保護を受けているから酒飲むなとは言いません。

たばこ吸うなとも言いません。でも、それを果

たして口外されたときに、新庄市の制度はどう

なんだという批判が対外的に出るでしょうと私

は思いますので、そういうことのないように、



 - 168 -

最低限の生活使ってくださいね。 

  例えば、ある人が旦那さんが転んで四肢麻痺

ですよ。小さい子供を抱えて生活保護を申請し

たいと。だけれども、車を持っているからだめ

だと。彼女にとってみれば、車は子供を幼稚園

に送り迎えしたり必要なわけです。それで彼女

は、それがだめだということで生活保護の申請

はあきらめたんです。そういう人方にこそ私ど

も行政側は光を当てていって、どうにかして救

済しなきゃならないと私は思うんですね。 

  カラオケ行くためになんか、そんな必要ない

と私は思いますので、今後もその就労可能な世

代に対して、課長がおっしゃったような定期的

な訪問をしてやっていただきたい。弱者に対し

てまでどうのこうのというのはありませんので、

やっぱり高齢者とか体の悪い人は働けないとわ

かりますので、一応そういうことでこれからも

努力していただきたいと思います。 

  171ページ、最後の質問になります。 

  10款教育費１項教育総務費、中段にございま

すが、通学手段確保対策事業の中で日々雇用職

員賃金でございます。 

  その中には通学バスの運転手をやられている

方もいらっしゃると思います。ところが、済み

ません、誰がいいのかな。年金とか保険とか社

会保険を掛けなきゃならないのは月収は何ぼか

らですか。誰か、もし知っていらっしゃる方い

らしたら。という意地悪な質問はしないで、８

万8,000円を超えなければ社会保険も年金も掛

ける必要はありません。 

  ところが、日々雇用職員は月８万8,000円行

ってないと思うんです。というのは、毎日来る

わけじゃないですから。１週間交代でバスの運

転をする、あるいはその都度どこどこに子供を

乗せてほしい。 

  そういう中であって、運転手から年金と社会

保険料を供出させたんですね。そういう事実は

ありましたか。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 委員長、荒川

正一。 

奥山省三委員長 教育次長兼教育総務課長荒川正

一君。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 社会保険加入

の義務の制度がこの４月１日から改正になりま

して、週の労働時間が30時間以上から20時間以

上という形で緩和されました。 

  それで、平成28年度のスクールバス14人の勤

務形態の雇用の場合は、27時間以内というふう

なことになっておりましたので、加入の義務は

ございませんでしたが、今年度から緩和された

ことによりまして一部加入できるようになりま

した。 

  雇用形態の勤務条件の中での適切な法改正が

反映されていませんでしたので、２カ月の差し

引き分ほど社会保険料部分を６名に対して徴収

をしてしまったというような事実はございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 本人も掛けるんですけ

れども、使用者も半分負担するわけですね。そ

れは市税を使わなければならない。市の収入か

ら出さなきゃならない。これをちゃんと、教育

総務費だけではなくて、総務も関係あるんでし

ょうけれども、それをちゃんと把握していれば、

そういう実態は起きなかった。 

  それで、それを何度も言ったけれども、違う

んだと言われたと。やっぱりそれはある程度行

政マンとしては、そのぐらいの知識は持ってい

て対応していただきたいと思います。 

  それで、掛けた分、機構に言って戻してもら

ったんですか。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 委員長、荒川

正一。 

奥山省三委員長 教育次長兼教育総務課長荒川正

一君。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 やはり制度と
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勤務形態との絡みですので、適切に４月１日ま

で遡及して是正はしております。したがって、

御本人に対する差し引き部分については、２カ

月分還付をしてございます。 

  説明会をした上で御了承願ったというふうな

ことで了解していますが、貴重な人材を育てて

いくためのとても大事な役割を持っている運転

手の方ですので、今後とも気をつけながら運用

しなければいけないというふうに思っておりま

す。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 確かに次長のおっしゃ

るとおり、子供たちの安全安心を担う、ですか

ら、細心の注意を払って彼らはやっています。

それでけがをさせちゃいけない。たまには子供

がうるさいのがいるらしいんですよ、私みたい

にうさかさというのが。 

  そうすると、やっぱりバスの中でも自分の子

供だと自分の孫だと思ってちゃんと座ってろと

言うときがあると。それはそれでいいんじゃな

いの、そのぐらい注意しないと、いい人でいて、

子供が騒いでも余り言わないで事故を起こした

ら大変だからという話をしています。 

  そういうことで、今後も損失のしないような、

掛けなくてもいいような掛金を掛けさせて、65

を過ぎた人方の１万円、２万円というのは大金

ですから、今後もそういうことのないようによ

ろしくどうぞお願いします。 

  以上で終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） それでは、私のほうか

ら何点か質問させていただきます。 

  まず最初に、99ページの２款総務費１項総務

管理費の中の会計管理の中で最上広域婚活実行

委員会負担金についてお伺いいたします。 

  継続された事業の中で新たな取り組みとして、

この最上広域の婚活実行委員会の負担金という

ふうになったと思います。当市のこの広域にか

かわる取り組みの中で、最上全体の中での統制

はどのようにとられていまして、どういうふう

な今、この婚活に対しての募集であったりサポ

ーターであったりというところの人の数値の変

化などありましたらお聞かせください。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 最上広域婚活実行委員会

負担金についての御質問でございます。 

  こちらのほうの設置目的といたしましては、

人口の流出に歯どめをかけると、そのために少

子化対策に婚活は非常に有意義ということで設

置されたものでございます。その中でもやはり

スケールメリットが必要だということで、本市

は周辺７町村との最上地域をステージに、平成

22年度から活動を行っております。実際８市町

村で取り組んでおりますけれども、その事務局

は今現在、最上町のほうが担っております。 

  毎年具体的な事業といたしましては、例えば

年齢限定、30代限定の出会いツアー、バレンタ

インパーティーとか、男性についてはスキルア

ップの研修会なども行っているような状態、ま

た、スタッフ向けとしましては専門アドバイザ

ーの研修なども行ってスキルのアップを図って

いるということでございます。 

  平成28年度の参加者数は平成27年度と比べて

若干少なくなっておりますけれども、参加者総

数が年間で38名、うち男性が20名、女性が18名、

カップル成立数は９カップルというふうな状況

になっております。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 今、平成28年度は38名

の参加で９組の成果が出ているというお話をい

ただきました。 
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  実際、カップルの成果は理解できるんですけ

れども、その先の結婚までというところにつな

がっていない実績があると思います。きちんと

やはりそこまで面倒を見るという姿勢を示さな

ければならないと思いますし、なかなか今結婚

に踏み切れていないここで出会ったカップルも

いるので、やはりきちんと最後まで面倒を見る

ことをもう少し出してほしいと思っていたんで

すけれども、なかなかその後押しする、例えば

昔でいう仲人とかそういう方の存在、育成に不

足な面があるのではないかと思うので、この上

のほうにありました出会いサポートセンターも

含めたところでの一丸となった、そういう結婚

まで導くような体制を構築するべきだったと思

うんですけれども、その点に関しましてはいか

がでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 この婚活実行委員会自体

が基本的にはきっかけづくりという形で始まっ

たものですので、議員おっしゃるとおり、本来

であればそういった仲人を務めるような団体が

あれば一番いいんですけれども、今現在、新庄

市のほうではございません。そういった、昔例

えばいろいろ世話を焼いてくれた方がいたわけ

ですけれども、なかなかそういう方が今現在見

られないという現状もございますので、できれ

ば議員おっしゃるような方向性を見出していき

たいなと思いますけれども、まずは今現在はき

っかけづくりに重きを置いた活動をやっていき

たいと思っております。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） きっかけづくりも大変

大事なことであるんですけれども、やはりきち

んとした少子化対策と位置づければ、きちんと

結婚していただいて子供をしっかり産んでもら

う、そして、ここに住んでもらうということを

前提にしなければならないと思いますので、そ

の点やはりきちんとした形でもう少し取り組む

べきではなかったのかなと思いますので、これ

は当然継続事業でありますので、今年度もそう

いうところでの取り組みをぜひ期待したいと思

います。よろしくお願いします。 

  次に、133ページ、４款衛生費１項保健衛生

費４目健康増進費の中でのがん検診等委託料、

あと131ページも一緒だと思いますので、４款

衛生費１項保健衛生費の保健衛生総務費の中で

の新たなステージに入ったがん検診の総合支援

事業についてお伺いいたします。 

  こちらの成果のほうでもそうなんですけれど

も、成果表の82ページです。がん検診もそうな

んですけれども、検診の中でさまざまに助成、

補助をするようになりまして、検診者の数が対

象者に対しての数がふえております。なおかつ

受診者数もふえております。それはその成果が

あったものと思われます。 

  このがん検診の中で年齢層、今は40歳以上と

20歳以上というふうにありますけれども、各年

齢層での検診者数と、そこで見つかった罹患者、

男女がわかれば教えてください。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 市で行っておりますがん検診

につきましては、早期であれば治癒するもので

ありますので、がんの早期発見・早期治療のた

めに、これまでがん検診を委託して実施してお

るところでございますが、今、委員から御指摘

ありましたそれぞれの項目におきます年齢別の

罹患率については、手元に詳細なデータがござ

いませんので、後ほど確認しまして御報告させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 年齢層によるというと
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ころは、働き盛りの40代、50代、60代のところ

での発見者数の数が本当は知りたかったんでし

たけれども、そういう方へのケアを含めたとこ

ろでの対応をお伺いしたいと思います。 

  まずは、人間ドックを受けてくださいという

案内をしっかりしているおかげで受診者数がふ

えています。もちろんその中には補助される金

額もできたのでということもあるんですけれど

も、今後もこの受診をする上での助成は続くと

は思うんですけれども、最終的にはまだまだ受

ける方の数が、特に、ここには出ていないんで

すけれども、年齢をちょっと行った方のほうが

受診率が私の感じでは少ないのではないかと思

いますので、各年齢層に受診されるような、そ

ういうもう少し周知が足りなかったのではない

かなと感じます。 

  その点で、どのように受けてもらうかという

ところの、さらなる受けてもらうためのさまざ

まな手法がもう少しあってもいいのかとは思う

んですけれども、今までどのようなことでそう

いう受診を促進するようなことを呼びかけてき

たのか、教えてください。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 成果表の82ページのほうにそ

れぞれのがん検診の受診率のほうが記載になっ

ておりますが、受診率の向上につきましては、

これまでの議会におきまして委員の皆様より再

三御指摘をいただいたところでございます。 

  非常に現在の受診率が低いということで、私

ども健康課でも懸命にこれまで取り組んでまい

ったところでございます。健康寿命を延ばすた

めの第一歩が健診であると捉えておりますので、

この特定健診やがん検診などの受診率の向上と

いうものが、健康課のここ数年来の最大の課題

であるということで捉えて、これまでさまざま

な取り組みを行ってきたところでございますが、

こちらのほうに記載になっております受診率を

見ていただいてもわかりますとおり、なかなか

目に見える成果が上がっていなくて、非常にじ

くじたる思いを持っておるところでございます。 

  今、委員の方から御発言ありました受診率向

上のための対策としましては、基本的には健診

を受けない理由を分析した上で、その受けない

理由を解決する仕組みを構築すれば、おのずと

受診率は上がっていくのかなというふうな形で

考えているところでございます。 

  健診を受けない理由としましては大きく分け

ますと５つほど理由がございます。１つは健康

に自信があるから受けない。２つ目は定期的に

医療機関にかかってるから受けない。これにつ

いては先ほど委員のほうからお話ありましたと

おり、高齢者の方によく見受けられる理由でご

ざいます。高齢者の方で相対的には若い方より

も病院等の医療機関にかかっている方が多いわ

けですので、そういった理由を述べる方が多く

見受けられるような状況でございます。 

  あと、３点目としましては、忙しくて健診等

を受ける時間がない、４点目としましては費用

がかかるので受けたくない、５点目としまして

は、健診の結果がわかると怖いから受けないと

いうふうなその５つの理由が重立った理由でご

ざいます。 

  そういった理由を解消すれば、新庄市の受診

率はおのずと上がってくるのではないかと考え

ておりますので、その部分でこれまでも対策を

施してきたところなんですが、なかなかうまい

ぐあいには行っていないというのが現実でござ

います。 

  そういった理由を解決することが対策なわけ

ですけれども、具体的な対策としましては、や

はりこの受診率を向上させるためには、第一義

的にはそれぞれの市民の方の個人の健康意識、

関心を惹起することが一番重要なのかなと思っ

ておるところです。そこは個人の意識に働きか

ける部分の仕組みを我々のほうで構築していか
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なければならないのかなと思っているところで

す。 

  あとは、先ほどありました理由、費用がかか

るとか受ける時間がないとかということに対す

る受診環境の整備を図っていくような部分で体

制整備を図っていきたいなということで、これ

までも図ってきておるところなんですが、さら

にそこの部分で創意工夫していきたいと思って

いるところでございます。以上でございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） やはり受ければそれで

いいという方もたくさんいるのも理解できまし

た。それで、その受けて再検査、要検査の案内

をいただくと、今度は最後の右のように一気に

受診率が高まるというふうにはなると思うんで

すけれども、そういうふうに今は大変機械の進

歩もありまして発見率の精度が高くなってきて

いると思います。 

  それで、新たなステージに入ったがん検診の

総合支援事業であったり、やはり次にそういう

罹患した人へのサポートをしっかりしていくこ

とが、早期発見・早期治療でまず本人の病気を

克服することにつながっていくと思います。ぜ

ひこのところを、やっぱりしっかりドックで検

診していただくことをきちんと周知できるよう

な施策を、もう一度構築してほしいかなと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、141ページ、６款農林水産費の１項農

業費、農業振興費、新庄そばまつり負担金につ

いてお伺いいたします。 

  大変もう定着した祭りになってきておりまし

て、来場者数も堅実な数値に常になってきまし

た。そこでさらなるところで、ことしは外に出

るそばまつりということで、新庄市以外でのそ

ばまつりをやったりというふうなことができて

おります。大変新庄市のそばが知られてきて、

大変いい事業ではないかなというふうに思いま

す。その伸びる事業の中で、新庄市産のそばの

量がどんどん消費されていく、あとはさまざま

なところで使われていくというふうに考えられ

ます。 

  当市には、まず２つのＪＡがそば生産をして

その収穫した製品を販売しております。このそ

ばまつりにおいて新たな顧客ができたり、その

需要量がどのくらいふえているのかというのが

なかなか見えていませんでした。２つのＪＡに

問い合わせても、なかなか現状のところの生産

量、販売量というふうにはなっていたんですけ

れども、このそばまつりに来てぜひ新庄市のそ

ばを扱ってみたいというようなそういう申し出

があったのか。そして、そういうことを今後新

たな展開としてＰＲしていくことはできないの

かというところをお伺いしたいと思います。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

奥山省三委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 そばまつりですけれども、最

上早生のＰＲというふうなことも兼ねてござい

ます。そばの生産量につきましては、その年の

天候等によりまして収量も大体100トン前後を

上下しているというふうなところでございます。 

  それで、安定した生産量というところがやっ

ぱりネックかなというふうに思いますので、こ

とし大豆中心に排水対策の事業をやってござい

ますけれども、そういった事業も今後浸透して

いって、安定的な生産、高収量というふうなと

ころが出てくればいいかなというふうに思って

ございます。 

  何せ北海道産がかなりのウエートを占めてい

るというふうな中で、実際には最上早生を引き

合いにというふうなところは現状としてまだな

いかなというふうに思ってございます。ただ、

ことしも大江戸和宴のほうに11月に行く予定に

なってございますけれども、６次製品化という

ふうなことで最上早生を使った乾麺を今試作し

ておって、東京のほうでもしおいしかったらい
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かがですかというふうな感じでやっていこうか

なというふうに思ってございます。 

  そういったところで、最上早生というネーミ

ングが広がったりおいしいというふうな評判が

あれば、生産者のほうも生産に励みがついてく

るのかなというふうには考えているところでご

ざいます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 今のこの状況、天気も

あるんですけれども、天気以前に、当新庄市の

作付状況を見ますと、米や大豆の作付は減って

いまして、飼料作物であったりそばの作付面積

がふえています。特にこのそばに関しては、各

集落ごとにまとめて生産管理をしながらつくっ

ていますので、割と品質の平均したものがここ

数年間はとれてきています。ことしも、この天

気ではあるんですけれどもそばの生育は順調で、

平年よりもいい収穫量が見込める予定になって

います。 

  なお、そういう品質の平均したものがとれる

本年でもございますので、このそばまつりをさ

らにしっかりしていただいて、なおこの新庄産

のそばがさらに各方面に知られて売れていくこ

とを切に願いたいと思いますので、その辺のＰ

Ｒとかそばまつりから派生する新たな取り組み

などを今後考えられることがありましたらお聞

かせください。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

奥山省三委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 そばまつり自体につきまして

は１日というふうなことで、山屋セミナーハウ

スのほうで定着してございます。２日間やって

はどうかというふうな話もございましたけれど

も、打ち手のこともございます。山屋地区の方

にも手伝っていただいているというふうなこと

もありまして、今のところ、ことしは１日限り

でやろうかなというふうには思ってございます。 

  ただちょっとマンネリ化しているところもご

ざいますので、いろいろなメディアとか宣伝方

法なんかもちょっと工夫を凝らして、もっと発

展的にできないかなというふうに考えてござい

ます。 

  昨年アンケートをとって、かなり最上地域外

から来ているということがわかりました。アン

ケートは全員返していただいているわけではな

いんですけれども、アンケートの返答からする

と、600人ぐらい来ているのかなというふうな

ところで、かなりのウエートがなってきている

のかなというふうに思います。そういったこと

から、今後も地域外の方の来場を求めてさらに

ＰＲしていきたいと考えてございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） ありがとうございまし

た。ぜひそばまつりをしっかりやっていただい

て、本当に新庄の最上早生をしっかりＰＲして

ほしいと思います。よろしくお願いします。 

  次に、153ページ、７款商工費１項商工費３

目観光費の味覚まつり実行委員会負担金につい

てお聞きいたします。 

  出店者の努力もありまして、大変味覚まつり

が多くの方に知られるようになってきました。

特に新庄市の場合ですと、産業まつりとの競合

であったり、あと、各町村で行っているそれぞ

れの収穫祭であったりそれに似た祭りというと

ころで、初めはなかなか競合して大変ではない

かなというふうに思われてきたんですけれども、

やはり３年するぐらいになりましてようやく定

着してきたのかなというふうに感じます。 

  昨年の各出店者の中でどのくらいの売り上げ

があって、どういうふうなさまざまよかった点

とか悪かった点とかが出されたと思いますけれ

ども、そういうところをまずはお聞かせくださ

い。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 
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奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 新庄味覚まつりでござい

ますけれども、主要施策の120ページのほうに

概要を載せていただいたんですが、昨年度は一

応３万6,000人の来場者があったということで、

対前年にしまして109％ということで、非常に

伸びております。 

  団体数もかなりの団体数になっておりまして、

今では50を過ぎているというふうな形で、特に

県外のほう、秋田とかそちらからの出店、高萩

等の出店とか、こちらも４つほどありますし、

あと郡内からも８つほどということで、新庄味

覚まつりではありますけれども、この秋の味覚

まつりという一大イベントが大分定着してきた

のかなと思っております。 

  それに伴いまして、昨年ですと、はやりのポ

ケットモンスターの大乱獲まつりとかというこ

とも新たな企画をしたり、ラジオのほうでも取

材をしたいとかという形で、反響が非常に大き

くなっているところでございます。 

  課題というよりは、商店街でも流しそばの企

画をしたりとかいろいろな企画が少しずつふえ

ているということで、今後も商店街や農商工の

関係団体といろいろ連携しながら催しを拡大で

きればいいかなという形で、間もなく今年度の

味覚まつりも始まるんですけれども、今鋭意検

討しているところでございます。 

７ 番（今田浩徳委員） 委員長、今田浩徳。 

奥山省三委員長 今田浩徳委員。 

７ 番（今田浩徳委員） 駅前から南本町までと

いうふうに大変長い商店街を利用いたしまして

開催されています。出店者側からの声を聞くと、

やはり設置されて指定された場所での客の出入

りに差があるという話も聞かれています。 

  満遍なく回っていただく方がたくさんいれば

いいんですけれども、なかなかそういうところ

で、本町側にだけ行く方であったり駅前側に行

ってしまう方であったりというふうな話も聞か

れていますので、その辺のＰＲ、満遍なく回っ

ていただくような動線の組み方であったりＰＲ

の仕方であったりというのをぜひ考えてほしい

んですけれども、その点につきましてはどうで

しょうか。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 私どものほうでもそのよ

うなことを考えておりました。２つの商店街で

回ればスタンプラリーとして抽せんするなどと

いう企画もしておりますので、今後もそういっ

た形で、確かに委員おっしゃるように空間が広

いですので、満遍なく回っていただけるような

工夫を、アイデアをいただきながら取り組んで

いきたいと思っておりますので、皆様方のほう

でも何かそういうアイデアがありましたら教え

ていただければなと思います。よろしくお願い

します。（「終わります」の声あり） 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時５４分 休憩 

     午後２時０４分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後２時０５分 休憩 

     午後２時０６分 開議 

 

奥山省三委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） それでは、お聞きいた

しますけれども、133ページの４款衛生費１項

保健衛生費の目４健康増進の健康増進事業でご
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ざいます。 

  がん検診、これは先ほど今田委員が質問いた

しましたが、前半のほうはよくわかりました。

それでやはり早期発見で健康を守るということ

ですし、悩みも消える、そんな検診が大事かと

思われます。 

  非常に努力していると思います、健康課も。

ただ、山形県の平均47.1％に比較して、本当に

新庄市の場合は低いということでございまして、

でも大変努力している姿がわかるような気がし

ます。 

  というのは、私も今月の７日に健診に行って

まいりました。その中でですけれども、特定健

診の受給者数、平成27年で2,420人ということ

でございまして、新庄市の場合は36.7％、県の

平均は47.1％としてまだまだ低いということを

お聞きしております。 

  それで、健康マイレージ事業ですか、これは

やまがた健康づくり応援カードについてお聞き

いたします。 

  それから、これは県と一緒になって行ってい

るのか、それとも市独自でやっているのか。そ

れから、期間についてですけれども、これは何

年間ぐらい継続されるのか。それから、年齢と

かそういうものは限られているのかをまずひと

つお聞きします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 新庄かむてん健康マイレージ

事業でございますが、平成28年度から実施した

事業でございます。この事業は市独自の事業と

いうことではございますが、県の補助金を活用

して実施している事業でございます。市民の皆

様の健康づくりの取り組みをポイント化しまし

て、主体的な健康づくりを応援する事業となっ

ておるところでございます。 

  具体的には、市民の皆様それぞれにおきまし

てみずからの健康目標を設定していただきまし

て、それを実践していただくのが１点、あと特

定健診、がん検診等を受診していただくのが２

点目、そして３点目としまして健康教室、イベ

ント等に参加していただくと。この３点につい

て取り組んでいただいた際にポイントを付与し

まして、そのポイントの合計が、それぞれポイ

ントの多寡はあるんですけれども、50ポイント

を達成していただいた方につきましては特典を

付与するような仕組みとなっておるところでご

ざいます。 

  特に事業の期限は定めておらないところでご

ざいます。あと、年齢につきましても全市民対

象ということで行っております。 

  平成28年度は50ポイントの達成者が373名ほ

どおりました。この方につきましてはそれぞれ

生活習慣の改善、あと運動習慣の動機づけにな

ったのかなということで、意識の向上、動機づ

けを図ることができたのかなと考えているとこ

ろでございます。 

  ただ、初年度の目標を600人ということで設

定しておりましたので、初年度ということで

我々の周知の部分が足りなかったのかという部

分もあるかと思いますけれども、その部分で目

標人数には達成しておりませんでしたので、今

年度につきましては市で行っております保健事

業、健康づくり事業、あらゆる機会を捉えて、

現在ＰＲしているところでございます。 

  ８月末現在で、ちょっと今手元に正確なデー

タを持ってきていませんが、８月末現在のポイ

ント達成者で比較しますと、昨年よりはかなり

達成者の数が多くなっているということで確認

しておりますので、今年度の目標は昨年の達成

者が373人ということでちょっと下方修正しま

して、今年度450人ということで目標を立てま

したので、その目標をクリアできるように取り

組んでいるところでございます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 
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１５番（森 儀一委員） よくわかりました。 

  実は、私のこれからお聞きするのは、前半の

ほうで今田委員が詳しく質問しましたので、私

は会場についてお聞きしたいと思います。 

  というのは、私は健診に日新小学校の前のわ

くわくのところの会場に行きました。そして、

案内された書類、そしてよくもう一枚見ました

ら、受け付け時間が朝の７時40分から９時まで

ですということで、案内の中をもう一つ見まし

たら、スクールゾーンに伴う通行禁止のお知ら

せですというのも１枚入っておりました。 

  そのチラシが入っている中で、スクールゾー

ンは７時30分から８時30分までで車の通行がで

きません。ですから、それ以外に受け付けてく

ださいということになりますと、７時30分前に

行って受け付けした人、それから、８時半過ぎ

てから行って受け付けした人ということになり

ます。私は車で行きましたので、８時30分前に

は行かれないなと思って、９時ちょっと前に行

って受け付けしましたけれども、一番最後でし

た。 

  それで約70人か80人近くの人が受け付けした

と思いまして、私も77番だか78番でございまし

たので、そうすると、このスクールゾーンの中

に入っていった人がいるのではないかなと推測

されます。 

  というのは、私が行ったときはわくわくの駐

車場はほぼ五、六十台で埋まっておりますし、

また、近隣の人たちは徒歩できたと思いますけ

れども、何か卓球の利用者が五、六人でわくわ

くを利用しておりましたが、ほとんど健診に訪

れた人でございます。 

  ですから、この時間帯に受け付けが始まると

いうことは、ちょっとここのところはいかがな

ものかなと思ってお聞きするんですけれども、

この健診に携わる職員の皆さんというか、それ

は委託している方々は何時ごろあのわくわくに

入っていくのですか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 健診の受け付け時間が、わく

わく新庄会場におきましては７時45分から９時

までとなっておりますので、７時45分の受け付

け開始に合わせまして、準備職員のほうはおお

むね７時くらいには入るような形で、今、委員

のほうから御指摘ありましたとおり、スクール

ゾーンの時間帯が７時半から始まりますので、

それ以前に確実に入って準備するような形で、

７時前後には入っている形になっているかと把

握しているところでございます。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） そうすると、この空間

というのが物すごくあるんですね。これは無駄

な時間、無駄な時間というと大変申しわけない

んですけれども、この時間をもう少し考慮して

受け付け時間をちょっとずらすようなことはで

きないのですかとお聞きしたいんですけれども、

これは平日にやっぱりやることでしょうし、学

校もあることでしょうし、これを考えていただ

くようなことができないか。 

  私ばかりではございません。中に入っている

人たち、私は遅かったんですけれども、ほとん

どの人たちが車で来ている人たちは言っていま

した。何でこういう時間にすんだべにゃあと、

みんな言っていました。もう少し、随分早く来

る人、それから遅く来る人が入りまじってそこ

でごやごや言っている姿が私のところに感じら

れますけれども、そういう時間の変更とかそう

いうのは考えられないのかを質問します。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 現在、市の特定健診、がん検

診につきましては、最上検診センター、市の保

健センター、わくわく新庄、あと萩野地区公民

館、４会場で行っているところでございます。 
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  御指摘ありましたスクールゾーンの時間帯と

健診の受け付け時間が重なっているのは、わく

わく新庄会場のみとなっているところでござい

ます。そのため、その他の会場の健診の受け付

け時間につきましては７時45分から８時半まで

というような形で設定しているところですが、

わくわく新庄会場のみスクールゾーンがあると

いうことで、受け付け終了の時間を30分間だけ

後ろのほうにずらしまして８時半という通常の

時間を９時までということで、これまで対応し

てきたところでございました。 

  市の健診の特定健診とがん検診の会場につき

ましては、以前ですと検診センターと保健セン

ターのみだったんですけれども、日新学区、萩

野地区の方については歩いてこられるように、

あるいは自転車で来られるように、もちろん車

でしか来られない方もおりますけれども、なる

べく近くということで、平成23年度からわくわ

く新庄と萩野地区公民館のほうに設置したとい

うところでございます。 

  今、委員からお話のありました部分について

は一旦持ち帰りまして、委託している医師ある

いは検査を委託している委託機関のほうともち

ょっと調整が必要となってきますので、そちら

のほうと図りまして検討したいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） わかりました。 

  課長よ、実は、あの場所に私が行って気づい

たことは、もう委託している人たちは10時前に

終わるんですよ。80人ぐらいの人数が10時前に

終わって片づけを始めているんです。がたがた

と。だから、少しおくらせてもいいんじゃない

かなということをお聞きしたら、早く来た人た

ちがおなかがすいてどうしようもないから早く

するんだと。でも、違反だと言っています。腹

減って死んだ人いねえと思うけんども、１時間

や２時間遅くなってもよ。 

  だけれども、この場所としては、この地域の

人たちはここは最高のもってこいの場所だと言

っております。やはり徒歩で来る人、自転車で

来る人、それから車で来る人も駐車場がある、

非常にいい場所だと。だから、ここの場所は変

えてもらいたくないということを耳にしており

ました。 

  ただスクールゾーンだから、そして、あそこ

の立地条件もスクールゾーンからしか入ってい

かれないようなわくわくの構造になっておるも

のですから、これを何とかできないかなという

のが中にいる人たちの要望でございました。 

  というのは、ただ12時過ぎまでかかって大変

だというようなのだったらいたし方ないですけ

れども、10時前にみんな終わっているんですよ、

80人の人たち。課長、いつか行って見るといい

ですよ。肌で感じて。 

  それで、私も今度は市の職員のほうに行って、

健康相談をしました。あなた、メタボだからち

ょっと来なさいと言われてちょっと相談しまし

た。親切に市の職員は、私はこういう者で新庄

市のと見せてちゃんとやってくれました。だか

らそういうものをやろうと思っていても、もう

こっちでがたがた片づけ方が始まってうるさく

てどうしようもない。あれは悪いことで、12時

なら12時まであの人たちはいてもらえばいいこ

とだから。本当に早く片づけないで、１時間も

２時間も早くや。 

  でも、それは市のほうで終わり次第に帰って

いいですと言っているんだったら仕方ないです

けれども、まだ職員がいて指導しているんです

よ。私も指導されてきましたけれども。あそこ

で一生懸命指導していただいて、なるだけしょ

っぱいものは食べないでくださいとかお酒は１

日に幾らしますと、私はぬる目のかんで２合く

らいですと言ったら、さまざま相談に応じてき

ましたけどもよ、そういうようなお話をしてい
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る間にもう片づけ方始まっている。12時ぐらい

ならいいけれども、10時前だで、10時前に。 

  だから、そういうところをもう少し現場さ行

ってよ、見てよ、そして改善すべきものは改善

していただきたいし、ただ地域住民の人たちは

場所は物すごくいい、あそこが非常にいいとい

うことを言っておりますので、その辺をよく考

慮してこれからお願いしたいと思います。以上

です。 

  次に、155ページ、７款商工費１項商工費の

目４、企業誘致費でございますけれども、企業

誘致事業の中核工業団地の企業誘致の促進協議

会、これは負担金などですけれども、団地内の

協和木材株式会社の操業状況についてお聞きし

たいと思います。 

  豊富な森林を活用して、吉村知事も、本県の

林業界にとって待望の集成材工場が進出すると

いうことで喜ばしいことだと言ってくれました

し、また、モリノミクスの実現に向けて着実に

進むことだろうということで受け入れました工

業団地の協和木材、質のいい森林資源があるこ

の新庄市をだから選んだのだということまで言

ってくれました。そんな中で協和木材の操業状

況をお聞かせください。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 今議会の初日にも協和木

材の事業拡大ということで、また譲り受けの申

し込みがある状況にありますけれども、まず、

協和木材の状況といたしましては、平成27年の

12月、新庄中核工業団地及び民有地を買い求め

まして操業を始めたということで、平成28年の

12月から操業のほうを開始しております。 

  それで、正式な竣工式としてはことしの４月

に行われたということで、まず創業時点におき

ましては、最上管内含めて全体で53名の採用が

ありまして、この時点で新庄市から26名採用が

あったというふうな形でございます。 

  稼働につきましても、お聞きしたところ大変

最新型の機械を入れたということで、特に問題

なく順調に稼働しているというふうな形で聞い

ております。 

  さらに、ことしの５月に入りまして、集成材

工場としては９割稼働だというふうなお話を聞

きまして、従業員数も役員含めて66名というふ

うな形になっているところでございます。 

  今後さらに事業を拡大する場合におきまして

は、３年後をめどに11名ほど従業員をふやせる

ような状況にあるというふうな話を聞いており

まして、非常に順調に稼働しているということ

でお聞きしております。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 先ほど市長からも申さ

れましたが、本当に順調に稼働しているという

ことでありがたいことだなということでござい

ますが、従業員の中で、例えばやめていった人

なんかはいませんか。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 採用された従業員の中で

やめた方というのは、ちょっと私はそこまでは

聞いておりませんでした。やめた方というのが

いるのかどうかは把握しておりません。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） わかりました。大変順

調に行っているということで喜ばしいことでご

ざいます。 

  それから、団地や隣接される工場などからは

さまざまな苦情とかそういうものは聞かれてお

りませんか。 

  それからまた、協和木材そのもののほうから

も、要望とか市のほうに何かそういうものはご

ざいませんか。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 
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奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 協和木材が竣工した段階

で、蒸気なわけですけれども湯気が白く出ると

いうふうな形で、工業団地の立地協議会の中で

も、操業する段階で総会等で説明しているとい

うことで、特に大きな問題になっているという

ことは団地協議会の役員及び会長からも聞いて

おりません。 

  また、外周として、先週も私見てきたんです

けれども、樹木なんかも植えてそういった景観

とかも配慮したような形になっておりまして、

特に団地のほうといろいろ情報交換させていた

だいておりますけれども、協和木材のほうで問

題にされているようなところはちょっとお聞き

しておりませんので、その辺も順調に団地の

方々と進められているのかなと思っております。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 先ほど、新たにまた事

業を拡大するということをお聞きしました。市

長のほうも、山村さんですか、あのときも、団

地に進出してきてそういう結果を上げて新たに

団地を取得するというのは非常に喜ばしいこと

だということも言っておりましたので、これを

契機に若者の雇用の場として伸ばしていってい

ただきたいなと、このように思うところでござ

います。 

  それでは、最後に、159ページの８款土木費

３項河川費でございますけれども、２目河川維

持費でございます。 

  毎年、河川愛護デーなどに伴って、市内を流

れる川の清掃を行っているわけでございますけ

れども、橋梁の上流下流100メートルぐらいを

地区の皆さんが総出で清掃をしております。多

いところでは100人もの人が早朝作業を行って

いるところでございます。 

  やはり川というのは幼いときからのそういう

遊び場でもあったということで、川から育つ郷

土愛とでも申しましょうか、みんなが協力して

くれます。また、早朝作業には市長や職員の皆

さんも激励に来てくださっております。 

  ただ困ることに、最近、河川の中に支障木が

非常にふえて、そして今回の大雨とかそういう

のでテレビを見ますと、橋桁にひっかかってせ

きとめているということも見ますので、その支

障木を切って撤去していただきたいと思うんで

すが、これは県のほうだと言われそうでござい

ますけれども、これはお願いしたいんですけれ

ども、どうですか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 都市整備課のほうとしま

しては、道路と河川に係る県事業の要望書を毎

年提出させてもらっております。その中に、河

川の支障木の伐採とか堆積土砂の掘削撤去など

についても同様に要望させてもらっております。 

  御指摘のとおり、まちづくり会議などでも御

意見であったりとか、都市整備課のほうにも多

くの支障木関連の御意見、御要望が寄せられて

おります。それらを取りまとめまして、私のほ

うで県に対して毎年要望させていただいている

ということになっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

１５番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

奥山省三委員長 森 儀一委員。 

１５番（森 儀一委員） 私たちの新庄の災害で

は、やはり一番自然災害で怖いのは豪雨だと思

います。何もなければ一番いいんですけれども、

やはりこれからは記録的な大雨とかというもの

がまかり通る、本当にいつどこで何があっても

おかしくないような天候不順が続いております。

未然に防ぐということも大事ですが、こういう

ことはあってはならないことでございますけれ

ども、それは環境美化という点でも河川の支障

木の伐採撤去をしていただきたいという声が、

河川の流域で上がっておりますので、ぜひよろ
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しくお願いしたいと思います。終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） それでは、質問させて

いただきます。 

  最初に、124ページ、125ページの３款２項２

目児童扶養手当支給事業費について質問いたし

ます。 

  主要施策の成果を見ますと、児童扶養手当を

昨年と比較しますと、支給者が10組でしょうか

ね、10名でしょうかね、減っているんですけれ

ども、支給額のほうが390万円ほどアップして

います。これはどういったことが大きな理由だ

ったでしょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 児童扶

養手当の支給に関する御質問でございます。 

  この手当につきましては、前年度と比べて委

員御指摘のとおり支給額がふえてございます。

その理由ですけれども、平成28年度に支給額の

見直しがあったというふうなことでございます。

そういった理由から決算上の支出額としては増

加したというふうなことでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 支給者数の減少という

のは、例えば規定の年齢を上がったという言い

方は変ですけれども、成長して支給が必要なく

なったということでよろしいということでしょ

うか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 人数の

減少ですけれども、減少につきましては、年齢

等による減少というふうに捉えてございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 新たな申請者というの

はどのようになっているでしょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 新たな

申請ですけれども、ちょっと資料の手持ちござ

いませんので、大変申しわけございませんけれ

ども、後ほどお答えさせていただければなと思

います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ちょっと市民の中から

の声だったのですが、職場の中で両親がそろっ

ている方、あとひとり親世帯の方、いろいろあ

るかと思うんですが、こういう職場の休憩時間

中に、ひとり親世帯の方が同じ職場の人に対し

て、今度この手当が入ったら飲み行くべなあ、

おごっからなあという話をやっぱりされるんだ

そうですね。 

  そうじゃない方からすると、かなり憤慨する

というか違和感を覚えながら、えっ、自分たち

も支払っている税金の中からやっぱり手助けを

しているはずのものなんじゃないだろうかと。

それを大っぴらな状態で今度おごっからなとい

う話をされるということを、ちょっと私も質問

されまして、ちょっとどう考えるということを

質問されたりしまして、返答も私もなかなかで

きなかったんですけれども、それぞれの人生の

中でいろんなことが起こるので、ひとり親世帯

というのもしようがないことでもあると思うん

ですが、その支給を受けるのは本来お子さんの
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扶養のため生活のプラスにしていくためのもの

であって、飲みに行くためのものではないわけ

ですね。 

  その教育という言い方は変ですけれども、伝

え方というか、そういったこともやっぱり必要

なのではないかなと。その資質を上げていくと

いうか、住民一人一人の資質を上げていくとい

うこともやっぱり必要なんじゃないかなと思う、

ちょっと問題だったなと思います。 

  それで、方法として年に４回で支給をされて

いるのかなと、その扶養手当ですね。そうする

と１回の額が結構まとまっているというか、10

万単位になってくる。それを大きく見てしまう

と、こんなに入ってくるというふうな意識にも

どうしてもなるのかなと。自分ももしそういう

立場だったらそう思う部分が、でも実際に分け

てみると、いろんなことに使わなきゃいけなく

て、手元に残るものというのはそんなにないん

じゃないのかなと。 

  そうすると年４回の国で定めているような支

給方法なのかもしれないんですけれども、毎月

に変えていくとかという方法も考えられるのか

なとは思ったんですね。それに対してどういう

ものでしょうか。その制度は変えられるものな

のかどうなのかを伺いたいなと思いました。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 児童扶

養手当でございますけれども、児童扶養手当と

いうものは児童扶養手当法に基づく母子父子家

庭等への手当支給というふうなもので、所得制

限も当然ございます。そういった中で、その手

当の支給を通じて、母子父子家庭等の生活の安

定と自立の促進を通じて、児童福祉の向上を図

るというふうなものが法律上の趣旨でございま

す。 

  委員おっしゃったように、手当の支給につき

ましては、年４回というお話でしたけれども、

年３回の支給ということで、毎年４月、８月、

12月というふうな形のスタイルになっておりま

す。これにつきましては、法律で規定されてい

るものですから、その法の規定に沿って進めて

いかざるを得ないというふうなところかなと思

っております。 

  ただ中には、児童扶養手当ではなくて児童手

当などもあるんですけれども、その支払いの期

間がやはり長いと、間がちょっとあいていると

いうふうなことが全国的なところで話題になっ

ておりまして、これも新聞の記事で私が読んだ

程度のものなんですけれども、法改正等で回数

の増加、年間６回で支給するとかというふうな

動きも出てきているということを申し上げたい

というふうに思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 支給の方法も簡単に地

方自治体のサイドで容易に決められることでも

ないということは理解しましたが、その動向を

注視していただいて、なるだけいきなり大きい

金額がどんと行くよりは小分けにしていったほ

うが人生設計もしやすいのかなというのは思い

ますので、国の動向を注視していただきたいと

思います。 

  次にですが、166ページ、167ページの９款１

項２目非常備消防費でちょっとお尋ねしたいの

ですが、本日もＪアラートが鳴り響きまして、

朝の皆さん忙しい時期であったと思いますが、

前回の８月29日はＪアラートが鳴らず、新庄市

民の方の多くが、私の周りだけかもしれないん

ですが、市内でＪアラートが鳴ると思っていた

方が少なかったというのにびっくりしました。 

  私、御存じのとおり、舟形町出身なものです

から、舟形だともう各家庭にＪアラートの受信

機というか同報系の行政無線の受信機があるも
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のですから、そうするとさまざまな町の放送だ

ったり町の案内だったり、果てはあゆまつりの

案内まで鳴るようなこともあって、いろんなア

ラートにしても鳴るのが当たり前というような

つい意識で私はいてしまったんですけれども、

新庄にいて前回鳴らないのが当たり前というよ

うな意識が市民に多くあるということをちょっ

とびっくりしましたが、きょうは前回鳴らなか

ったことを受けて、今回もどう行動したらいい

んだろうと自分なりに悩みながら、ヘルメット

をかぶるべきかどうするべきかと思っていたん

ですけれども、まずは窓をあけて、Ｊアラート

が鳴っているというチェックを、けさの第一の

行動でした。 

  そして、この中でですが、この非常事態の、

このＪアラートというのが武力攻撃事態対処法

に基づく国民の保護に関する措置であるという

ことを受けてですが、決算書を見ますと、その

危機対策のほうの項目というのがどちらになっ

ているのかわからないものですから、教えてい

ただきたいなと思いました。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 ８月29日に、まずもちまして

は、北朝鮮のミサイル情報を適切にサイレン吹

鳴できませんで、本当に申しわけございません

でした。 

  御質問の同報無線の部分でございますけれど

も、その部分については環境課の予算の執行と

いうことで進めさせていただいた案件でござい

ます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 例えばＪアラートが鳴

って、今回また太平洋側に前回よりも飛距離を

伸ばして着弾したのか、着弾したような報道が

あったんですが、武力攻撃によって何らかの緊

急事態が起きたときに、新庄市は何の法律に基

づいてどんな計画に基づいて対応していくのか、

教えていただきたいと思います。 

齋藤彰淑総務課長 委員長、齋藤彰淑。 

奥山省三委員長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 先月アラームが鳴らなかった

同報系無線につきましては、基本的には土砂災

害想定区域について今回まず設置したというこ

とで、その無線を活用してＪアラート、いわゆ

る市に緊急通報システム、いわゆる武力攻撃と

かあった場合の国民保護ということで、衛星を

通じてＪアラートに情報が入ります。それが同

報系無線と連動しておりまして、最終的には防

災無線から放送されるというふうな仕組みにな

っておりまして、こういった武力攻撃事態につ

きましては国民保護法に基づいて対応すること

となってございます。 

  新庄市においては平成19年の２月に初めて国

民保護計画というものを策定しておりますが、

これまで何事もなく済んできたということが幸

いしてか、我々の業務の不手際というか、なか

なかその計画について改正がなっていなかった

というところは反省しているところでございま

す。 

  こういったことで、国民保護に関する事態と

しましては、ただいま申し上げました武力攻撃

事態と緊急対処事態、この２つがございます。 

  武力攻撃につきましては、着陸、上陸侵攻、

ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻

撃など４つの類型を上げておりまして、もう一

つの緊急対処事態につきましては、危険性を内

在する物質を有する施設に対する攻撃が行われ

たりする事態とか多数の人が集合する施設、大

量輸送等に対する武力攻撃など、４点ほどの事

態を想定してございます。 

  基本的には、国民の生命、身体、財産を保護

するために的確かつ迅速に保護措置を実施する

ということで、新庄市においては対策協議会を

設置し、最終的には国民保護対策本部というふ
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うに発展していくわけなんですが、今回のよう

なミサイルの発射につきましては、まずは国民

保護対策警戒班ということで、第１配備という

ことで、総務課、環境課が情報収集に当たると。 

  さらにそれから発展してきまして、多数の人

を殺傷する行為が発生する明白な危険が切迫し

ていると認められる事態のときには、今度は対

策連絡本部というふうに変わっていきます。こ

のときは第３次配備になります。 

  いよいよ最終的に対策本部を設置すべきと、

これはこちらのほうで勝手に設置するのではな

く、国等の通知を受けて対策本部が設置される

というふうな形になります。 

  いずれにしても１自治体がこういった武力攻

撃に対して対処できるすべも何もございません

ので、これは国・県との連携を密にしながら、

また消防本部とか警察とか自衛隊とかの連携を

とりながら、最初は情報収集に当たりますけれ

ども、有事の事態についてはそういった連携を

しながら、いわゆる国の指示に基づき避難対策

というふうに進んでいくものと。 

  ただ、いずれにしましても国民または県民、

市民に対しての周知というものはなかなかなっ

ていないというのが現状であって、今のところ

はテレビ、新聞、ラジオ等での注意喚起、ある

いは対処法について今それに委ねられていると

ころでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 丁寧な御答弁ありがと

うございます。 

  災害対策基本法もとても地方自治体にとって

は重要な役割を持っていて、対策も重きを置か

ねばならないものであると思いますが、それと

同時に、国としては国民保護法も災害時と同様

な重要な位置づけをしていると思います。 

  その中で、これまで私もやっぱり一番自分が

記憶があるのが、平成10年のあたりに北朝鮮が

ミサイルを飛ばして岩手沖のほうに着弾した、

平成９年ですかね。記憶にあるのですが、そこ

からまた何事もなく何とか世界全体で抑えてき

たというか、そういうことがあったために何と

か抑えられてきたかと思うんですが、この最近

の動きを見ると、何でもありじゃないですけれ

ども、どんどんエスカレートしていくのではな

いかと思っていました。 

  その中で、なかなか世界の中で起こることに

１地方自治体がどんなことができるのかという

のはとても小さいことなんだと思うんですが、

その小さいことの中でその国民保護計画という

ものを新庄市も備えつけているのですが、これ

を市民に、こういう計画がありますよ、その理

由は国民の、市民の命、身体、財産を守る責務

を市は持っていますよということをちゃんと示

すための計画であると、自分は思います。それ

がインターネットやいろんな部分で載っていな

いということ、そのところにどのように考えて

いるのかをお聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑総務課長 委員長、齋藤彰淑。 

奥山省三委員長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 平成19年２月の策定というこ

とで、これまで10年ほど経過しておりまして、

この中においては、やはりこの計画がなおざり

になっていたのかなというところにつきまして

は、真摯に受けとめて反省するところでござい

ます。 

  この保護計画については、住民の行動という

よりも、有事の際のあるいはそこに至る過程に

おいての行政関係機関、団体の行動マニュアル

的なものもありまして、どっちかというと対処

法でございますので、いかに住民に避難を呼び

かけるかとか、もし事態が発生したらどういう

ふうな対応をしていくかというふうなものでご

ざいます。 

  いずれにしても、これは当然公開すべき情報

というふうに思っておりますので、現在、10年
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ぶりということでございますから、内容改定作

業をして、改定の暁にはやはり住民に情報提供

していくというふうなことも大事でございます

し、やはり初動態勢として、再度住民に対して

こういう行動をとってくださいということも改

めて何回となく周知、通知していくことが、

我々の責務かなと思っているところでございま

す。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ありがとうございます。 

  県内を見ますと、南陽市の通知はやっぱりす

ごくきめ細やかだなと。国が改正すると県が改

正をして、県の改正に合わせてやっぱり市も改

正したものを随時載せているという部分を、同

じような感じで新庄市も公開をしていただくべ

きなのではないかなと。市の行動計画というの

は、すなわち市民を守るための市民のための行

動計画でもあると思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 

  次ですが、172ページ、173ページの10款１項

３目国際理解教育推進事業について質問させて

いただきます。 

  2020年度には、前回の議会の中でも一般質問

で、英語教育のほうが変わってくるということ

を、改正があるという質問をしてくださった議

員もいらっしゃいました。 

  その中で、2020年には完全実施の小学校５年

生からの教科化、小学校６年生からは必修化と

いうことで、その準備移行期間に備えて今回Ａ

ＬＴが増員されたかと思うんですが、この１人

当たりのＡＬＴの年間の給料というのはどのよ

うな形で決まっているでしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 ＡＬＴにつきましては昨

年度３名、今年度から４名という形になってい

るわけですが、市の特別職員ということになっ

ていますので、その規定に従いながら給料の支

払いをしているところでございます。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） この英語理解教育につ

いてだったんですが、ＡＬＴの採用、それは私

もやっぱり英語の経験があればネイティブの発

音というのはどうしても耳の勉強のために必要

で、３名から４名になったというのは非常にあ

りがたい、生の英語の発音を聞ける機会を多く

得られるようになった。前の３名体制……、２

名、３名……（「３名」の声あり）３名体制の

ときだと、親しくなったＡＬＴの中で、なかな

かやっぱり学校に回っていくのもちょっと大変

だという話も聞いていたので、４名体制になっ

たのは必要な措置だしありがたい、生徒にして

もその機会を多く得られるということでありが

たいことなんじゃないかなと思っているところ

なんですが、ＪＴＥということを御存じでしょ

うか。ＡＬＴと同じようにＪＴＥ、どうでしょ

うか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 ＪＥＴプログラムという

ことなのかなというふうに……、済みません。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） ＡＬＴはAssistant 

Language Teacherですね。ＪＴＥのほうは、

Japaneseです。Japanese Teacher……、ちょっ

とＥを忘れました。済みません。略なんですが、

日本人で英語の堪能な方を補助教員として、助

手として採用するというシステムなんですね。 

  私の外国時代の友人で、今足立区にいる友達

と今長野にいる友達と、若いときから今になる

中で２人ともそのＪＴＥになっているんですね。

電話をしてしゃべると、「今学校に勤めてい

て」と、「えっ教師になったの。教師になんか、
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何、勉強してなかったじゃん」なんて話をする

と、いや、ＪＴＥという枠があって、それで申

し込んでパスして、今学校で英語教員の助手と

して働いているんだということを聞きまして、

私もまだ詳しく調べていないんですが、多分、

英語教育の特区申請などが必要なのかもしれな

いんですね。 

  でも、ＪＴＥがいると、自分も幼児のときに

中学１年生のお姉さんお兄さんが黒板に「I am 

a pen.」「It is a pen.」と書いただけでも、

わあ、格好いいと思ったんですね。――「I am 

a pen.」だって。「私はペン」ですね。済みま

せんでした。 

  ああ、格好いいと思ったんですね。こうロー

マ字でぱんぱんぱんと書いたときに。それが地

元の人で、もう今時代が変わっていて英語を結

構堪能に話す方もふえている、留学経験してい

たり、いろんな経験をしている方がふえている

んじゃないかなと思うんですね。 

  そういった方を助手として雇えたときに、幼

児の段階で、わあ、あのおばさん、あんな英語

話せたんだというだけでも格好いいなと思える

し、また、その子の将来のための形成になって

いく一つ、地元の人たちを見直していくという

か、いろんな一つになっていくのではないかな

と思っていまして、このＪＴＥの仕組みという

か取り入れられるかどうか、検討してみていた

だけないかなと思うのですが、いかがでしょう

か。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 そういったＡＬＴという

か外国語教師の形態については、やっぱり市町

村によってさまざまな形態があるようです。地

域に住んでいらっしゃる外国の方を採用してい

るということもありますし、やっぱりさまざま

な形態については研究していく必要があるのか

なというふうには思っているところです。 

  ただ、新庄市としては、生の発音ということ

で、ＪＥＴプログラムということでお願いしな

がら、その派遣ということでお願いをしている

ところでございます。また、そういった面では

さまざまな補助制度というかそういうのもあり

ますので、予算との折り合いということもござ

いますので、現在はそのＪＥＴプログラムの活

用ということにしておりますが、他の市町村等

の様子も研究しながら今後考えていきたいなと

思っているところです。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 私ももう少し直接足立

区の友人のところとか長野のところとか、日本

全体でどういった仕組みがあるのかもちょっと

学習しながら、こういう形だったらもっと地域

貢献ができるんじゃないかというものがあった

ら提案させていただきたいなと思っております。 

  次ですが、304ページの財政調整基金につい

てお尋ねします。 

  財産調書の中に記載されているこれは年度末

決算時の残高の22億3,900万ですが、こちらの

財政調整基金の残高が年々やはりほかと比べて

も非常に積立額が大きくなっているということ

がうかがえます。 

  この財政調整基金の適正規模は幾らぐらいで

あると考えていらっしゃるのか、伺います。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時０２分 休憩 

     午後３時１２分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  子育て推進課長より発言の申し出があります

ので、許可します。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長
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滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 先ほど、

叶内委員のほうから児童扶養手当の平成28年度

の新規認定件数ということで、答弁をできなか

ったものですから、平成28年度の新規認定件数

でございますけれども、46件でございました。

よろしくお願いいたします。 

奥山省三委員長 なお、本日質問を予定している

方は挙手をお願いいたします。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

奥山省三委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） いいですか。 

  では、私から１点だけの質問でございます。 

  93ページ、決算書。あと、主要成果のところ

は５ページ、職員研修事業費です。 

  この中で普通旅費というのが83万円ほど載っ

ていますけれども、これはどういうふうなとこ

ろなんでしょうか。 

齋藤彰淑総務課長 委員長、齋藤彰淑。 

奥山省三委員長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 職員研修費の普通旅費につき

ましては、職員が東京仙台アカデミーとか研修

に行かれるときの旅費となってございます。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

奥山省三委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） わかりました。 

  あと、人材育成プランというのがありますよ

ね。それの後期というのが去年あたり目を通し

たつもりがあるんですけれども、その中で職員

の理想というか、こういう職員にみたいなのが

書いてあったんですけれども、そこに独自性と

か創造性とか、あとコミュニケーション力とか

というのも載っていたと思うんですけれども、

ここに載っている、あるいは成果表に載ってい

る中で、そういうものを養成するといったらお

かしいですけれども、そういうものにつながる

ような研修というのはどれに該当するのでしょ

うか。 

齋藤彰淑総務課長 委員長、齋藤彰淑。 

奥山省三委員長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 例えば主要施策の成果に関す

る説明書の５ページでお話ししますと、それぞ

れ階層別研修であったり専門研修であったり、

派遣研修、長期研修というふうなものがござい

まして、これらの研修のどれがどれということ

ではないんですが、職員の力として５つの力、

創造力、洞察力、個性力、自立力、組織力、こ

ういった力を高めるためにということで研修を

準備してございます。 

  本来の業務そのもののスキルをアップするた

めの研修も当然ありますけれども、いわゆる職

務職階の係長研修であったり主査研修であった

り管理職研修であったり、それぞれの職務職階

に応じてどう職員を養成していくか、部下を養

成していくかというふうな研修であったり、そ

のチームとして力をどう出していくかというふ

うな研修もいろんな場面において出てきますし、

例えば長期にわたる電通への派遣においては、

いわゆる民間の視点から見た行政に生かせるさ

まざまなアイデアを生かすための自己研さんの

研修とも捉えておりますので、いろんな研修を

マルチプルに組み立てながら、いわゆるスキル

アップと職員みずからの力を蓄えていく研修等

を目的に研修を計画しているところでございま

す。 

４ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

奥山省三委員長 小関 淳委員。 

４ 番（小関 淳委員） 研修事業費が270、300

万弱ぐらいなので、予算的にどうなのかちょっ

と心配なところもありますけれども、これから

やはりかなり市政課題も多岐にわたって、非常

に深い問題なんかも恐らくどんどん出てくると

思うんですね。そうしたときにやっぱり対応力、

先ほど課長がおっしゃったようなそういう力、

あとは市民と直接いろんな交渉をしていく、あ

るいは関係者と交渉していく、そういう交渉力、
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コミュニケーション力、そういうものがどんど

ん大切になってくると思うんです。総合的に柔

軟的に、柔軟性を持っていろんなものに対応し

ていく力が、恐らくこれから大変重要になって

くるのではないかなと思うわけでございます。 

  電通の研修のことも恐らくすごく彼らにとっ

てはプラスになっていると感じます。というの

は、何人かの方に聞くと、本当に人生の中でか

なりレベルの高い時間だったみたいなことも伺

いますし、ぜひ電通の研修に限らず、もっとも

っと民間の中で何か得られるような研修とか、

そういう機会があったらぜひ膨らませていただ

いて、より柔軟性のあるような職員にしていた

だければと思うんですけれども、どうでしょう。 

齋藤彰淑総務課長 委員長、齋藤彰淑。 

奥山省三委員長 総務課長齋藤彰淑君。はい、ど

うぞ。 

齋藤彰淑総務課長 失礼しました。 

  やはり専門的な知識はもちろんでございます

けれども、いわゆるコミュニケーション能力で

あったり交渉であったり、いろんな接遇であっ

たり、いろんな人間としてのあるべき能力、本

来持つべき能力、こういったものをやはり磨い

ていかないと、いろんな場面において、場合に

よってはストレスを抱えて精神的に病気になっ

てしまうこともありますし、そういった総合的

に人間力を高めていくような研修ということで

いろんな研修を企てているところでございます。 

  そういう意味で、人事評価研修につきまして

も、所属長がしっかり事前に職員と向き合って

仕事の内容ですとか今の悩みですとかいろんな

ものをヒアリングしながら、事中事後評価にも

つなげていって、最終的には行政評価というふ

うに持っていきますし、また新たな試みとして

は、最上郡の市町村で連携して研修を新しくつ

くって、民間の方をお呼びしながらいろんな研

修を、こういった研修をしたらいいのではない

かというふうな協議をしながら、近隣市町村と

の人事交流もしながら、そういった意味で、専

門力のみならず、そういった総合的な力をつけ

ていくような方向にも自立していきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。（「終わ

ります」の声あり） 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、123ページの３

の２項１目で子育て支援医療給付費が載ってい

ます。中学３年まで無料になっています。この

成果として考えられる、この資料などを見たと

きに、軽いうちに医者にかかることができて重

度化を防いでいる傾向があり、前年よりも医療

費が減っているというふうに私は受け取ってい

るんですけれども、こういった評価でよろしい

のでしょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 子育て

支援医療についての御質問でございます。 

  受診控えがこの制度によって抑制されて、早

期に医療機関を受診することによって減ってい

るというふうな御質問かと思います。 

  これにつきましては、そういった部分も確か

にあるのかもしれませんけれども、中でもやっ

ぱり大きいのは流行性の疾患、一番わかりやす

い例でいうとインフルエンザ、こういうものが

多発するかというふうなところで、非常に大き

くこの給付費も動いてくるのかなというふうに

捉えております。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） インフルエンザにして

も、やはり軽いうちに医者に無料だからかかり

やすいということもあるんじゃないかなと思う
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んです。もしもこれがお金かかるとなれば、ち

ょっと様子を見てなんていうことになるような

気がするんです。そういう意味では、この中３

までの医療費無料化は非常にやはり親と子供た

ちを助けているなというふうに思います。 

  次の視点ですけれども、国・県でのペナルテ

ィーの緩和が行われると聞いているんです。そ

の点について情報を聞いていたらお願いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

まの質問ですけれども、御質問の趣旨は国保税

へのペナルティーというふうなことかと思いま

す。 

  現在においては、国の国保事業に対する給付

金のペナルティーというようなものは続いてお

ります。確かにそのペナルティーの額を減らそ

うというふうなことで動いているんですけれど

も、まだちょっと先の話になるというふうなこ

とで聞いてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 間違っているかもしれ

ませんが、ペナルティーが若干緩和されて市に

とってはいい方向になるとの情報も入っており

ますので、もしそうなった場合は、ぜひ18歳ま

での医療費無料化に向けて一歩でも二歩でも前

進できるようにしていただきたいと思いますが、

そこら辺についての見通しというか気持ち、ペ

ナルティーが緩和された場合はみたいな気持ち

で、あるかどうか、お願いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 国保事

業へのそのペナルティーがなくなることによっ

てほかのことへと、今、特に子育て支援医療の

年齢の拡充というふうなお話ですけれども、た

しか国のほうの通知では、そういった国保事業

に対するペナルティーは緩和しますけれども、

その浮いた財源でと言っていいんでしょうか、

そういったものを新たに福祉医療に使うことが

ないようにというふうな旨の通知もいただいて

いるというふうに伺ってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それは国がそういうふ

うに言ってはいるかもしれませんが、しかし、

市民の安心安全で医療費も節約になるような感

じにもありますし、そういった方向になるよう

に進めていただければなという要望で終わりた

いと思います。ぜひ、要望です。 

  次に、117ページの３の１の３に福祉タクシ

ー・給油費助成事業費114万9,210円についてで

す。 

  この成果を見ますと、福祉タクシー利用助成

使用率が65.4％、給油費助成は97.2％の利用と

なっています。ここから考えてみますと、車を

持たない方の社会参加、生活圏の広がりという

点で、持たない方はやはり出歩きにくいことが

伝わってくるように思います。 

  そういう意味で、福祉タクシー券のこの助成

事業費は、タクシー券のほうですけれども、少

な過ぎるのではないか。ほかの町村は倍枚、あ

るいは対象拡大というふうになっていますが、

そういう点、どういう反省などありましたら、

お願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 ただい

まの御質問は、もう少し利用券のほうを拡大し
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たらどうかというふうなお話だと思いますけれ

ども、このタクシー券の利用率、まだまだ今の

ところ65.4％というふうなことで、もう少し利

用率を高める方策のほうで検討してまいりたい

なというふうに思っています。 

  実際にこの利用サービスタクシー券に関して

は、使い切る方もいらっしゃれば残す方もいら

っしゃるというふうなところでの利用率になっ

ておりますけれども、年度がかわって窓口にお

いでになる際に、去年は使わなかったけれども

何かの折に使うかもしれないというふうなこと

で話す方もいらっしゃいます。 

  交付した後に体調を崩して使えなくなってし

まうという方もいらっしゃるかと推定されます

けれども、利用の多少は個々の置かれている環

境ですとか状況によって変わるものだと思いま

す。障害者の移動支援として、利用率にかかわ

らず、手続の際に寄せられる意見を参考にしな

がら進めてまいりたいなと思います。よろしい

でしょうか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 身体障害者協会の方々

の御意見として、３級、４級にも広げていただ

きたいという声があるんだということを去年お

聞きしましたが、そういったことについては今

後どういうふうに考えているか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 等級が

３級、４級となりますと、障害者手帳はお持ち

であっても必ずしも移動が困難という想定がで

きにくい方もいらっしゃいます。 

  まずは、その身障協会のお話は私も伺ってお

りますけれども、通院とかやはり必ず移動しな

ければならないというふうな移動のための福祉

タクシー券ということでなくて、ちょっと昨今

言われております共生社会の実現というふうな

ことでは、障害者の社会参加の場をつくりなが

ら、そういった通院とか必ずお出かけしなくち

ゃいけないというふうなものでないところにも

福祉タクシー券を使いながら外出の機会をふや

すというふうな意味でも、これまでどおりの枚

数で、利用率を高めていけたらなと考えてござ

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  利用率を高める方法なども考えていただきな

がら、身障者協会の方々からも意見を聞きなが

ら、ぜひ利用者の意見を反映できるようして改

善に進めていただきたいと思います。 

  次に、133ページの４の１の４にがん検診等

委託料4,144万円というふうにありますが、受

診者数を成果で見ますと余りふえていないよう

な気がします。 

  それについて、さきの質問に対して課長から

いろいろ対策というか、考えておられることを

お聞きしましたが、私は、この産業厚生常任委

員会で岩手県の岩手町に伺ったのが大変参考に

なったなと思っています。 

  がん検診について無料化していると。こうな

りますと、この岩手町では5,000万ぐらい使っ

ていたような気がしますが、新庄市に当てはめ

れば１億ぐらいかかるのかなと思いますが、こ

れを無料化していくことで、健康な人もお金の

心配することなく検診を受けられるようになる

わけです。これで岩手町は六十何％だったよう

に思いますが、受診率が新庄市よりはるかに高

いんです。それを学ぶべきじゃないかなと思い

ますが、どうですか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 がん検診の受診率を向上する
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ための一つの方策として、今委員のほうから御

指摘ありました健診費用の負担軽減という部分

の視点は確かにあるかと考えております。 

  今、がん検診につきましては、一部御負担い

ただいている部分と、あと無料クーポンを発行

している部分とございます。これまでも過去に

おきまして、がん検診の自己負担金につきまし

ては段階的に引き上げてきた経過もございます

が、実態を見てみますと、無料クーポン券を発

行していてもなかなか受診率が向上しないとい

う実態もございますので、全てを無料にすれば

必然的に受診率が必ず上がるということはなか

なかないのかなという部分もあるのかなと思っ

ております。 

  自己負担を軽減すれば上がる部分は確かにあ

るかとは思っておりますが、その部分は兼ね合

いといいますか、必ずそこに来る部分ではなく

て、やはり先ほどの答弁でもお話ししましたと

おり、個人の健康意識の向上、関心といった部

分に負う部分も多いのかなと思っております。

個人の健康意識の部分と個人の健診費用の負担

の軽減の部分、両方の部分をにらみながら、今

後注視しながら取り組んでいきたいなと考えて

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 多分やっていらっしゃ

るのかもしれませんが、岩手町でさらにもう一

つよかったかなと思っているのは、町内会から

選出される健康推進委員というのが健康講座を

町内ごとに開くための人になって、その方々が

非常に個人の健康意識を高める役割を果たして

いるようですが、そういったこともどうでしょ

うか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 市でも健康推進委員制度を導

入しておりまして、既に地区の市民の方にお願

いしている部分はあるのですが、実態はなかな

か機能しておらないところでございます。民生

委員の方で兼務していただいている地区もござ

いますし、なかなか進んでいない部分がござい

ます。 

  今、委員の御指摘あった部分で、いろいろな

形で健康教育、個人の健康意識の向上、関心を

高めるための健康教育を図っていくことで、受

診率を向上させていきたいなというふうに考え

ておりますので、そのなかなか進んでおらない

部分についても手をつけて頑張っていかなけれ

ばならないなと考えている次第でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。 

  次に、137ページの４の１の２でごみ処理事

業費６億856万円についてですが、可燃ごみが

家庭系プラス事業系で前年比512トン増加して

いますが、その理由。そして、今後の対策をど

のように考えているでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 主要施策の90ページのほうを

ごらんいただきたいと思いますけれども、その

中でごみ処理というのは委託して収集という業

務を行っているところであります。 

  まず、上段の可燃ごみでありますけれども、

平成27年度、平成28年度の比較では確かに増加

しているというような状況でありますけれども、

中期的な視点で平成25年度と平成28年度を比較

しますと400トン程度減少しているという数値

も読めているところでありますし、１人当たり

のキログラム換算でも減少しているようなとこ

ろもあります。その中で単年度としては増加し

ているようなところでございます。 

  また、事業系ごみ、下段のほうになりますが、

平成27年度、平成28年度の比較では確かに増加
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しております。また一方で、３年スパンで見た

場合に、5,127トンから4,958トンと減少してい

るということもございますので、ごみ減量化の

点についてはこの部分で成果も出ているのでは

ないかなというふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 可燃ごみのことについ

てですが、生ごみの割合というのは半分ぐらい

になっていると聞いているんですが、堆肥化へ

切りかえていく考えはないでしょうか。コンビ

ニやスーパーあるいは宴会場などで食べ物が結

局ごみにさせられている部分があるように思い

ますので、そういったことに対して減量化、資

源化対策を求めることが必要でないかなと思い

ますが、生ごみの資源化についての考え、資源

化などの取り組みは必要だと思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 生ごみの事業化ということで、

特に生ごみについては水分が多いということで

非常に燃えないごみということでやっかいな状

況になっております。 

  そういうこともありまして、平成27年度から

ごみの減量化、再資源化ということで、環境課

がこの事業の移管を受けまして、今現在、580

世帯から回収しております。その収集量が137

トン、それを堆肥化して約65トンの堆肥をつく

っているというところでございます。 

  こういう意味で、一定程度効果を上げている

ところでございますし、これを拡大するという

のも一つの手法であるところであります。その

際に課題となってくるところが、町内単位で参

加できるかどうかというところが一つの課題と

いうところにもなってきます。 

  そうすると、全体町内１つの単位として申し

込むというのはなかなか厳しいような地域もあ

るかなと思いますし、そういう点からしますと、

生ごみ堆肥に個人としても関心のある方がいら

っしゃると思いますので、手法の一つとしては、

コンポストの活用やその補助金のあり方などを

含めた形で生ごみのあり方を考えていくことに

なるのかなというふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変ちょっと前向きな

いいことをお聞きしたと思います。 

  しかし、私としては、事業系のコンビニ、ス

ーパー、あと宴会場などで、少し時間が過ぎた

とかちょっとという形で生ごみがごみにされて

いるようなところがあるように思います。 

  そういう意味では、それをできるだけそのコ

ンビニやスーパーで安く売って使ってもらうよ

うにするとか、あるいは飼料にしてもらうとか、

宴会場であれば持ち帰ってもらうとか、そうい

ったことを市が指導していくことで事業系の生

ごみも減っていくんだろうと思うんですけれど

も、どうですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 コンビニなどの事業系ごみ、

特に産廃になってくる部分とのかかわりという

ことになってくるんですけれども、その場合で

すと収集業者が一般廃棄物の処理業者ではなく

て、県の許可事項である産廃の許可を受けた事

業の収集という範囲になってきます。 

  仕組みとしてはその違いはあるんですけれど

も、食育とかかわる部分があるとは思いますが、

食べ物を大事にするようなそういう生活習慣と

かそういう部分も、そのごみの減量化というこ

とについては大切な部分になってくると考えて

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） スーパーとかコンビニ



 - 192 -

とか小売りのお店の場合は、あるいは工場なん

かもそうかもしれませんが、食べられるんだけ

ど何とか期限でぎりぎりのところで売るにはな

みたいなものもたくさんあるんだろうと思うん

です。 

  そういうのを福祉のところと提携して、すぐ

使ってもらえる人がいれば使ってもらえないか

とかというのは、子供の食堂とか貧困対策とい

うことで、そういうのをＮＰＯと組んで使って

もらうようにしているところもあります。そし

て、さらに売れるものは安く売っていただいた

り、なるだけ投げない、焼かないようにして食

べ物を扱っています。 

  宴会場については、私たちみんなそうだと思

うんですけれども、残してしまう、もったいな

いなと思いつつ残してしまうんです。そういう

のはみんな箱など入れ物をもらってみんな持ち

帰ると、そういうふうにすればごみにならない

んです。 

  そういったことも含めて、ごみにならないよ

うにと考えていく必要があるのではないかと思

うんですけれども、どうですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 今、委員から御指摘ありまし

たとおり、ごみの量を減らすという手法におい

ては、そもそもの生ごみを我々のふだんの生活

習慣の中から減らしていくことや、食堂やそう

いう事業系においてもそういう基本的な部分を

押さえていくというのが、一番基本になってい

くと思います。 

  そういう部分も含めて、環境課としましても

啓発も含めて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それから、事業系ごみ

の不燃ごみが急増しているように思います。家

庭ごみの不燃ごみは大幅に減っているんです。

理由は、分別リサイクルされていないのではな

いかと想像されるんですけれども、どうですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 不燃ごみについては、確かに

789トンから960トン程度ふえているところであ

ります。 

  事業系ごみというと、一般的に経済活動の状

況とリンクする部分が確かにあるのかなという

ふうには感じておりますが、実際中期的にもふ

えておりますので、事業系ごみの部分について

も取り組みを強めてまいりたいと考えておりま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。 

  ペットボトルが急増しているように思います。

このペットボトルはリサイクルになるのか、お

聞きしたいと思います。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 ペットボトルも40トンから55

トンとふえているということにつきましては、

社会全体が、瓶とか缶とか重いものよりも、よ

り再利用できるようなペットボトルにシフトし

ているのではないかなというふうに感じており

ます。 

  もちろんペットボトルも再生できるという資

源でございますので、市で回収しながら再生ル

ートに乗せているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ペットボトルの再利用

ということがされたものを見ますと、よりかた

いプラスチックのかたいものになってみたりと

いうのがあるような気がします。あと、服にな

ったりとか。服になれば燃やすことになるし、
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あと、かたくなったときには、次にそれをどう

するのかとなったら、やっぱり燃やすことにな

るのかなとか、そうしたら炉を傷めるだろうな

と想像されるものなんです。 

  そういう意味では、ペットボトルは製造者責

任として業者に回収費負担をさせるべきじゃな

いかなと私は思うんですけれども、そういう話

などはないでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 リサイクルの部分を製造者が

負担するのか、それとも利用者が負担するのか

という議論にもかかわる部分になろうかと思い

ますけれども、その部分を含めて社会全体でリ

サイクルを進めていかなくてはならないのかな

というふうに感じております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

いました。 

  では、次ですけれども、143ページの６の１

の３に若者園芸実践塾事業があります。これは

何も問題ないと思ってはいるんですけれども、

１つだけ残念なことに、成果を見ますとトルコ

ギキョウで連作障害が出たということで、品質

販売額を大きく下げたという、これはもう本当

に正直によく言ってくれたなと思うんですけれ

ども、これについての今後の対策はどういうふ

うに考えておられるのでしょうか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

奥山省三委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 新庄地域、特に北部地域にも

共通して言えることなんですけれども、かなり

連作障害が出てきております。やはり同じとこ

ろに同じ作物をつくると出てくるというふうな

こともございます。 

  それで、特に昭和地区なんかは、連作で本来

であるといわゆる養分の濃縮が起きるというふ

うなことで、まず水で流すということがやっぱ

り基本になるんですけれども、なかなか軽量鉄

骨ハウスとかで大きいものでありますと、雪と

か雨が当たらない状況になりますので、そうい

ったこともなかなかできないということで、い

ろいろ対策を考えているようです。 

  ことしに限って言えば、いわゆるそういった

連作障害といいますか、養分の濃縮を対処する

薬もある程度いいのが出てきて、ことし、かな

りその分では成果が出てきたというふうなこと

もございますし、今後ハウスを活用するに当た

りましても、そういった技術なんかも応用しな

がらやっていかなければならないのかなという

ふうに考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。 

  もう一つだけお聞きしたいんですけれども、

成果の143ページの16、17とかかわって、標準

学力検査で、学習内容の定着が図られたが学力

向上に何とかなるようにというふうにあるわけ

ですが、この低学力で授業だけではわからない

子がいまして、宿題を書けないという子が出て

います。これはテストをやらなくてもわかる、

宿題が書けないということで日常的にわかるわ

けで、こういう子がふえているのではないかと

思いますが、その点について把握しておられれ

ばお願いします。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 このＮＲＴの検査につい

ての結果ということだというふうに思いますが、

それぞれその一人一人の学力についてはその結

果が学校のほうに参っておりますので、その一

人一人のお子さんの学習状況については把握を

それぞれの学校でしているところです。 

  また、低学力ということでございますが、や
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っぱりそういった子供には、個別学習指導員な

んかも各学校に配置をしながら、授業の中でや

っぱりよりそういった子に寄り添いながら丁寧

に個別に指導していただくということで、まず

は対応しているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 授業の中でというのは

本当にありがたいことだと思います。 

  さらに、学校で渡された宿題もできない子に

対して、宿題も取り組みながら教えていく、個

別学習指導員にそういったことを放課後、担任

はできないので、やっていただけないかなと思

うんですが、どうでしょうか。 

 

 

散      会 

 

 

奥山省三委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は９月19日火曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後３時５１分 散会 
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開      議 

 

 

奥山省三委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  これより９月15日に引き続き決算特別委員会

を開きます。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

今田則雄君が出席しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、審査に入る前に、９月15日にも申し

上げましたが、再度確認のため本委員会の進行

に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内といたします。質問の際は、

決算に関する資料の名称とページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、発言は全

て簡明にするものとして、議題外にわたり、ま

たはその範囲を超えてはならないと規定してお

りますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げた点について特段の

御理解と御協力をお願いいたします。 

  審査の前に、健康課長より発言の申し出があ

りますのでこれを許可します。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 おはようございます。 

  ９月15日の決算特別委員会での一般会計歳出

決算に審議におきまして、今田浩徳委員より質

疑ありました件について御答弁させていただき

ます。 

  主要な施策の成果に関する報告書の82ページ

をごらんください。 

  中段に記載しておりますがん検診についてで

ございますが、がんの発生状況につきまして平

成26年度の山形県の状況では、まず性別に見ま

したがんの発症状況につきまして、新たに診断

されましたがんの多い順に並べますと、男性の

第１位が胃がん、第２位が前立腺がん、第３位

が肺がん、第４位が大腸がん、第５位が食道が

んの順番となってございます。女性につきまし

ては、第１位が胃がん、第２位が乳がん、第３

位が大腸がん、第４位が肺がんとなっておりま

す。 

  次に、年齢別に見ましたがんの罹患について

でございますが、ほとんどの部位について年齢

が高くなるほどかかりやすくなっている状況と

なっております。男性の胃がんについては、75

歳から84歳までがピークとなっております。男

性の肺がん、大腸がんについては85歳以上がピ

ーク、女性の乳がんについては、40歳から49歳

までと60歳から64歳までという２つのダブルピ

ークという形になっております。子宮頸がんに

ついては、35歳から39歳までがピークとなって

おります。 

  山形県のがんの罹患の特徴としましては、男

女とも胃がんの罹患率が明らかに高いことが特

徴となっているような形でございます。 

  次に、がんの発見におきまして検診や人間ド

ックが発見の契機となった割合ですが、胃がん

については23％、大腸がんについては31％、肺

がんについては23％、乳がんについては31％、

子宮がんについては46％となっており、やはり

がん検診の受診率を向上させて早期発見につな

げていくことが必要であると考えているところ

でございます。 

  特に、山形県内において発症が顕著な胃がん、

検診等で約半数の割合でがんが発見されており

ます子宮頸がんについては、新庄市の受診率が

どちらも県平均の受診率を下回っておりますの

で、さらなる受診率向上に努めてまいりたいと
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考えております。 

  また、82ページの中段に記載しておりますが

ん検診結果の表の一番右の欄に精密検査後のが

ん発見者の人数を記載しておりますが、こちら

を全部合計しますと20人の方のがんを精密検査

後に発見したという形になっておりますが、こ

の20人を年齢別に見ますとピークが75歳から79

歳までの10人となっております。70歳以上で20

人中13人を占める結果となっておりますが、40

歳から44歳で１人、50歳から54歳で２人という

結果も出ておりますので、やはり受診率を上げ

若い段階での早期発見、早期治療できる環境整

備に取り組んでまいりたいと考えているところ

でございます。以上でございます。 

奥山省三委員長 ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第６４号平成２８年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

奥山省三委員長 それでは、９月15日の審査に引

き続き、議案第64号平成28年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。 

  一般会計の歳出に関し質疑ありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 口火を切らせていただ

きたいと思います。 

  143ページ、６款農林水産業費の若者園芸実

践塾の運営補助金に関することと、161ページ

の８款土木費、住宅リフォーム総合支援事業費

補助金の内容、次は166ページ、消防費、非常

備消防費、補正予算額減額１億1,155万3,000円

の内訳等をお尋ねしたいと思います。 

  まず最初に、若者園芸塾運営協議会のお金な

んですけれども、成果表で見ますと５名のうち

１人が中途退塾となっていますけれども、今年

度は何か１人だか２人だかとお聞きしておりま

すし、ちまたの話は、恐らく園芸塾はなくなる

のではないかと。そうした場合、あそこのハウ

ス４棟をもしやめた場合は貸してもらうことは

できないかというような、話ですよ。話ですけ

れども、そういった先細りみたいな感覚がある

んですけれども、今後も含め若者園芸塾に当た

ってどういう方向へ持っていくかということを

お聞きしたいと思います。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

奥山省三委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 若者園芸実践塾、平成22年に

事業を開始いたしまして、１期目は泉田のほう

でやってございましたけれども、２期目という

ことで平成22年度から７年間やってまいりまし

た。その間20名の塾生が巣立っていったわけで

ございます。その20名については、ほとんどが

新規就農者として活躍されているということで、

一定の成果は出てきているとは感じているとこ

ろでございます。ただ、今年度１名ということ

で、いわゆる施設園芸、露地もありますけれど

も、講師と２人でやっているということで非常

に難儀しているところでございます。 

  この背景には、若者が職業選択する上で農業

というものを選択するか、地域の中で残ってい

る産業のほうに行くかという選択になったりし

ますけれども、やはり人手不足ということがご

ざいまして、そちらに流れていっているものも

あるのかと思ってございます。 

  また、今まで１期での若者園芸実践塾につき

ましては、花卉が中心で花を目指す方が非常に

多かったんですけれども、最近、若者園芸実践

塾を卒業された方でも卒塾後はニラを中心とか

アスパラを中心とかという露地も目指す方も多

くなりまして多様化していると考えているとこ

ろでございます。 
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  そんなところで、農業としての産業をこれか

らも育成していくためには、新規就農者という

ことは当然必要でありますので、そういったサ

ポート事業については進めていかなければなら

ないと思いますけれども、若者園芸実践塾につ

いては、塾生がいることが前提、それからそれ

を育てる講師が必要でございますけれども、な

かなかこの講師につきましても難しいというの

が現状でございます。 

  そういったことも鑑みまして、現在、新たな

サポート事業を構想するに当たりこの塾のあり

方についても検討していることは事実でござい

ます。今後、なるべく早い段階の中で方向性を

決め、今の塾の施設につきましてもある程度の

耐用年数がございますので、そういった活用も

含めて今後の園芸塾の方向性なども定めていき

たいと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 前はハウス丸ごと１棟、

卒業したらもらえるというような、それが魅力

でかなり花卉が普及したということになってい

ますけれども、やはりそういった魅力づくりを

大事にしていかないと、施設園芸、ニラ、アス

パラにだんだんなってきてという方向、社会環

境とともにやはり変わるわけです。魅力ある後

継者を育てるための施策をしっかり考える必要

があるのではないかと思っています。せっかく

ここまで来ているんですから、簡単になくすと

いうことではなくて、魅力ある若者を育てる施

設に頑張ってもらいたいと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

小野茂雄農林課長 委員長、小野茂雄。 

奥山省三委員長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 新規就農者の方は、親の後を

継ぐ方もいらっしゃいますけれども、露地であ

ってもいろいろな機械を購入したり、あるいは

農地を拡大したりという点で、費用面は当然か

かってまいります。その中でいっぱしの農業者

になるためには、やはり幾らかの経験が必要で

ございますので、初期投資があって、それから

営農を続けていくという段階においては、まず

初期の経済的な支援なども考えていかなければ

ならないかと考えております。これを契機に、

その後農業所得を増大していただきまして、新

庄市の税制面でも貢献していただけるというこ

とを考えますと、やはりそうした面での初期投

資は市でも考えていかなければならないかとは

思っているところでございます。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 基幹産業と言われる農

業の振興のために、ひとつ知恵を絞ってもらえ

ればありがたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  次は、土木費の住宅リフォームの件ですけれ

ども、大変これは好評だと聞いていますけれど

も、内容とともに今後の展開をお聞きしたいと

思います。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 平成23年度の創設以来、

年間150から200の件数で申請を頂戴しておりま

す。予算規模も毎年3,000万円ほど用立てまし

て、耐震改修、リフォーム、それからバリアフ

リーとか克雪対策というものに使われていると

いうことでございます。今後においても、この

制度を活用してリフォームの対応に努めてまい

りたいと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） この元金というのは、

県の補助金のみでやっているわけですね。大変

好評なことでもっとしてほしいという方が結構

いると思うんです。それで、市単独の補助金制

度で拡充ということはお考えにならないのでし
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ょうか。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 一般質問のときにも頂戴

したことがあるのですが、市としましては、こ

れまで適用した皆様との公平を図りたいという

のが１点あります。それから、このリフォーム

事業自体、これから先長く制度として存続させ

なければならないという思いも持っております。

また、県の予算のみで対応しているということ

から、先ほど現状において年間150件ほどと言

いましたけれども、全てに当該年度の中で対応

しているという状況でございます。これらを全

て尊尚しまして、現行制度のまま続けていきた

いと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） わかりました。 

  次に、消防関係で１億1,000万円、見積もり

から差額が出たということは何でしょうか、お

聞きしたいと思います。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 非常備消防の約１億1,000万

円の減額につきましては、平成28年度に整備い

たしました防災行政無線の減額というのがほと

んどでございます。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 減額の金額には、まず

びっくりしました。なぜかと言いますと、平成

28年度の主要事業の中で、同報系防災行政無線

整備事業ということで２億8,255万6,000円を計

上しています。市債で２億8,250万円、うち交

付金が70％来るということで、一般財源が５万

6,000円ということになっているんだけれども、

１億1,000万円の差額というのは一般的には理

解できないんですけれども、２億8,000万円の

事業計画をして、できたら１億六千何ぼなんて

いう。どういう根拠で２億八千何ぼと当時示さ

せたか、疑問に感じるものですから、これをお

聞きしたいと思います。 

  これをなぜ私が知ったかというと、山形新聞

で防災無線が出たときに、新聞報道では総工費

が１億6,470万円というような数字で、私は２

億8,000万円ぐらいと頭にあったものだから、

えっと思って間違いではないかと思って調べた

けれども、決算書を見ますと、やはりこういっ

た１億1,000万円の差額が出たということで、

驚きとびっくりを超えたような次第であります。

なぜ２億8,200万円ぐらいのものが１億6,700万

円ぐらいでできたのですか。同じ設計で同じ建

物をやったんですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 同報無線の予算と入札予定価

格、そして落札価格ということでございますけ

れども、予算的には２億8,000万円台の予算を

確保していただいたところでございますが、予

定価格としては約２億5,000万円、２億4,787万

円を積算したところでございました。その価格

をもとに入札に付しまして、一番安いところ、

落札率が62.5％の乖離がこの分の減額になった

ところでございます。その結果として、落札価

格と予算額または予定価格に相当の乖離がある

という部分でございますけれども、こちらで部

材とか工賃とか積算したところでは確かにこの

価格でしたけれども、結果としまして一番安い

ところで62.5％、２番目に安いところで約70％

の落札率になったところでございました。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 普通は公共のものが、

安くていいものを建てればこれにこしたことは

ないんですけれども、大抵資材とか物価が上が

って当初のようにできなくて、入札したもので
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もっと高い値段を入れないとできないなんてい

うことが、公共事業ではかなりあるんですね。

極端なことを申し上げますと、鶴岡の市民文化

会館が当初より30億なって何回も議会で議論に

なったということなんですけれども。こういう

場合、議会とか何か説明は要らないんですか。

常任委員会なりに経過とか、何も私どもに報告

は受けていなかったんですけれども、安くなっ

た場合はそのままでいいんでしょうか。上げる

ときには、できないからいろいろな常任委員会

に諮りながら、議会と相談しながら、次の増額

予算補正を組むというようなんですけれども、

今回は何も説明がないんですけれども、こうい

った説明責任、道義的責任は感じないんでしょ

うか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 予算としまして２億8,000万

円台の予算を議決していただいて、結果として

相当の乖離がある中での落札となった結果につ

きましては、当初の予算計上の部分を含めてよ

り精査して今後対応してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 課長は担当が変わった

から、過去のことを言っても厳しい面もあると

思うんだけれども、全般として役職が変わって

もやはりそういった責任があるんです。私ども

もなぜこういうことを申し上げるかというと、

この予算を議決して通しているわけです。１億

1,000万円の乖離があるということは普通は、

今まで私も議員経験させてもらっていますけれ

ども、余り例がなかったので、驚きですね。恐

らく市民の皆さんも、２億8,000万円の防災無

線が１億1,000万円下がって、よかったなと言

う人もいるのでしょうけれども。本当に当初の

私どもに示した金額が、私どもは信頼して議決

しましたから。でも、こういうことが起きても

らってはやはり困るんですね。予算というのは

ある程度計画でしょうけれども、きちんとした

計画を示していただかないと、何のために私ど

もも予算委員会で議論を尽くしたかという気持

ちが出てきます、はっきり申し上げまして。 

  もう一回聞きますけれども、これだけ差が出

た原因は何でしょうか。やはり原因を我々にも

示していただかないと、今後議論ができなくな

るおそれがあると思いますので、ひとつよろし

くお願いします。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 繰り返しの内容になる部分も

ございますけれども、実際に予算を提案しまし

て議決いただいた事項ということからしますと、

その積算において、より精査した形で改めて進

めていかなければならないと考えております。 

  また、今回一般競争入札ということで執行し

たわけですけれども、他市の例を見ますと、い

いか悪いかは別にして、一般競争入札でもっと

低い落札率になっている自治体も数は少ないで

すけれどもあるようでございます。それが一般

競争入札の仕組みと言えばそういうことになる

のでございますけれども、そうとは言いまして

も、積算の内容も含め議決いただく部分で説明

責任も含めて対応してまいりたいと考えており

ます。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ただいま小嶋委員から余りにも

安過ぎる落札ではないかという御指摘でしたが、

環境課長もお話ししましたけれども、一般競争

入札という形で入札をいたしました。その結果、

我々も、余りにも安い場合は本当に工事が完成

できるのかどうかと非常に心配なわけで、低入

札価格調査制度というのがございます。予定価

格の一定の割合以下であれば、その入札が適正
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かどうかということで低入札価格調査制度にひ

っかかるわけですが、このデジタル防災無線の

場合は２社がひっかかりました。今回請け負っ

た業者と、さらに若干落札率が高かったんです

が２社が低入札の調査になったということでご

ざいます。先ほど約62％で落札したということ

でございますが、もう１社につきましては70％

でした。 

  そういう中で、我々も、業者から聞き取りを

行い適正な工事ができるかどうかの確認を行っ

たわけです。たまたま落札した業者につきまし

ては、平成27年度に山形県内の町村でも落札し

ているということで、そういうノウハウも持っ

ていたし、機材等もある程度手持ちもあったの

ではないかと思います。いずれにいたしまして

も、ほかの事例なども見ますと、先ほど環境課

長が言いましたけれども、消防の防災無線につ

いては低落札になっている傾向があったという

ことは承知していたわけですが、予算ベースの

中で低落になるから予算は少なくていいという

わけにはいかないので、通常必要な予算を計上

した結果、低落になったということでございま

す。 

  なお、これにつきましては１億5,000万円を

超える工事だったということで、たしか臨時議

会だったと思いますけれども、議会の皆さんに

も御説明申し上げながら請負案件を議決してい

ただいたという経過もございます。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） わかったような、わか

らないような気がしますけれども、この積算の

根拠は間違っていなかったんですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 積算の部分でございますけれ

ども、単価の積み上げということでやりました

ので、間違いはないものと考えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） これ以上言っても終わ

ったことはしようがないと思うんだけれども、

こういうことなく、より信頼の高い業務執行を

していただければこんなことを言う必要もなか

ったかと思いますので、ひとつよろしくお願い

します。安かったから前回の防災無線がつなが

らなかったなんて言いたくありませんけれども、

そういうことの一つも二つも言いたくなってく

るの、こういうふうな積算をされると。ぜひそ

ういうことのないようにひとつよろしくお願い

したいと思います。安くていいのが一番いいん

だけれども、余りにも開き過ぎているからおか

しいんでないかと聞いたんですから。誤解のな

いようにお願いします。終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） よろしくお願いします。

決算書の各論の質問に入る前に、総論的な質問

をさせていただきます。 

  定例会初日に新庄市まちづくり市民アンケー

ト調査という冊子をもらいましたけれども、拝

見しまして、このアンケートというのは今年度

の５月18日から６月６日の20日間で実施された

ということですので、平成28年度歳出の事業の

執行に対する市民の評価だと捉えております。 

  この中で一番重要な点は、市民の満足度と重

要度の関係とあります。これは市民のニーズに

対する行政執行の効果の関係だと思われますが、

これを拝見して非常に問題であったと思うのは、

重要度、つまりニーズ度なんですけれども、ニ

ーズ度が高いのに満足度が低いということがあ

ります。回答項目が前年度の平成28年度とほぼ

同様なわけであります。これではＰＤＣＡのサ

イクルが機能していないのではないかという点

を考えたわけです。言葉で言いかえれば、毎年
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予算要求から執行までしている効果が低いので

はないかという市民の判断だと。十分な費用対

効果が生まれていないのではないかというよう

になるかと考えます。これは、統括責任者とし

まして市長、どう思われますか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 まちづくりアンケートに

おけるニーズ度が変わりがない、効果はどうな

のかという御質問でございますけれども、こち

らにつきましては、行政評価という形で毎年チ

ェックを行っております。その中で、雇用の場

の１位とされている魅力ある雇用の場の確保に

つきましても、新しい事業展開を各担当課で考

えながらやっているところでございます。また、

２位とされた医療体制につきましても、今現在

一番重要と思われます看護師養成機関等の施策

に結びつくような形で考えているところです。

また、３位の空き家対策につきましても、空き

家対策の計画の策定ということで今年度取り組

んでいるところでございますので、今後もさま

ざまな行政評価という視点でチェックすること

で、より効果の高い施策につなげてまいりたい

と考えております。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） ありがとうございます。

そのアンケート結果に基づいて、今ざっと各事

業の報告を受けましたけれども、上位４項目に

絞って対応する事業についてお聞きしたいと思

います。 

  まず、アンケートの文言が肯定的になってい

ますが、否定的に変えさせていただきまして、

アンケート結果、今おっしゃいました魅力ある

雇用の場が確保されていないというのがナンバ

ーワンなわけですけれども、これは決算書149

ページの７款商工費１項商工費２目商工振興費

及び155ページの４目の企業誘致費に該当する

かと思いますので、２点に質問を絞りましてさ

せていただきます。 

  まず、平成28年度のアンケート結果に基づい

てどのような検証をしっかり行ってやったのか。

２番目は、同じ事業をルーチンにこなすだけで

は毎年満足度は変わらない、向上しないはずで

ありますので、今年度の具体的な事業内容、執

行の改善点というのをお聞きしたいと思います。

この２点に絞って全てアンケート結果の４項目

についてお聞きしますので、とりあえず今の魅

力ある雇用の場が確保されていないという点で

お願いいたします。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 魅力ある雇用の場の確保

ができていないという部分で、企業立地対策費

及び商工振興費等について御質問いただきまし

たので、私も総論的な御回答になるかと思いま

すけれども、まず、企業誘致につきましては、

企業誘致を進めることによって当然新しい雇用

の場が生まれてまいりますので、これにつきま

しては鋭意努力しておりまして、昨年度も新た

に３社ほどが企業立地等雇用促進奨励金という

形で該当しております。成果表で見ますと124

ページになりますけれども、そのような形で新

しい企業を誘致することによって、新庄市民の

新しい雇用が生まれたと。また、昨年度同じよ

うに企業を２社、雇用を増大しますという形で

24名、これを指定させていただいていますので、

平成29年度においても、これらを確認しながら

交付業務をやっていきたいと。企業誘致に関し

ましてそのような形で、今年度も９月議会にお

きまして１社ほど新たな雇用の場としての工場

を立地したいという企業がありましたので、そ

ちらの議案を提出させていただきました。そう

いった形で企業を誘致する、または新たに工場

を増設したいという企業もありまして、そのよ

うな増設の動きも今年７月に１社ほどありまし
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た。そういった場合には、やはり我々としても

いろいろな商談会の支援策や新製品の開発支援

など、補助を使って成果を出していただいてさ

らなる取引の拡大をしていただきたいと考えて

おります。 

  一般的になかなか、魅力ある雇用の場という

ことで、御自身が勤めていない部分の企業だと

目につかないという形で言われてしまうもので

すから、昨年から中学生を対象にした企業の

方々が訪問する、成果表で言いますと115ペー

ジ、中学生向け職業体験Ｓｈｉｎ－ｊｏｂの開

催という形で市内の２中学校で開催して，こう

いう企業があるんだと企業の方みずからが先生

方になって学校に出向いて、学校の生徒たちに

さまざまな仕事を教えるといった授業を開催し

たり、または高校生向けに地元見学のバスツア

ーをやったりという形で、常々市長も言ってい

ますけれども、なかなか魅力のある企業がない

と思い込みされている部分もあるのかという部

分も少し解消したいと思いまして、地元の企業

を知ってもらう授業にも努めてまいります。こ

れらを進めながら、地元企業への理解を深めて

いただきたいと頑張っております。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 取り組みとしては、か

なり網を張ってらっしゃるのかとお受けしまし

た。 

  次に、専門的な診察や高度な治療を受けるこ

とができる環境が整備されていないというのが

該当する事業でして、131ページの４款衛生費

１項保健衛生費１目保健衛生総務費及び２目予

防費に該当するかと思いますが、これに関して、

先ほど看護師養成学校の今後の方針もあるとお

伺いしましたが、このほかにどのような研修を

行うのかと改善点は何かという２点をお願いい

たします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 医療機関の部分でございます

けれども、成果表の83ページ、84ページになり

ますが、健康課では医療機関ということでは県

立新庄病院、新庄市夜間休日診療所、市内の医

療機関との連携強化という形で医療体制の充実

を図りたいとこれまで取り組んできたところで

ございます。83ページに新庄市夜間休日診療所

の取り組み状況、次の84ページには最上地域保

健医療対策協議会における連携状況を記載して

おりますが、ことしの３月に県立新庄病院の改

築が最終的に決定されたということで、今年度

基本計画が策定されるということもありまして、

新たな展開が今後されるような形となっており

ますが、今後ともそういった形で地域が望む医

療機関の充実が図れますよう、健康課としては

取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） かなり医療というのは

今後もまだまだ充実させていくと。新しい県立

病院ができたときには、かなりいいことにはな

るんでしょうけれども、とりあえずできるまで

の間というのは、やはり市でいろんな対策をと

っていくというのが大事だと思います。 

  ３番目、空き地・空き家対策が充実していな

いと。これに該当する事業は、163ページの８

款土木費５項住宅費１目住宅管理費、特記すれ

ば備考欄の空き家有効活用支援事業だと思いま

す。これについて回答をお願いいたします。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 空き家に関しては、今年

度空き家に関する計画策定を行っておりますの

で、そちらで施策について具体的なものを今後

お示ししてまいりたいと思っております。その

中でも空き家バンクについては、特定空き家に
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移行する空き家をなるべく減らす、市場に流通

させるということで取り組みを図ってきており

ます。実際に売買や賃貸に至ったケースも既に

数件発生しているところでございます。 

  あわせて、中古物件については、どうしても

住宅の状態が十分把握できないということがあ

りまして、インスペクター、住宅診断を取り入

れて内容を明確にすると。その上で市場に流す

という形で、インスペクターの養成事業として

補助制度などを設けまして支援しているところ

が、現在の空き家に対する状況となっておりま

す。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 空き家についてもう１

点だけたださせてもらいますけれども、今市場

に流すとおっしゃいましたが、空き家でよくあ

るケースというのが、相続放棄とか倒産して持

ち主がいなくなったというパターンがあるかと

思います。例えば、抵当権がついている物件が

ございます。その抵当権者に対して管理責任を

問うということは可能なのでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 空き家の管理責任という部分

でございますけれども、基本的には所有者、ま

たは占有している者が管理責任を負うものと考

えております。 

  そして、破産した場合でありますけれども、

その場合であれば弁護士の破産管財人等が管理

責任を負うものと考えております。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 相続放棄、よくそのま

ま留保されている、捨てられているような建物

が結構あると聞いております。実際、手をつけ

るにも抵当権がついていればできないという問

題がありまして、その辺抵当権者に対してもあ

る程度管理責任があれば今後更地にするとか方

法はとれるんでしょうけれども、自己破産の場

合は弁護士を介せば何とかなるという話でしょ

うけれども、抵当権者が一番多いのではないか

と思います。今後も市で抵当権者に対して働き

かけを行うというのも必要ではないかと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますけれども、中心市街地の活性

化が図られていないという、これに該当するの

で148ページから151ページの７款商工費１項商

工費２目商工振興費に該当すると思いますので、

回答をお願いいたします。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 大変大きなテーマで質問

をいただきましたので、中心商店街の活性化の

図られていないという部分で、特に山科委員か

ら個別に課題だと思われる部分をいただければ

回答しやすいのですが、いただくことはできな

いでしょうか。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） ちょっと漠然とし過ぎ

て済みません。この中で、中心商店街にぎわい

創出災害対策音響設備とか商業地域空き店舗等

いろんな項目がありますけれども、その中でい

ろんな改善を行った点、またはアンケートにお

いて検証したという点がございましたらお聞き

したいと思います。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 昨年度、中心商店街にぎ

わい創出災害対策音響設備の整備ということで、

宝くじの社会貢献事業を活用して整備させてい

ただいたところです。こちらにつきましては、

さまざまなイベント等でも使いたいというお話

もいただいておりますし、独自の企画として今

月からですが、新庄駅前通りで、新庄恋しやと
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いう水田竜子さんの新庄をテーマにした歌が出

たんですが、それを午後から１時間ごと流した

りといった形で、スピーカーを使って独自の事

業もまた始めているところでございます。 

  中心市街地の活性化ということに関しまして

は、ＮＰＯ団体がことしも全国100円商店街の

サミットを開催する予定にもなっておりますし、

これまでにもＬＥＤ化を図って明るく安全な商

店街づくりのほうでも補助事業を行っていると

ころです。また、最近では商店街の人たちがひ

とつ自分たちのマルシェ的なイベントをやろう

という形で屋外、また屋内を使ったマルシェな

どもやっているということで、少しずつではあ

りますが成果が出てきているのかと思っており

ます。 

  微力ではありますが、商工観光課として、商

店街の空き店舗に関しても出店をしていただく

ことでにぎわいが生まれるのではないかという

ことで、中心商業地域の空き店舗への出店補助

といったものも行っておりまして、これらも少

しずつではありますが進出なども見えてきてい

るということでございます。 

  今後も中心商店街の活性化につきましては、

やはり商店街連合会と連携していかなければな

らないものだと思っていますので、機会がある

たびにお話をしながら、活性化に向けてどんな

施策をしていけばよいのかということを情報交

換したいと思っております。 

１３番（山科正仁委員） 委員長、山科正仁。 

奥山省三委員長 山科正仁委員。 

１３番（山科正仁委員） 各課において最善の努

力をなさっていると拝見しました。今後、最大

限の費用対効果を上げることが市民に望まれて

いるということは間違いないと思います。ＰＤ

ＣＡのサイクルを十分に生かしたような施策を

実行していただきまして、平成30年度のアンケ

ートに関しては、せめて上位４位ぐらいは離脱

するような形で施策を行っていただきたいと思

います。以上、終わります。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午前１０時４８分 休憩 

    午前１０時５７分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） きのうは敬老の日、お

とといは日新学区の敬老会に出席してきました。

その関連で、まず敬老会の事業の質問をさせて

もらいます。 

  119ページ、３款民生費１項５目老人福祉事

業費の中の敬老会事業委託料、67万3,740円計

上されております。成果を見ますと17地区で

717名の参加があったと。そして、開催団体の

経費削減につながったということが書いてあり

ます。担当課として、この敬老会の開催に当た

って何か問題点があるのかどうか、把握されて

いるかどうかをお聞きします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 敬老会

助成事業についての御質問でございます。敬老

会の開催状況でございますけれども、平成28年

度は17地区開催していただきまして、平成27年

度が15地区でございましたので、２地区増加し

てございます。出席者については若干減少して

いる状況でございます。 

  市では、高齢者の長寿を敬うということで、

社会福祉協議会に事業を委託しまして実施して

おります。高齢者、対象となる方がおおむね70

歳以上ということで、対象者が年々増加してい
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るということがありまして、実施母体となって

いる団体については費用面、あるいはいろいろ

お世話いただく方の工面など大変御苦労も多い

のではないかと思います。市としましては、開

催に当たりまして食費、あるいは余興に要した

費用、会場費、そういったものについて１つの

団体の支出の約４割相当を助成させていただい

ているという状況になってございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 経費の軽減ということ

で、金額を上げろとかなんとか言うのではなく

て、例えば、私も平成13年から日新学区の敬老

会に参加して、もう十六、七回のうち欠席した

のは１回か２回ぐらいしかないんです。毎年つ

ぶさに見てきました。最初に行ったころは大体

200人ぐらいいた。それが今回聞いたら130人ほ

ど、３分の２ぐらいまで減っているんです。参

加者にもいろいろな事情があって出られないか

もしれないですけれども。 

  一番問題なのが、やはり開催する団体。日新

の場合は婦人会がやっています。婦人会もかな

り高齢化している。もう招待者席に座ってもい

いような方が一生懸命汗を流して、ござを敷い

てテーブルを並べて、皆さんに配るものを分け

て、そして自分と同じぐらいのお年寄りの方の

手を引いてトイレへ連れていったりとか、かな

り難儀されている。私も十何年たつんだけれど

も、一回も市役所の職員とか社会福祉協議会の

方々が現場を見ていないような気がするのよ。 

  例えば、しんじょうの福祉のほうで見ると平

成26年からの数字が載っていますけれども、開

催団体が２つふえたと喜んでなくて、何でこん

なに減っているんだろうとか、やはり状況をつ

ぶさに把握することが必要なのではないかと思

います。私のところでも結構わくわく新庄まで

遠いところがある。そうすると、町内の婦人会

が自分たちのお金を出してジャンボタクシーを

頼んだりして送り迎えをしているのよ。そこま

で金を払えとは言わない。でも、開催するに当

たって、もう少し市でいろんな面で支援するべ

きではないかと。お金だけではないと思うのよ。

全体では70歳と言っているけれども、日新学区

は75歳。75歳というと戦時中か戦前に生まれた

方々、大変苦労してきた方々で、だから、敬老

会というのは長寿のお祝いと同時に、昔大変苦

労されてこの新庄を一生懸命つくってくださっ

た方々に対する感謝をする集いだと思うのよ。

ただ社会福祉協議会を通じて助成金を払えばい

いという感覚だけは捨てたほうがいい。もう少

しやはり状況をつぶさに見てやっていただきた

いと思いますけれども、いかがですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 御指摘

のとおり、敬老会の様子を私どもの成人福祉課

で様子を見ているかというと、そこまで気配り、

目配りができていなかったということで、反省

でございます。今後については、主催していた

だいている団体、９月中の開催ということで既

に事業は終了しているかと思いますので、今回

実際にやっていただいた中で一番御苦労された

点、市からの助成も含めまして御意見を伺いな

がら改善に向けて検討してまいりたいと考えて

おります。ありがとうございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 今、職員で地域担当制

をとっているよね。そうすれば、例えば日新学

区に配置されている地域担当の職員をこういう

ときに、ボランティア的な形でお手伝いさせた

らどうですか。これは総務課長の分野になるん

だろうけれども。やはりそうやって身近に職員

も体験する必要があると思いますよ。要望だけ
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しておきます。 

  次に、同じく在宅老人福祉事業費の中の老人

クラブの活動助成。これまた助成をしていると。

82万5,440円。連合会のほうに28万5,000円です

か。やはり老人クラブも問題がある。まず、加

入率が5.8％という数字が出ている。多いのか

少ないのかといったら、少ないのではないかと

思う。65歳以上の人口が１万965人と出ている。

その中の811人だもの。 

  私も４年前から61歳で老人クラブに入りまし

た。いろいろ話を聞いてみると、町内会として

公民館を持っているところはいい。中には公民

館がないから集まる場所がないと、やはり苦労

されている老人クラブもある。 

  今、一番大変なのが、いろんなレクリエーシ

ョン大会とかいろんな大会をやりますよね、交

流会。そこへ行く足がない。昔は相乗りして行

ったもんですよ。俺の車に乗っていけという形

で。今、何かあったときに怖いから拒否する。

誘わない、乗っていきなさいと。そうすると、

中でぎくしゃくしてくるから、本当に気の合っ

た者同士の小さな老人クラブになりつつある。 

  だから、そういう面も、やはり助成金を払う

だけではなくて、例えば老人クラブにアンケー

トでも出して何か問題点がないかとか、そこら

辺までつぶさに担当課として私はやるべきだと

思うんです。そこら辺いかがですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 老人ク

ラブの会員数、入会する方が年々減少してきて

いるということで、そういった認識は持ってご

ざいます。どうしたら老人クラブの方の活動が

活発、これまでの活動を維持できるかという部

分ですけれども、やはり老人クラブは地域とか

町内の一番最小単位とする身近な組織というこ

とで、集う会場が歩いていける距離ということ

もあるかと思います。そういった活動を続ける

ことで、介護予防という部分からしても老人ク

ラブの存在は重要だと思います。 

  今おっしゃった会場がないというところや足

がないというところ、さまざま活動を続ける上

で運営面についても難しいという御指摘のとお

りだと思います。少なくてもこれまで活動して

いらっしゃる老人クラブの数または会員をまず

維持するというところを目標に進めていきたい

と思っております。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） まず頑張ってください。 

  次に、125ページの民生費２項１目子ども・

子育て支援新制度事業費にかかわって、今回は

小規模保育施設にかかわる地域型保育給付費に

ついてお聞きしたいと思います。成果の67、68

ページを見ますと、お預かりしている施設と人

数が出ております。67ページには平成28年４月

１日、次のページには平成29年４月１日現在と

いうことで、やはり小さなお子さんですから、

お預かりすると出っ込み、引っ込みあって定員

ぴったりというわけにいかないのはわかります。

この給付費なんですが、例えば定員が大体19名

になっておりますけれども、保育士が何名と定

められていますよね。すると、給付費の中で定

額の部分と子供の数による給付費の多分２段構

えだと私は思うんですけれども、大体どれぐら

いの割合になっているか。多い、少ないがあっ

たりして大変でしょうけれども、例えば定員が

19名のときに預かった数も19名の場合、大体何

対何の割合の給付費の支給になるのか。大ざっ

ぱでいいですよ。例えば７対１とか６対１とか

という形で、もし数字的に出せるものであれば

お願いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 
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奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 地域型

保育給付費についての御質問でございます。こ

の地域型保育給付費につきましては、小規模保

育施設、保育所ということで、ほかに体系的に

は家庭的保育とか居宅訪問型保育などの４つの

類型からなっている施設への給付となってござ

います。小規模保育所につきましては、定員６

人以上19人以下という施設が対象となります。 

  給付費なんですけれども、非常に算定が複雑

で単純に何対何ということで申し上げられない

んですけれども、施設の預かっている人数、そ

れも年齢に応じて、公定価格と呼びますけれど

も、それはさまざまになっていまして、その人

数に応じて単価が決まっていると。さらに、お

子さんの数で給付金が決まってくるという形に

なっています。それに加えて、加算ということ

がありまして、公定価格と加算という構成にな

ってございます。大変申しわけございませんけ

れども、一概に何対何ということではお答えで

きないというのが状況かと思います。申しわけ

ございません。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 平成28年４月１日現在

のものを見ますと、定員オーバーしているとこ

ろはない。ところが、平成29年４月１日現在の

資料を見ると、定員19名に対して22名お預かり

していると。そういった場合、例えば保育士の

配置、加配というのかな、そういうのは義務づ

けられるのかどうか。一方、あるところでは18

名なのに10名しかいない。もうちょっと平準化

というか、指導的にそういうことをやっていか

ないと、余り極端過ぎるのではないかと思う。

だからそこら辺、もし定員オーバーの場合の保

育士の加配とかというのは、何か決まりがある

のか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 認可の

保育所も含めてですけれども、受け入れるお子

さんの定員、人数ですけれども、これは施設の

規模と保育士の数で決まってございます。定員

を超えてというお尋ねですけれども、一定割合

については、恒常的でなければ受け入れも可能

となっております。以上でございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） 短期ならば何とかクリ

アすると理解してよろしいんですね。 

  もう一つ、成果の67ページのキッズハウス真

室川130万円と出ているんですが、その内容を

参考までに教えていただけますか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 成果表

の67ページに地域型保育給付費ということで真

室川町の施設に市から給付費が出されていると

いうことでございます。これは何かといいます

と、一言で言いますと広域入所という呼び方を

してございます。 

  広域入所ですけれども、普通保育所等を利用

する場合は、原則的にはお子さんの住民票があ

るところの施設をご利用いただくということに

なるんですけれども、例えば、保護者の仕事の

関係から保育所があく前に会社に行かなければ

いけないとか、逆に保育所が閉まる前までお子

さんを迎えに行けないという、住んでいるとこ

ろからかなり遠方で仕事をしていらっしゃる保

護者の方について、また、別居しているような

ケースについては、例えば２人目のお子さんを
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妊娠してどうしても実家に帰って出産しなけれ

ばいけないということで、里帰り出産と呼びま

すけれども、そういったケースについては、住

所地でない保育所についても利用することがで

きます。 

  広域利用に当たりましては、当然受け入れ側

との協議を市でやるわけですけれども、調整が

整った場合について対応しているところでござ

います。条件が合っていましても、例えば先方

の施設の定員がいっぱいだという場合はなかな

か難しいこともあるんですけれども、本市とし

ましては、本市に住所を有するお子さんの子育

て支援の一環だということでやっているところ

でございます。 

  この130万何がしの金額ですけれども、この

お子さんにつきましては、１歳児のお子さんで

１年間真室川町のこちらの施設に世話になった

ということでの金額でございますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） １人で130万円という

ことですね。逆もあり得るわけよね。最上郡の

ほうから新庄に来ている子供たちもいるけれど

も、新庄市は直接お金を払っていないからここ

に出てこないだけで、実際の動きはあるという

ことで理解してよろしいですか。 

  今回、何で３歳児未満の小規模のものを質問

するかというと、先週、鶴岡にある県立の乳児

院で男の子がうつぶせ状態になって、和解をし

たと。昨年の12月かな、事故があったらしくて。

補償額が１億1,000何がし。かなりの高額よね。

新聞記事によりますと、この施設が自主的に定

める内規があったと。例えば15分間隔で見回り

をするんだという内規があったにもかかわらず、

30分以上目を離したすきの事故だったというこ

となんですが、例えば新庄の３歳児以下、小規

模保育施設だけにかかわらず、公立保育所など

でも小さいお子さんをお預かりしているんだけ

れども、例えばこういう内規とかマニュアル的

なものというのは定められているんだろうかと

いう気はする。うつぶせ状態のほかに、ベッド

に寝かせておくときに下に落ちないように何か

防護柵をつけているらしいんです。そうすると、

そのすき間に入り込んでしまったりして危ない

ときもあるとか、いろんなケースが考えられる

わけよ。だから、そういうものが各施設ごとに

何か規定みたいなものが設けられているかどう

か、そこをお聞きしたいと思います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

滝口英憲。 

奥山省三委員長 子育て推進課長兼福祉事務所長

滝口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 小規模

保育所等に対するマニュアルの整備ということ

でございます。小規模保育施設ということでご

ざいますので、これは法律にのっとった施設に

なってございます。こちらの施設につきまして

は、総合支庁と私ども子育て推進課で定期的に

指導監査ということで各施設を実際に訪問しま

して運営の内容等を確認しております。当然、

書面によるもの、それから実際の現場も見なが

らということになっております。そういった中

で、重大な事案に至らないように対応指導をし

ているところでございます。 

  マニュアルにつきましては、私も詳細を存じ

上げないんですけれども、各施設におきまして

は、研修会なども開催しながらそういった事故

の対応、避けているということで把握している

ところでございます。 

５ 番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

奥山省三委員長 下山准一委員。 

５ 番（下山准一委員） ぜひ本当に事故のない

ように努力をしていただきたいと思います。 

  きのう新聞を見た方いらっしゃるだろうけれ

ども、今度幼稚園まで２歳児オーケーなんてい
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う、国の施策がころころ変わる。本当に直接担

当しているところは大変だと思うけれども、第

一義的に新庄市の子供たちの安全な保育のため

にまず頑張っていただきたいとお願いをしてお

きます。 

  もう一つ、時間があるようなのでお聞きしま

す。161ページの土木費の中の公園管理事業費、

数年前から危険遊具の撤去をやっています。老

朽化したとか構造上危険な遊具がかなりあって、

撤去が一挙に進んだ。ただ、その代替的な新遊

具の設置がおくれがちなのではないかと思いま

す。ある町内の子供会のお母さん方から、区長

を通して区長と市長の語る会に要望書が出てい

ますけれども、予算の関係なんでしょうけれど

も、おくれています。さっき施設保育のことで

言ったのであれなんですけれども、地域の公園

というのは、やはり家庭保育の一助になるので

はないでしょうか。最近、やはり表で遊ぶ子供

たちの声が聞こえないということが寂しいもの

だなと思います。どうせおくれているのなら、

もう新庄らしさを出した新遊具を設置するよう

な方向で考えてもらえないかと思うんですけれ

ども、いかがですか。新庄らしさを強調した何

か。ただブランコ、滑り台、シーソー、ジャン

グルジムだけではなくて、何かないのかなと。

どうせおくれたんだから、そこら辺考えてみた

らどうかと。意外と冬場になると撤去してしま

うでしょう。取り外してしまう。何か雪の中で

も遊べるような、何かないかなと思うんだけれ

ども、そこら辺知恵を絞る気持ちはあるかどう

か。 

土田政治都市整備課長 委員長、土田政治。 

奥山省三委員長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 先ほど子供たちのけがな

どリスクの部分のお話があったわけですけれど

も、公園において子供がリスクの対応を学ぶこ

とで大きな事故を防ぐと。そういうふうな積み

重ねをするために公園というのは必要なんだと

いうことになろうかと思います。そういう中で、

遊具については、児童公園を設置してから四、

五十年たつというのがほとんどだろうと思って

います。リセットしなければならない時期を迎

えたかと思っています。都市整備課としては、

基本、これまであった遊具はそのまま原状復帰

するという思いで、ブランコが壊れればブラン

コをつけかえるという思いでおったわけですけ

れども、時代とともに人気の遊具というのもご

ざいます。それから、地域によってどうしても

こういうものに変えてほしいという希望があれ

ば、そういう意見を踏まえて新しい遊具を設置

していきたいと思っております。ただ、冬場に

ついては多少、やはり雪の関係もありますので、

取り扱い上、今すぐどういうものができるかと

いうのはこの場ではお答えできませんので、今

後検討させていただければと思います。（「頑張

ってください。終わります」の声あり） 

奥山省三委員長 暫時休憩します。 

 

    午前１１時２７分 休憩 

    午前１１時２８分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 先ほどの下山委員の前

段の質問に関連して、成果表の51ページ、福祉

バス運行事業。おととい日新学区の敬老会に私

も参加しました。学区選出の議員とともに市長

も参加されたということで、下山委員が言った

ように、敬老に招待されるに近い人たちが主催

してやっているということで、非常に難儀しつ

つ積極的にやっているという姿には本当に頭が

下がる思いであります。 

  市長が帰られた後に、主催する会員の人たち

というのは消費者の会にも入っている方が多い
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ということで、振り込め詐欺などには遭わない

ようにという寸劇を行ったりして、非常に笑い

を誘いつつ啓発活動をやっておりました。この

方たちが婦人会活動のために研修に行きたいと。

研修に行きたいというときに、移動手段として

行政で何か手助けできないのかということをお

聞きいたします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 婦人会

の方の研修に向かわれる足ということでの御質

問ですけれども、福祉バスをお使いになる対象

になるのではないかと思っております。福祉バ

スは、今使われている状況を見ますと、老人ク

ラブとか障害者の団体とか、あと民生委員の研

修だったりということで、そういった福祉団体

の利用率が高いという状況で推移していますけ

れども、ぜひ、もしその研修日程等わかる範囲

内で、ほかの団体とかち合っていなければとい

うこともありますけれども、御相談していただ

ければと思います。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） 非常に弾力的な前向き

な発言をいただいて、心強く思います。課長が

おっしゃったように、老人クラブとか障害者団

体、民生委員、福祉関係団体、高齢者団体、ス

ポーツ関係ということで、昨年度は70件の利用

があったと。平成26年は78件、平成27年は79件、

平成28年度は70件ということで、利用団体は変

わらないと思うんですけれども、利用回数が減

っているということも含めて、例えば婦人会で

はだめならば、婦人会という名前を日新学区老

人クラブと改称、名前を改めれば利用できるの

かなどと考えたのでした。相談をしていただけ

れば、場合によっては運行対象になるというこ

とと捉えていいですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉バ

スの目的に合致すればということになりますけ

れども、あくまでも慰安的なものでなくて、団

体の研修という目的のところで合致すれば可能

だと判断されるかと思います。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） わかりました。ありが

とうございます。相談してみるということで、

これから伝えたいと思います。 

  それから、確認の意味でもう一つ、成果表92

ページ、決算書139ページ、地域循環型堆肥製

造業務委託料でございます。かつて地域循環型

堆肥製造事業ということ、鳴り物入りで全市を

挙げて取り組もうとしたことがあったわけです

けれども、当時の市の財政状況が悪かったこと

やスピーディーな事業展開ができなかったとい

うことで立ち消えになったと。町内を絞って今

２町で550戸ぐらいの中で細々とやっていると

いう状況でございます。かつては、まぜればご

み、分ければ資源ということで、環境課、農林

課それぞれが非常に一生懸命向かっていったと

きがあったんですけれども、今はどうも影が薄

いというようなことであります。 

  今、委託して事業をやっているわけですけれ

ども、平成23年度より学校の食育に活用するこ

とを目的に収集を実施とありますけれども、ど

ういう形で学校教育の中で食育、教えているの

か、これは非常に意義深いものがあると思うん

ですけれども、どういう形で行っているかをお

教え願いたいと思います。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 
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齊藤民義学校教育課長 学校給食、本来であれば

残菜ゼロを目指しながら残さないで食べるとい

うことが一番いいわけですが、残念ながらやは

り残菜もございます。ただ、そうした場合ただ

捨てるのではなくて、やはり循環型社会を構築

する上で、そういったものも肥料としてまた活

用しそれが食物になっていくということで、循

環型社会構築のためにそういったものも利用さ

れているんだということで、できれば残菜ゼロ

を目指しながら子供たちにそういった食育とい

う形でも指導をしているところでございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） やはり循環型地域社会

を形成するということでは、教育の中でそうい

うシステムを与えていただくということは非常

に重要なことだと思うんです。そういうことか

らすると、例えば今、学校給食の中で食べ残し

というものはあるんでしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 一般質問等でも御質問を

受けた経緯もございますが、やはり野菜とか、

なかなか子供たちの好き嫌いあるいは偏食等も

進んできております。そういった意味では、や

はり残菜等も実際にはございます。ただ、家庭

科の授業あるいは各学校には栄養教諭というの

が現在おりますので、そういった指導のもと栄

養価値あるいは農家の方々の御苦労等もお話し

しながら、できるだけ食べるようには指導して

いるところですが、委員おっしゃったようにや

はり残菜というのも実際にはございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） その残菜というのは、

どういうふうに処理しているんですか。 

齊藤民義学校教育課長 委員長、齊藤民義。 

奥山省三委員長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 それぞれ各教室の中から

集められます。それが一旦給食室に集められま

して、それをこの残菜の収集車に集めていただ

いているということでございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） もったいない精神をそ

こに植えつけろということではなくて、やはり

食べ物をいただくということ、それが回ってい

るんだというふうなことをぜひ、サイクルで回

っているんだ、命が循環しているんだというこ

とをぜひ、子供たちに植えつけていただきたい

と思います。 

  もう一つ、成果表の51ページ、シルバー人材

センター助成事業ということですけれども、

638万7,000円。シルバー人材センターを構成す

る、登録している方は何名くらいになるんです

か。新庄市で600名何がしいるというふうに聞

いているんですけれども。これは新庄市のみな

らず最上郡全域なんでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 シルバ

ー人材センターの会員数に対する御質問ですけ

れども、新庄市在住の方が平成28年度は367名

でございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） しんじょうの福祉とい

う平成29年度版を見ますと、平成28年度新庄市

会員数650人と出ているんですけれども。今、

300何人と言いましたか。この差というのは何

ですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加
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藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 その

650人は、最上地区全体の登録者数になってご

ざいます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） そうですか。では、こ

れは記載間違いですね。 

  それでは、638万円の助成金が出ているわけ

ですけれども、ちなみにシルバー人材センター

で実施した事業成果というか、どのくらいの請

け高になっているか、わかるのであれば。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 事業に

して、額は定かでございませんけれども、件数

としては5,400件ほどになってございます。そ

れは、新庄・最上地区全体の数でございます。 

９ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

奥山省三委員長 遠藤敏信委員。 

９ 番（遠藤敏信委員） わかりました。とりと

めなくなりましたけれども、以上で終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） それでは私から。成果

表を見ていただいて、11ページになります。４

番、真ん中ほどに事務事業評価がございます。

新庄市において、この事務事業評価において拡

大が86件なのに対し廃止・終了が６件とありま

す。それにおきまして、新庄市では段々職員数

が減っております。しかしながら事業数が拡大

しているということになりますと、なかなかマ

ンパワーではできないと思うんですけれども、

そこら辺はどのように評価していますか。事業

を統合したり廃止するなり、もう少し見直しを

かける必要があると私は思うんですけれども、

どのように考えていますか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 行政評価についての御質

問でございます。行政評価につきましては、市

が行う行政活動について当初期待していた成果

が上がっているかという視点から客観的に評価

や分析を行うものですけれども、委員御指摘の

とおり、拡大が多い反面、休・廃止が少ない状

況でございます。 

  その原因として考えられますのが、１つは、

平成15年から行政評価を導入しておりますけれ

ども、毎年の行政評価、さらには財政健全化対

策等によって、かなり事業が絞られているとい

うことがあるかと思います。また、基本的な考

え方として、見直し・改善の余地がないか、ま

たより効果を高められないかという点に重点を

置いておりますので、実際にそれぞれの担当職

員もどうやったらより効果を高められるかとい

う視点で進んでいるということがあるかと思い

ます。評価の先に廃止・終了という選択肢はご

ざいますけれども、重点的にはどうやったら効

果的に有効的な事業を展開できるかということ

があります。 

  また、一度立ち上げた事業を廃止、また終了

するには明確な理由が必要と。サービスの相手

方が常におりますので。例えば、今回唯一廃止

になった屋内ゲートボール場管理事業ですけれ

ども、有効性から申し上げますと、ゲートボー

ル人口がだんだん少なくなって、もしかしたら

もっと前に休止を考えなければいけないかもし

れないですけれども、やはり相手方に少なくて

も頑張るという意思表示があれば、簡単には廃

止できないということがございます。 

  そして、委員御指摘のとおり、事業数は年々

多くなっております。多くなっておりますけれ

ども、やはり事業構築につきましてはスクラッ
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プアンドビルドが基本であり、そうやっていか

ないといずれはどこかでひずみが生じると思い

ます。今後の方向性としましては、より多角的

な視点で、さらには厳しい目で事業の選択と集

中を進めてまいりたいと思います。 

  また、さらには人材という資源が限られてお

りますけれども、次々と生じる行政ニーズに対

してよりスピードアップした対応を行うことで、

まちづくり計画の実現という方向に進んでまい

りたいと考えております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。やはり

定員管理計画でも人員数が減ってきています。

その中において拡大するというのは、かなり非

常にマンパワーが必要な場合も多うございます

ので、その辺を踏まえてやはり縮小するものは

縮小し、統合できるものは統合する必要がある

と思います。私たち議員もそうなんですけれど

も、そのようにやはりチェックしなければいけ

ないと思います。拡大することはいいことです

けれども、やはり統合するものはしていかない

と、行政がやれることは限られておりますので、

そこら辺を踏まえてやっていただきたいと思う

んですけれども、今後どうでしょうか。 

関 宏之総合政策課長 委員長、関 宏之。 

奥山省三委員長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 委員おっしゃるとおり、

より厳しい目を持ってという視点もございます。

今後は、財政の硬直化が進んでいる中にあって

大型の事業等も予定されているわけです。とて

も新規事業を次々に構築できる状況にはござい

ませんので、今後の事業展開につきましては、

まずは地方創生交付金を初めとするそういった

有利な事業展開、補助金を活用した事業展開を

行っていく。また、定住自立圏による広域連携、

さらには県との連携による事業の効率化を図っ

ていく。また、市民協働という形の視点を持っ

て効率的な事業展開を進めてまいりたいと考え

ております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） ぜひともよろしくお願

いします。また、広域と連携する場合において

も、逆に言えば二重行政にならないようにぜひ

とも気をつけていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  それに伴いまして、191ページ、10款５項12

目体育施設費になります。私も一般質問で何回

も言わせていただきましたけれども、この体育

館におきましては、かなり大変な事業だったと

思います。ましてや、正直に申しますと結露問

題で莫大な金額をかけて、市民の方にかなり迷

惑をかけていると思います。それにおきまして、

成果表にはそのような反省点が見られないんで

すけれども、教育長、そのときにはまだ教育長

になっていませんから、新教育長としてここら

辺はしっかりと反省を踏まえなければいけない

と思いますけれども、どのように考えています

か。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 体育施設、いわゆる体育

館の修繕関係、本当に市民の皆様方には大変御

不便と御難儀をおかけしたということで、本当

に迷惑をかけたところでございます。ただ、修

繕関係の部分については、当時その手法でやれ

るのではないかという部分で、それぞれ補正予

算を可決していただきましてやったと。それで

もなおかつ結露の解消が見られなかったという

部分で、最終的には棟換気ということで今現在

結露の発生は出ていないということで、おかげ

さまで南東北インターハイもまず無事終了し、

皆様方には本当に大変申しわけなく思ったとこ

ろでございます。 

  ここの部分についても成果表の中でそうした
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反省点がないのではないかということでござい

ますが、これから体育施設を考える上で、まだ

まだ修繕の箇所が多くあるところでございます。

そうした分については、安全・安心の確保の部

分について当然のごとく考えていかなければな

らないということで、特に何か事故があっては

その後の対処の部分でもきちんと対応しなけれ

ばならないという部分のリスク管理も含めて、

安全の確保の部分ではまず近々に早急に修繕等

も図っていかなければならないだろうと。その

後のいわゆる安心の部分については、いろんな

備品の部分であったり、そういうのはまだまだ

足りない部分も体育施設に関してはありますの

で、そうした部分は安全・安心の確保の部分で

考えていきたいということでございます。よろ

しくお願いします。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） というのは、今回南東

北大会が成功裏に終わった、これは非常にいい

ことでございますが、その前において、要はバ

ドミントンの大会をする前にプレイベントがあ

るわけです。そういう大会も開けなかった。ほ

かの地域もわざわざほかのところに移動しなけ

ればならなかった。そういう御迷惑を市民の皆

さんにかけているわけです。今回も予算をかけ

ているわけですけれども、これは皆さんの税金

から払われているお金ですよね。それで市民の

方が迷惑しているわけですので、そこら辺を１

回踏まえて反省すべきは反省しておかないと、

もう予算は可決しておりますが、やはりこれは

１回落ちついて平成28年度はこういうことだと

いう反省を踏まえないと、先には進めないでし

ょうし、ましてや市長からは想定外だったとい

うお言葉を聞きました。これを全て想定外で済

ませれば、先に私たちは進めませんので、そこ

ら辺を平成28年度の予算において教育長、どう

考えていますか。よろしくお願いします。 

高野 博教育長 委員長、高野 博。 

奥山省三委員長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 本当にいろんな面で、市民の皆

さんの貴重な税金を使わせていただいて、この

ような体育施設、いろんな問題について皆さん

の御理解をいただいてそのような結露がなくな

ったということについては、本当に感謝申し上

げたいと思います。そのことについての今まで

のいろんな経緯やその辺の事業評価について再

度いろんな面で検討して、今後の施設管理とい

うことについてどのような形でしていかなけれ

ばいけないかということを含めて、これからも

検討してまいりたいと思いますので、ぜひ見守

っていただければと思います。以上です。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） ぜひともこれはやはり

していかないと大変ですので、全てやる事業に

おいては市民の皆さんに迷惑がかかっています。

要は、大変御苦労なさっているということを踏

まえていかないと、そこら辺は反省しなければ

次の平成29年度も私たちの認定はかなり難しい

と思いますので、ことしは成功しましたけれど

も、やはり平成28年度をしっかり踏まえていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  引き続きまして、10款５項６目文化財保護費

についてお伺いします。新庄市はユネスコ無形

文化財に登録されましたが、新庄市においても

まだまだ無形文化財はたくさんあると思います。

そのような申請について、委員の方はどのよう

に動いているのかわからなかったのですけれど

も、どのように動いていますか。よろしくお願

いします。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 文化財関係でございます。

文化財も体育施設、ほかの施設と同様、整備し
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てから経年がされているという中で、実際に平

成28年度予算の中では今年度工事をやっており

ます御霊屋関係、４号棟・６号棟の実施設計等

の部分で調査費等を掲げさせていただいたこと

もあります。 

  ただ、文化財の部分について、それ以外の部

分でもということでございますが、現在、新庄

市において文化財、国指定、県指定、市指定と

それぞれありますが、今現在登録で53件ほどご

ざいます。ただ、これ以外にもまだされていな

い文化財になり得る部分がありますので、その

辺については現在、平成29年度になりまして嘱

託職員、地域おこし協力隊の方々２名で調査と

いう形でさせていただいております。こうした

部分、貴重な財産、資源でございますので、今

後とも未来永劫残していくべく文化財の指定と

いう形で考えているところでございます。以上

でございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。その中

において、有形もありますけれども、無形のほ

うはどのくらいの形で取り組まれるのか。よろ

しくお願いします。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 ただいま無形文化遺産と

いう形、一番代表的なのは新庄まつりでござい

ます。さらには、県指定である鹿子踊等、それ

から鳥越の神楽であったり、そうした地域に残

る伝統芸能の部分にも当然なくしてはいけない

郷土の芸能という部分もありますので、その辺

もこれから将来に向けてきちんと伝統が伝承さ

れるべく団体の支援という形でバックアップし

ていければと思っております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。やはり

有形だけではなく無形も一緒に守っていかなけ

ればいけないでしょうし、そこら辺のしっかり

したお支えもよろしくお願いしたいと思います。 

  また、これから無形文化財になりたいという

登録者の方も多々いらっしゃるとお聞きします

ので、そういったことについても積極的に新庄

市でも、要は申請していてもなかなか認めてい

ただけないとか、逆に無形文化財になるために

はどうしたらいいかというノウハウがまだまだ

ない団体もいらっしゃいますので、そういうこ

とも積極的にやることで新庄市にとっての宝が

まだまだ見つかると思います。そういうところ

に光を当てなければ、新庄市にとっても、それ

をなくしてしまえば終わりです。それを続けて

いくことによってまた新たな光が生まれると思

いますので、そういう団体がございましたら積

極的に取り組んでいただいて、有形でも無形で

も。新庄市で認めていただかなければ、県の無

形にもなりません。ましてや国にもならないと

いうことは新庄まつりでわかっているわけです

から、ぜひとも有形にしろ無形にしろ積極的に

文化財の保護をするためにも取り組んでいただ

きたいと思うんですけれども、そこら辺は平成

28年を踏まえて平成29年度はどのようにいかれ

ますか、お伺いいたします。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 ただいま委員おっしゃい

ましたとおりだと思います。実際にそうした団

体の支援の部分では、うちのほうとしてもいろ

んな形でバックアップをしたいと先ほど答弁さ

せていただいたとおりでございますので、そう

した団体が市の文化財になり得るということで

あれば、そうした部分についてもその団体との

コミュニケーションも図っていきたいと考えて

ございます。以上です。 

奥山省三委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 
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    午後０時００分 休憩 

    午後１時００分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 続きまして、151ペー

ジ、７款１項３目観光費についてお伺いします。 

  主要施策の118ページ、観光地おもてなし事

業についてお伺いします。こちらはどのような

事業なのか、詳しくよろしくお願いします。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 観光地おもてなし事業で

ございますけれども、こちらにつきましては、

事業内容に書いてありますように史跡等の観光

地や市関連イベントにおいて環境美化等を行っ

ていただいているものでありまして、特に新庄

観光協会に委託しまして、社会教育課の管轄の

名所・旧跡、また商工観光課で管轄している観

光施設、あと新庄まつりなども中心としました

イベント等の催事などでも活躍していただいて

いるところでございます。特にことしの新庄ま

つりにおきましても、おもてなし事業で担当さ

れている方々には大変お世話になって、環境美

化に努めていただいたところでございます。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） 平成29年度ではなくて

平成28年度のことですので、ことしではなくて

去年に対してどのようになっているのかと思っ

てお聞きしました。観光協会とタッグを組んで

やっているということです。おもてなし事業は

これからますます発展していくものですので、

やはり環境美化に対しては非常に今新庄市は、

ことしはよかったということですので、平成28

年度もそういうふうに取り組んだということで

したので、これからも一層ここを強化していた

だいて取り組んでいただきたいと思います。 

  また、下段になりますが、外国人観光客に対

するデータ分析、主要施策ですと121ページに

なりますけれども、今回成果に対してなんです

けれども、レポート内において新庄市の外国人、

要はサンプル、そして分析をすることになって

いましたということなんですけれども、どのよ

うな分析をして、その結果はつながったんでし

ょうか。よろしくお願いします。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 成果表に合計652件のア

ンケートの獲得につながったということでござ

いまして、これについて御説明させていただき

ますと、今回652名の中で台湾の方が97.4％と

大部分、台湾の方から反響があったということ

でございます。 

  特に、私どもこのアンケートをとって手に入

れた情報といたしましては、日本だと前ですと

団体旅行というのが中心で今、小グループ化し

ているということですけれども、やはり台湾の

方々の旅行の手配方法等も、個人手配する旅行

者が全体の84％でありまして、個人や友人や夫

婦、家族、こういった少人数の傾向にあるとい

うことがやはり今回読めたところでございます。 

  また、今回特に仙台空港を使われるＬＣＣ等

を活用した部分で調査できたおかげでわかった

んですが、山形県全体は認知度として、15.8％

が山形県に来た経験があると。台湾人の方の新

庄市の認知度はどうかということでしたが、

7.1％の方が新庄市に対する認知度があったと

いうことでございます。ですから、この辺はま

だまだ可能性のある部分かと読み取れたかと思

っています。 

  特に、山形県に来たことのある人のアクティ

ブな年代層というのは、三、四十代が80％だっ

たということで、この辺特に女性の方で訪日経
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験の豊かな個人旅行層が活発だということです

ので、アンケートを分析した結果では、ここの

部分を少し強くターゲットにしたらいいのでは

ないかと考えているところです。 

  また、特にアンケートの分析をした中では、

日本で体験したいこととして四季の体感や歴史、

文化体験について特に高い傾向があるようだと

いうことが読み取れております。昨年平成28年

度ですので、東北観光復興交付金を活用しまし

て行いました雪国ワンダーランドや漫画ミュー

ジアムなどもちょうどこの年齢層に合う、四季

の体験や文化体験になるのではないかと分析し

ておりますので、その辺をまた少しずつ強化し

ていければいいのかという感触を得ております。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。そのよ

うな分析結果で、平成29年度にもちゃんとした

施策ができているということなんですけども。

また、新庄市におきましては、通年観光がなか

なかできないということが問題になっており、

新庄まつりも３日間ですし、雪ですとなかなか

雪まつりやワンダーランドもそんなに長くはで

きないんでしょうけれども、通年観光をするた

めの施策をもっともっと強化していくべきだと

思いますけれども、そこら辺は今回そのような

分析はなされたのでしょうか。よろしくお願い

します。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 まず、四季の体験という

ことですので、これはやはり季節に合わせた日

本の四季を体感したいということでしょうから、

通年の中でも春の桜からアジサイの開花するま

での花とか、祭りや食という形で四季の中でそ

のシーズン、シーズンに我々のほうでテーマを

提供できればいいのかと思っております。 

  また、通年型の観光ということでは、先ほど

も申しましたけれども、歴史センターと連動し

た漫画ミュージアムという施設を体験し、その

中から深く興味ある部分に触れていっていただ

けるようなものをつくっていければいいのかと

いうことで、今後も考えていきたいと思ってお

ります。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。インバ

ウンドの誘致の実行委員会は新庄市が事務局と

なっておりますので、そこら辺は積極的に考え

ていただいて、ほぼ台湾人の方ですので、台湾

人の方がどのような考えで、そして訪れたいよ

うなものをつくり、こちらがどのようなもてな

しができるかも一緒に考えていただければと思

いますので、その辺はぜひともよろしくお願い

したいと思います。 

  次に、153ページになります。エコロジーガ

ーデンのことについてお伺いいたします。成果

表では122ページ、下段のほうになります。 

  今エコロジーガーデンの来客者数がかなり多

くなっておりまして、一番要因になっているの

がkitokitoマルシェを開催するなど、エコロジ

ーガーデン交流拡大プロジェクト実行委員会の

方がやっておりますからこのような形で出てお

ります。そうした中でも、エコロジーガーデン

原蚕の杜は有形文化財になりましたし、その取

り組みも一緒になされなければいけないんでし

ょうけれども、なかなか有形文化財とわかって

いらっしゃる方が少なくて、何かエコロジーガ

ーデンはkitokitoマルシェが主体となってしま

っているような感じがするんですけれども、そ

こら辺どういう取り組みをなさっているのか。 

  また、あそこを使う中で内規みたいなものが

あるのかと思いました。というのは、この前も

kitokitoマルシェがございましたけれども、使

い方にちょっとふぐあいがあるのではないかと

思った点が多々あったものですから、そこら辺
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をしっかり強化していかないと、ただ使ってお

客さんが来るだけではなく、あくまでも有形文

化財を利用するということが目的ですので、そ

こら辺をしっかり履き違えないようにしないと

いけないと思うんですが、その辺どうでしょう

か。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 今、佐藤委員から質問が

ありましたkitokitoマルシェが中心になって、

なかなか有形文化財という部分のＰＲ、クロー

ズアップが少ないのではないかということだと

思いますけれども、ここにつきましては、さき

に皆様方に御紹介しましたように、ここの部分

を保存・活用計画という形で文化庁から補助を

いただきまして改修していく予定としておりま

すので、その計画を一歩一歩進める中で、市民

にもまたより一層この有形文化財というものの

認知が高まるのではないかと思っております。 

  あわせまして、今後改修保存計画という形で

エコロジーガーデン全体の第４期計画もこれか

ら定めてまいりますので、今御指摘がありまし

たような使い方の部分など、利用されている各

団体にもいろいろとお話をしながら第４期計画

でしっかりとそういった部分を反省していきた

いと思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） ぜひともよろしくお願

いします。 

  また、成果表にもございますとおり、青山学

院大学の方が来ておられますけれども、せっか

く青山学院大学の方が来られていますので、学

校や地域の方々ともっと交流することが必要だ

と思うんですけれども、マスコミあたりにも何

か取り上げてはもらっているんでしょうけれど

も、市民の認知度が少ないと思うんです。そこ

ら辺、もうちょっと協力していただければ青山

学院大学の方ともうちょっと交流が深まると私

は思いますが、どのように感じていますか。 

渡辺安志商工観光課長 委員長、渡辺安志。 

奥山省三委員長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 青山学院大学との交流に

つきましては、学生から調査活動をしていただ

いたり、また中学校との交流等の授業をしてい

ただいているところでございます。何にせよそ

うですが、始めたときは大きくマスコミに取り

上げられるんですけれども、しっかりと中学校

との交流等は行われております。その中で２回

目、３回目となるとなかなか取り上げられない

部分がありますけれども、交流においては、大

学生とお話ができて非常によかったという中学

校の声も聞いておりますので、機会があるごと

にそういったものをお伝えできればいいかと思

っています。 

  また、逆に東京のほうでも、学生のほうで新

庄、山形の食材を通して食文化等を大学で御紹

介いただいているということもありますので、

今後とも双方においてそういった交流が深まる

ように我々でやっていきたいと思います。 

１２番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

奥山省三委員長 佐藤卓也委員。 

１２番（佐藤卓也委員） わかりました。全体的

に新庄市はどうしてもアピール下手、なかなか

そういうところに積極的に行く方が少ないの

で、行政もそうなんですけれども。いろんなこ

とに対してマスコミを使ったりＳＮＳを使った

り、もっともっとアピールすることによって新

庄市がもっともっと光り輝く、そして新庄市民

の方がもっと誇りを持てるようなことをしてい

かなければいけないでしょうし、それに対して

マスコミに対してのアピールがまだまだ不足し

ていますので、ぜひともそこを協力していただ

いて、新庄市を住んでよかったというまちにし

ていただければと思います。ありがとうござい

ました。 
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奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 私から三、四点質問さ

せていただきます。 

  まず初めに、188ページ、社会体育費10款５

項11目県縦断駅伝競走大会についてお伺いいた

します。成果表には載っておりますが、強化策、

７期になって平成28年度で強化策事業が一段落

したという形で載っておりますが、この辺の強

化をやった成果、どういうふうに競技者にあら

われたのか、まずお聞かせいただきたい。 

  そしてまた、この駅伝に新庄・最上、特に新

庄から選抜されて行かれる選手に対して、選手

みずからの駅伝参加するための自己負担が伴っ

ているという話をお聞きしたのですが、その辺

もどうなのかお聞かせいただきたい。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 駅伝強化対策事業でござ

います。平成28年度の駅伝本体の部分について

は10位という成績で、順位から言えば下位のほ

うだったわけですけれども、平成27年度から比

べると12分縮めているという中で、それぞれの

チーム自体がそれぞれやはりレベルが上がって

きているということが言えるのかと思っており

ます。 

  ただ、実際に駅伝強化の部分については、そ

れぞれ練習会、合宿等も組みながら、それぞれ

の自己研さんを図りチームワークも整えながら

やってきているということで、これについては

昨年途中で１名３月に教育委員会所属の村川が

自己都合により帰ることになったわけですけれ

ども、その中でことしも今不在の状況にありま

すが、これについては当然その分の補充という

ことも考えながら、あわせてレベルアップを図

っていきたいと考えてございます。ただ、練習

の部分についても、このたび陸上競技場も整備

されたという中で、練習の回数もそれぞれふえ

てきているという中で、なおかつ個々人仕事終

わりに陸上競技場を使って練習しているという

部分があろうかと思います。 

  自己負担がどうなのかという部分については、

実際には大会、練習会、その他の部分について

は、この駅伝強化対策事業の中でやりくりして

いるはずですので、実際に個々で練習に行く、

いわゆるガソリンであったりとか、その辺は当

然自己負担になろうかと思いますが、それ以外

の部分についてはこの駅伝強化対策事業で賄っ

ていると思っております。以上でございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） この強化した成果とい

うのは非常に、本当に出てくるのはそう簡単な

ことではないと思います。しかしながら、やは

り強化策という事業を打ち出してやってきてい

るわけですから、やはり我々市民が思うには、

それなりの成績とか顕著にあらわれてくれば、

我々市民も、ああ、強化策がよく実ったなとい

う感じで受け取れるわけであります。そうした

ことでひとつ我々市民に感動を与えるような駅

伝競走大会にしていただきたいと思います。 

  後のほうの選手が自己負担、私が耳にしたの

は、何かユニホームとかそういうものに対して

負担が伴っているよと。これを聞いたとき、選

手としては中学生もいるわけですね。高校生。

特に中学生の場合なんか、高校生も当然なんで

すが、選手たちに自己負担を伴ってまで駅伝派

遣をする、私から思えば非常に酷だなと。新

庄・最上の代表で、新庄・最上の顔で、顔がよ

くなるかならないか、その人の走り方とかいろ

んなものが左右されるわけでありますが、こう

いう中学生や、ましてや高校生とかそういう

方々に自己負担を伴うようなことは、考えるべ

きではないかと私は思うんですが、その辺簡単

に答弁願います。 
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荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 ただいまユニホームとい

うことであったんですけれども、ユニホームは

支給という形でなされているというようなこと

でございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） ユニホームというか衣

服、あと何か、これは先生から聞いたんだ。こ

れはうそではないと思いますよ。そういうふう

な対応は、極力やはり控えるべきであると私は

思う。ひとつその辺、中学生も代表で行ってい

るわけですから、対応している先生方と話をし

てきちんと対応、そういう自己負担が伴わない

ような対策を講じていただきたい。 

  次に、小嶋委員も質問されたのと関連で言え

ばよかったんですが、167ページから168ページ

の８款６項２目防災対策事業、これは防災無線

絡みで20基ほど設置されたわけですが、これだ

けではまだまだ、新庄市全域を網羅した場合ま

だ空白地がある。当然これは行政でも把握して

いて、また３期とかそういう事業を始めるのか

と思っております。 

  そうした中で、ことしはそういう計画はない

ような感じですが、できれば早目に予算をつけ

ていただいて、やはり空白地を解消すると。本

合海地域には２基ほど設置されているそうです

が、うちの町内というか、うちのところまでは

ひとつも聞こえてこないような状況であります。

聞こえてくるのは大蔵の大坪地区の大蔵の無線

が聞こえてくるのであって、そういう状況下に

あるところも数多くあると思います。できるだ

け早目に予算を確保していただきたい。今この

空白地にどういう計画を持っているのか、お聞

かせいただきたい。 

  そしてまた、防災無線、防災の鉄柱というか、

これを立てる際に、やはりそれに協力する土地

が必要である。そしてまた、班を持っている消

防団においては、消防小屋があるところへ設置

したいとなればそこを協力するという話もうち

の場合はあるわけなんですが、消防団で昔よく

警鐘台とかを設置したわけですが、今それが鉄

骨でされたりしているわけですから、古くなっ

てかなり危険な状態にもなってきているところ

もある。そうした場合、防災無線の柱を立てる

場合、そういう古くなった警鐘台を壊してその

場所へ立てていただきたいという消防団の話も

あると聞いております。ということは、前の警

鐘台にはホースもつるしてかけられる状態であ

ったわけですが、防災無線の柱を立てるときに、

そういうホースも下げられるような立て方なん

かも考えていただきたいと思います。その辺、

お考えはどうですか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 防災行政無線の工事関係とい

うことでございますけれども、平成28年度に市

内の土砂災害警戒区域を中心に20基設置させて

いただいたところであります。今後の計画でご

ざいますけれども、今年度、用地の選定や地元

の調整などを進めまして、平成30年度に実施設

計の委託、そして平成31年度、平成32年度に更

新を完了させていきたいと考えているところで

ございます。 

  そして、空白区域の部分でございますけれど

も、地元の意見も聞きながら現在調整中という

ことでございますが、同報無線といいますと、

風の向きによって聞こえる範囲や伝わり方は相

当影響されると言われているところでございま

す。そういう点からしまして、実際網羅的につ

けるとなると、同報無線同士が反響してしまう

など弊害があることも聞いておりますし、そこ

の部分も考慮しながら進めていく必要があるか

と考えております。 

  そして、土地の問題でありますが、一度建て
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れば長い間使っていくという施設になりますの

で、基本的には公民館や市の施設、消防用のポ

ンプ小屋の敷地などを候補として考えていると

ころであります。その際、消防車庫であれば警

鐘台などがありますので、そこにはホース柱な

どもございます。そういう点から、消防団に古

い警鐘台があってそこに建てかえを希望するの

であれば、かつ、地元の合意を得られるという

のであれば、今回の防災無線の整備工事の中で

取り組んでいくよう消防団と協議しているとこ

ろでございます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 災害における防災無線

でありますから、いかに早く災害状況を市民に

伝えるかというのは、やはり無線そのものが市

民にとっては非常に早く知れる物事があるわけ

ですから、できればやはり空白地がなくなるよ

うに設置をお願いをしたい。 

  消防団のそういう声もあるわけですから、で

きればホースなどつるして乾かす。やはり消防

団から見れば、ホースは火災現場なんかは特に。

今のホースは濡れても余りかたくならない。昔、

我々がしたときは、１回濡れるとかかたくなっ

て、冬で言えばすみたみたいな形になって、２

回とすぐは使えないような状況だったんですが。

できれば、なるべくホースなんかは早く乾燥さ

せて、そして次の災害に備えるという消防団の

一つの使命もあるわけですから、どうぞその辺

もあわせて検討願いたいと思います。 

  １つ聞きたいことなんですが、一般質問で髙

橋富美子議員も質問されていたんですが、190

ページ、10款５項13目山屋セミナーハウス管理

運営事業費1,067万5,010円。修繕料39万円とか

あるんですが、髙橋富美子議員の答弁では機能

強化も考えての答弁だったかと思いますが、機

能強化に対してあの当時の予算は平成27年度の

12月補正だったと思います。そこで270万円の

補正をつけて調査をやると。そして、調査をや

った。しかしながら、議会にはそれなりの調査

の結果とかそういうものの説明がなかったかと

思いますが、その辺はどう考えていますか。 

荒澤精也社会教育課長 委員長、荒澤精也。 

奥山省三委員長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 セミナーハウス、平成27

年に270万円をかけて調査費を当て込んで機能

強化策としてどういった部分で予算がかかるの

かという部分で、当時調査した部分では9,900

万円ほどかかるという中で調査を終えたわけな

んですが、実際にはその当時、総務文教の常任

の協議会の中でお示しをさせていただいたとい

う状況であります。ただ、その後、実際に温泉

の営業再開という話がありまして、当時はその

後全員協議会を開く予定で構えておったわけで

すが、その間そうした再開の話が出た中で、当

然、総務文教の委員協議会の中で実際に再開す

るということであれば、金沢温泉、それからセ

ミナーハウスでまた源泉を引っ張ってそうした

機能強化を図るというのはいかがなものかとい

う中で、調査費270万円をかけたわけですが、

それをそのまま実行に移すという考えはないの

ではないかという意見もあった中で、当然、そ

の後全員協議会を開くかどうかという話になっ

たときに、ではその部分についてはまず動向を

注視しましょうという中で全員協議会までは開

かないとなった経過であったと思います。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） この事業は、前の課長

のときからのことですね。そう詳しくはバトン

タッチしていたか、していなかったか。私が見

ると、実際バトンタッチになっていない。この

機能強化は、もう金沢温泉は期限つきで２年間

という形で話し合いはできている。副市長、そ

うでしょう。２年間ということで山屋温泉は再

開するんだよと、そういうような話をされてい
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るんですよ、市側と。それはどっかへ行ってし

まっているもんだから、そういう話になってし

まう。そういうふうな物事が、どっちが先かわ

からないようなことを言ってはだめなの。何回

も農協とも話をしてのことだろうから。そして、

セミナーハウスの機能強化の中には、市民も一

緒に利用できるような入浴施設をやりますと、

そういう調査をやりますということでやったわ

けです。そうした形で今、課長が言ったことは、

委員会にはそのように話をした。ただそれだけ。

私が議長をしたときは、もう年を越したわけだ。

平成28年になったから。全体的に議会にも説明

は欲しいだろうと言ったことはある。そういう

状況下を受けたなら受けたなりに説明をしても

らいたいわけ、我々議会としては。 

  要するに、これだけの270万円の調査費を費

やして、その費やした費用の中には温泉を山屋

セミナーハウスまで引き込む調査費だった。そ

の後、議会全体に何もない。どこへ行ったかわ

からないような。これでは余りにも予算の執行

が、私から言えばずさん、何も生まれていない。

そういうことでいいんですか。この調査費をつ

けたけれども、何も生まれていない。ただ、今、

課長が言った、温泉が再開したから、温泉は続

けると言ったから、それはちょっと休んでいる。

これはおかしくないですか。それに入る前に、

ちゃんと調査費つける前に、そういうことを話

をしておかないとおかしいじゃないですか。

（「そうだ」の声あり）何で調査費をつけて、

温泉はまた再開したからと。その辺、副市長、

答弁してください。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 平成27年12月補正で当時の源泉

を所有しているＪＡ新庄市との間で、それ以前

から株式会社奥羽金沢温泉が休館といいますか、

ポンプの故障でしばらく営業を休止していたわ

けです。そういう中で、たくさんの市民要望等

があった中で、では源泉を所有しているＪＡ新

庄市としてのお考えはどうなんですかという話

は、私がＪＡ新庄市と何回か源泉を貸していた

だけるかどうかの話をしながら、大体そういう

考え方であればそれはそれで考えますという中

を受けて、平成27年度12月の予算の中で平成27

年度で270万円という予算を執行させていただ

いて、源泉から山屋セミナーハウスまでお湯を

引けばどのぐらいの経費がかかるかなどの調査

を行ったということでございます。当然、その

当時はまだ奥羽金沢温泉が休止という段階でし

た。 

  そういう中で調査を行った結果、約１億円近

く経費がかかるだろうという結果については出

たわけですが、５月だったか、平成28年度に入

ってから、総務文教委員協議会にその調査の概

要について社会教育課のほうでたしか説明をし

たと記憶しております。そういう中で、奥羽金

沢温泉がさらに再開をしたという結果でござい

ます。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 副市長、奥羽金沢温泉

が再開したのは、市と話し合ってのこと。セミ

ナーハウス、これを許可すると。そして、市民

も入れるような調査もやると言ってのことで、

奥羽金沢温泉側は、調査してできるまで２年間

ぐらいはかかるのではないかという話で、私た

ちは２年間という期限をつけて再開したんだよ

と、そういうふうに言っているんだから。片方

では市側と話をして、市が調査費つけたんでし

ょうよ。温泉側は何も言ってないのに、勝手に

調査費をつけて、やれるわけないでしょう、温

泉を分けてくれるかくれないかわからないのを。

ちゃんと温泉側と話し合いをしての進め方でし

ょう、270万円という調査費をつけて。そんな

ことを言っていたら、何も先のことをわからな

いで調査費だけつけて、温泉側が温泉を分けて
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くれるかくれないかわからないようなものに、

無計画な調査費なんかつけるほうがおかしい。

もう時間がなくなるけれども、そんなことよ。

そっちやったり、こっちやったりしてるからお

かしくなるんだよ。話、ちゃんと温泉側とそう

いうふうに話をしていますよと。だから、私は、

話なんか言ったの言わないだのなるから、ちゃ

んと議事録をとったりちゃんとしておかないと

だめですよと言ったんだけれども。 

  いいですか。こういうこともあったんですよ。

議員からだって。市民も入れる温泉の調査だっ

たら、まずはいいのでないかと、調査費は。そ

ういうことで内々に話はしたのも議員同士であ

るんですよ。それが何も、どこへ行ったか見え

なくなったというのは、これはおかしくないか

というの。何かやったりして。あと１分しかな

いけれども。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

奥山省三委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 市側で調査を行う前提として、

奥羽金沢温泉と私は一切話をしておりません。

源泉を所有しているＪＡ新庄市とお話をしたと

いうことでございます。その中で、２年間頑張

った後は市が行いますなんていう約束も何も一

切しておりませんので、そこは誤解のないよう

にお願いしたいと思います。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） 源泉を持っているのは

新庄農協ですね。そういうふうな農協だって、

温泉側だって、そう変わらないのよ。みんな一

体感あるわけだ。温泉側だけが源泉をやるとか

って言われないの。だから、こういうことを温

泉は会社、株式会社もある。源泉は農協が持っ

ている。そういうのはあるけれども、これは一

体感なのよ。そうとらないからおかしくなるん

だ、話が。市側が。いいですか。こういうこと

をやっているから、こういう状況が起きてくる

の。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定に反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成28年度一般会計決

算に反対討論を行います。 

  評価するところは、私としてはたくさんあり

ますが、反対の理由だけを述べさせていただき

ます。 

  １番目に、好転している財政は、市民の家計

を温める施策に生かすべきだということです。 

  平成28年度の決算で実質公債費比率が9.1％

に改善されました。財政調整基金は前年度比約

４億円ふえ、約22億円になりました。私が見る

限り、過去最高になっていると思います。 

  しかし、財政再建を行う中で、80歳以上の方

のタクシー券を削り、障害者の福祉タクシー券

も削り、はり・きゅう・マッサージの補助券な

ども削られ、そのまま市民には我慢を強いてい

ます。新庄市はお金がないからと言う市民が多

いです。特に福祉タクシー券は、枚数はほぼ半

分から３分の１という県内で最低の水準で、決

算として約115万円になっていますが、これは

少な過ぎると思います。障害者や高齢者に温か

な福祉施策に改善できたと思います。 

  国保税１人１万円の引き下げや介護保険料の

引き下げ、利用料の減免、医療費の窓口負担の

減免、がん検診の無料化による検診受診率の向

上、早期発見、福祉の充実、住宅リフォームの

拡充、わらすこ広場や老人福祉センター、市バ

スなどの利用料の引き下げなどによって市民の

家計を温める施策に生かすことができたのでは

ないかと思います。 
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  反対の理由の２番は、学校給食などの民間委

託や保育所の民営化、指定管理制度は働く人の

貧困化を招き地域の経済悪化を招くものだとい

うことです。 

  民間委託や指定管理を、市の直営に戻すこと

も検討すべきだと思います。働く人の待遇改善

は市民や子供の命を守ることにつながります。

市内の自営業者の方から次のようにお話をお聞

きしました。市直営から民間委託になって、買

ってもらえなくなり売り上げが減った、民間委

託になって市外から購入するようになったよう

だということでした。 

  民間委託は、地域経済を疲弊させるものでは

ないでしょうか。保育所の民営化ではなく、公

立保育所を守り、給食の直営調理を守り、保育

士の正規採用化を進め、子供たちに安定した質

の高い保育を保証していく手本となるべきだと

思います。 

  ３つ目の理由は、正職員をもっとふやすべき

だということです。 

  正職員が平成28年４月１日現在、283人、嘱

託職員は73人、日々雇用職員は76人で、延べ

432人です。市職員の10人に３人から４人が非

正規職員となっています。非正規職員をふやし

て仕事をカバーして人件費を抑制している状況

です。 

  公務員は、子供と市民の基本的人権を守る仕

事です。自分の身分が不安定では、全力で人権

を守る仕事に没頭できないのではないかと思い

ます。国や市の財政難の原因は公務員にあるの

ではありません。庶民にはさまざまな増税をし

ながら、軍事費拡大と大企業に法人税減税など

の結果、家計は冷え、景気悪化を招き、国とし

て税収が減り財政難となり、社会保障の財源も

減らしてしまっているからです。 

  公務員も庶民の一人であり、賃下げと増税、

社会保障の削減で家計消費が落ち込み、市経済

に回るお金が減り、税収減へつながっていくと

思います。正採用を減らしていくことは、悪魔

のサイクルを行政みずからつくることになりま

す。市職員は、仕事量はふえているのに人が減

り、責任が重くなり、結果、長時間労働になり

心身を壊し早期退職に至っている方も出ている

ように思われます。臨時職員では家族を持つ展

望を持ちにくいです。正職員をふやして安定し

て働けるようにすべきだと思います。 

  公務を支えているのは人です。その専門性は

担い手である労働者の知識、経験として蓄積さ

れます。そして職場内訓練などを通じて長期に

蓄積されていくものであります。あえてそれを

中断させるのは税金の無駄遣いだと思います。

公務の質を維持向上させるためには、その担い

手が誇りを持って安心して働き続けることので

きる賃金と労働条件を保障することが大切だと

思います。 

  ４つ目の理由は、小中一貫校問題です。 

  小中一貫校は、これ以上ふやすべきではない

ということです。小中一貫校は、学校統廃合の

ためのものであり、小学校高学年としての活動

が保障されないという問題があります。小中一

貫校の教育効果は検証されていません。小中一

貫校での４・３・２体制では、小学校高学年と

しての活動が保障できません。さらに、教師の

多忙化に拍車がかかるという問題があります。

大規模な小中一貫校づくりを進めた品川区では、

15年間で不登校がふえ、いじめがあると子供か

ら訴えがあったにもかかわらず、先生方が忙し

過ぎて十分な対応ができなかったそうです。そ

の結果、同学年で３人も子供の自死が起きてい

ました。 

  いじめなど問題があれば、先生方、子供、保

護者のみんなで知恵を集め、時間をかけて話し

合うことが必要です。小学校をなくすのではな

く、小学校として守り、小学校を充実させる方

向を目指すべきだと思います。大規模校ほど先

生方の残業がふえる傾向があります。先生の超
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多忙化によって、肝心の授業についていけない

低学力の子供に補習ができない現状があります。

これを放置することなく、全ての子供に基礎的

学力を保障するため、放課後の補習の体制も必

要ではないかと思います。 

  ５つ目の反対の理由ですが、住民の暮らしを

守る立場から、市長として国に対してもっと意

見や要望を言う必要があるのではないかという

ことです。 

  臨時財政対策債が約51億円になりました。市

債に占める割合が45％にもなりました。地方交

付税で措置するというものの、平成24年度と比

べて平成28年度は88％になり１割以上も地方交

付税は減り続けています。地方譲与税も地方消

費税も減り、消費税増税やアベノミクスによる

景気悪化が市民の暮らしや市財政に大きな影響

を与えています。消費税増税はきっぱり中止を

求めるべきだし、国として税増収を図り、住民

の福祉を担う地方の財源は保障すべきと国に言

うべきだと考えます。 

  私たちは、消費税増税をしなくても大企業や

大富豪にまともに税を負担してもらう、また、

さらに労働者の雇用の安定や最低賃金の大幅引

き上げで増収を得ることができ、社会保障の充

実や地方財政の確保ができると考えます。 

  さらに、不要不急の大型公共事業を中止し、

生活密着地域循環型の地方の公共投資に切りか

え、海外での戦争のための無駄な軍事費を削減

し、社会保障や中小企業支援、農業支援のため

の予算充実を求めるべきです。地方自治の大部

分が国によって決められます。住民を守る立場

で意見や要望をもっと言うことが重要だと思い

ます。以上です。 

奥山省三委員長 認定に賛成討論として遠藤敏信

委員。 

   （９番遠藤敏信委員登壇） 

９ 番（遠藤敏信委員） 議案第64号平成28年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

て賛成討論を行います。 

  昨年は、新庄まつりの山車行事がユネスコ無

形文化遺産に登録された記念となる年でした。

また、大きな課題でありました財政の健全化に

おいても、絶え間のない努力が実を結び、実質

公債費比率や将来負担比率も改善を見せ、さま

ざまな課題に対する取り組みが加速しています。 

  このたびの決算を見ますと、決算総額につい

ては、前年度との比較において歳入歳出ともに

増加しておりますが、歳出では新庄市総合戦略

に基づく多様な施策の展開や市施設の改修など

の喫緊の課題への対応、また歳入ではふるさと

納税の取り組み強化による寄附額の増加など財

源の確保を図っており、バランスのとれた決算

の内容になっていると思います。 

  歳出面においては、子育て支援事業において、

子育て家庭にかかる負担の軽減のため、第３子

以降児童の保育料免除事業の対象児童の拡大や

ファミリーサポートセンターの開設による仕事

と子育ての両立支援、また、子ども・子育て支

援新制度による民間立保育所や小規模保育所の

増加が保育環境の充実につながっています。ま

た、将来の妊婦保健診査に加え、早産予防のた

めの超音波検査費用の助成を実施しており、安

心して子供を産み育てることができる環境整備

に努めていると思います。 

  雇用創出の面では、企業誘致活動の積極的な

取り組みや用地取得助成金、企業立地等雇用促

進奨励金交付金交付制度の活用のほか、市民と

一体となった活動による高規格道路整備促進に

伴い、中核工業団地への企業立地が進んでおり、

雇用の創出に大きく寄与しています。 

  交流拡大の中核である新庄まつりは、山形県

で初めてユネスコ無形文化遺産に登録され、登

録後初となったことしの祭りでは、これまでで

最高の人出になったようです。今後のさらなる

地域活性化に寄与するものと期待されます。ま

た、地方創生加速化交付金や地方創生推進交付
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金を活用し、訪日外国人旅行客をターゲットと

した観光まちづくり事業を初めとして総合戦略

推進のための事業が実施されました。 

  農業関係においても国・県の交付金などを活

用した多様な事業を展開しており、付加価値の

高い農産加工品の開発など６次産業化推進事業

や地域間競争力の強化に資する事業が行われて

おります。 

  雪国での最大の課題である雪対策では、きめ

細やかな除排雪を初め消雪道路整備や流雪溝整

備を進めており、一方では、雪国体験施設整備

事業によりスノーモービルコースの整備など雪

と親しむ事業も展開されました。 

  防災対策では、市本庁舎と武道館の耐震改修

工事の実施、また、市内の土砂災害警戒区域に

デジタル防災行政無線の整備を行うなど、安

心・安全な市民生活の確保につながるものと思

います。 

  教育分野では、地域に根差した小中一貫教育

や小学校における英語のカリキュラム化など英

語教育の強化と国際理解教育の充実のため、語

学指導員ＡＬＴの増員を図ったほか、陸上競技

場の全天候型トラックへの改修など施設整備も

行っております。 

  平成28年度決算は、これまでの市を挙げた財

政の健全化への継続的な取り組みを堅持した中

で、多様な課題に対応した事業の展開を図った

決算として大変意義深いものであると思います。

少子高齢化、人口減少社会の中、地方創生に向

けた取り組みを国や県と歩調を合わせながら確

実に進めていかなければなりません。私たちの

これまでの努力を無駄にせぬよう、健全な財政

の運営に細心の注意を払うとともに、事業の的

確な企画と執行によって、市勢の発展、そして

市民生活の向上の期待に応えられることを切に

願い、今般決算の賛成討論といたします。御清

聴ありがとうございました。 

奥山省三委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号平成28年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので電子表決システムにより採決を行います。 

  議案第64号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の

委員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

奥山省三委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、棄権な

し、賛成多数であります。よって、議案第64号

は原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  ただいまより10分間休憩いたします。 

 

    午後２時０１分 休憩 

    午後２時０９分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第６５号平成２８年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第65号平成28年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、
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歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の166ページの

２財政状況というところです。そこで下のほう

に平成28年度の差し引き額は５億3,070万円と

出ておりまして、これは単純に差し引きした結

果こうだということのようです。そして、２の

財政状況の１行目に、実質収支は２億6,931万

8,726円の黒字となっているということで、こ

れが実際の単年度の収支といいますか、国保会

計の平成28年度は黒字になっているというあら

われだと思います。 

  それから、決算の214ページ、９の１の１に

基金積立金がありまして、これは成果にも出て

いるわけですが、6,862万7,000円と出ておりま

して、実質収支のほかにこういう積み立てがで

きたということですので、これも黒字と受け取

っていいんだろうと思います。 

  さらに、決算の305ページの５を見ますと、

国保給付基金、国民健康保険会計の給付基金が

幾らになっているかということで見ますと、１

億3,000万円ということで、これらが最近の国

保会計の新庄市の状況をあらわし、合わせます

と４億6,762万円ということになる。つまりこ

のぐらいの現在の黒字、次の年を見越した繰り

越しを考えても、このぐらいの黒字が会計とし

てはあると見てよろしいでしょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 平成28年度の決算につきまし

ては、今委員から御指摘ありました成果表166

ページに記載になっております。２番の財政状

況の歳入歳出差し引き額、平成28年度５億

3,070万7,106円というのが歳入歳出差し引き額

でございます。あわせまして、隣の167ページ

の一番上の上段に（２）給付基金としまして平

成28年度末残高としまして１億9,800万円ほど

の給付基金がある形となっております。 

  現在の財政状況としましては、この給付基金

の額と平成28年度の決算の剰余金が５億円ある

という形で、お金が残っているという形にはな

っているんですが、平成28年度の基金から１億

円を取り崩して平成29年度の歳入予算に基金を

使用しておりますので、現在の金額としまして

は、平成28年度の歳入歳出差し引き額の５億円

と基金の9,800万円ほどが金額としてあるとい

う形となっているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま平成28年度か

ら平成29年度に向けて１億円の基金を取り崩し

ているというお話がありました。平成28年度で

見ますと、審査意見書の23ページに平成28年度

の１世帯当たりや１人当たりの国保税が載って

おります。平成28年度は約21万円、国保加入者

１人当たりでは12万円という国保税だというこ

とになっております。これをどう見るかという

ことで見ますと、実は平成28年度、この12万円

の国保税は、県内でトップではないのかお聞き

したいと思います。平成27年度、平成28年度、

国保税の大体の課税の基準は同じなんですけれ

ども、平成27年度、県内で新庄市が１人当たり

の国保税ではナンバーワンでした。１人当たり

の医療費は31位ですから、その中でナンバーワ

ンの国保税を納められた結果、このような黒字

になり続けているのではないかと想像されるん

ですが、平成28年度の国民健康保険税、県内で

何番目ぐらいになったのか、お願いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 それでは、13市になりますけ

れども、13市の平成28年度における国民健康保

険税、１人当たりの実績を紹介したいと思いま

す。単純に国保税の調定額とその人数で割り返
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してございますけれども、１人当たりの調定額

については14万7,163円、県内で２位でござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １人当たりの国民健康

保険税が平成27年度は県内１位、そして平成28

年度は13市の中で第２位ということで、非常に

高い国保税が市民に課せられていると思います。

これは、先ほど言った平成28年度の黒字額から

見たら、黒字額を被保険者数の8,677人で割っ

てみると１人当たり５万3,892円ぐらい、１人

当たり５万円ぐらいの黒字に平成28年度はなっ

ているわけです。 

  一方、市民に対しては、13市のうちで第２位

という最高レベルの高い国保税をかけている。

黒字額は１人当たり５万円も出ているというこ

とを見たときに、私は、平成28年度１人当たり

の国保税を第２位などという高い国保税ではな

く、１人当たり１万円の引き下げ、十分可能だ

ったのではないかと想像するんですけれども、

この会計を見てどうお考えになるのか、お願い

します。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 結果として平成28年度の決算

におきましては５億円ほどの剰余金が発生した

ということで、今委員のほうで御指摘ありまし

た被保険者１人当たりの金額に直しますとそう

いった金額になるかと思いますけれども、いろ

いろな条件が加味されてこういった剰余金が発

生したということですので、平成28年度発生す

る前の段階でこういったことが予想されたとす

れば、委員がおっしゃるような部分の話もあっ

たかとは思いますけれども、そこまで予想する

ことがなかなか困難な部分もあったかと思いま

すので、そのような形で考えているところでご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 予想はできなかったと

いうことでありますが、しかし、国から特別な

補助金といいますか、国保会計を安定させるよ

うに延べ3,700億円だったか3,400億円だったか

と思いますが、それらは市民、国保加入者にし

てみれば１人当たり１万円ぐらいに相当すると

記憶しておりますが、そのぐらいの国からの特

別の補助があったこともこのような黒字になっ

たのではないかと思いますし、私としては、そ

の間ずっとこの補助金で高過ぎる国保税の引き

下げができるのではないかと議会で何度も質問

してきたと思いますが、それに対して今反省す

るところはないのか、お願いします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今、委員からお話がありまし

たとおり、確かに国では平成27年度から1,700

億円の財政支援ということで始まりまして、今

委員がおっしゃったように新庄市にもその財政

支援ということで、１人当たりの金額に直しま

すとたしか6,000円くらい財政支援がふえると

いうお話を過去の議会でもした経緯があったか

と思いますけれども、ただ、その段階で医療費

の今後の伸びもかなりあるであろうというお話

もしたかと思います。そういったことも勘案し

ましての国保税率の引き下げ等々の話にはなか

なか踏み込めなかったということについて御理

解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 理解はしました。 

  次に、審査意見書の44ページの国保税の未納

件数ですが、平成28年度分は517件。5,064世帯

の中で517件という数は10.2％、約１割の世帯

が平成28年度の国保税が未納になっています。

１世帯当たりにすると約11万円もの未納となっ
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ていますが、これについてはどのように見てお

られるのでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 国保税につきましても、やは

り一般市税と同じようにいわゆる未納額、また

は不納欠損金がございます。その中で、特に国

保税につきましては、制度そのものについて非

常に複雑になっております。税につきましては、

50％が応能分、それから応益分で50％というこ

とで、応能分につきましては所得割と資産割と

いう形でございます。こちらについては割とい

わゆる低所得者以外の方が該当するものでござ

います。応益分の50％部分につきまして、平等

割部分につきまして７割軽減、５割軽減、２割

軽減という形で軽減措置をとってございます。

そういう内容でございまして、その中でもやは

り未納というものについては非常に残念な結果

であると把握してございます。 

  この原因といたしましては、いわゆる５年で

時効になる部分、それから３年で執行停止と即

時欠損という形でございますけれども、前年度

から比べますと割と減ってございます。これに

ついては、やはり所得割そのものについてが若

干いいような状態という形になります。その中

で未納の部分につきましては、やはり生活状況

そのものもそうなんですけれども、税金と同じ

ようにそれぞれの理由につきましては、やはり

生活、無財産、生活困難、所在不明という形が

執行停止の主な理由でございます。その部分に

ついてこちらでも窓口対応、市税と同じように

その方その方に合った納税の仕方を個別で対応

して、何とか未納金を防ぎたいという方策で取

り組んでございます。以上でよろしくお願いし

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書の28ページ

の8,677人という加入者の平均所得は、どのよ

うに把握しておられるのでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 所得そのものにつきまして個

別にそれぞれ検証したということはございませ

んけれども、いわゆる所得割についての方でご

ざいますけれども、この方につきましては１世

帯当たり約24万円ほどでなってございます。 

  なお、未納者そのものについての所得ですけ

れども、やはり低所得者の方が多うございます。

所得別の滞納者でございますけれども、やはり

50万円未満の方が35％を占めてございます。そ

の次に、300万円以下は33％という形で、やは

り低所得者の方については非常に厳しいのかと

いう状況でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 未納者に低所得者が多

いということに関してなんですが、2015年度の

加入者１人当たりの年間平均所得を見たときに、

全国平均ですが市町村国保の場合は83万円、中

小企業の関係者の協会けんぽの所得は137万円、

大企業に関連したところの組合健保の方の１人

当たりの年間所得平均は200万円というふうに、

市町村国保に加入する人々の年間所得が非常に

少ない。特に大企業関係の組合健保の加入者の

平均所得に比べると、わずか42％という全国的

な数字がありました。 

  それに対して、では国保の保険料負担はどの

くらいなのか、所得に占める割合はどうなのか

と見たときに、市町村国保の所得に対しての国

民健康保険料は9.9％、中小企業関係の協会け

んぽは7.6％、大企業関係の組合健保は5.3％と

いう所得に対する健康保険料の負担割合が出て

おりました。 

  こうして見ますと、市町村国保の加入者は、

大企業などの組合健保に比べると所得は42％し
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かないのに、国保の保険料の負担割合は２倍以

上になっているんですね。２倍なんです。所得

は少ないのに、半分以下なのに、国民健康保険

の保険料負担が２倍、１人当たりです。多分、

新庄市もそういう状況になっているんだろうと

思います。そういう意味で、国民健康保険税の

負担が所得の少ない方々にとって大変な重さに

なっているということがわかるのではないかと

思います。最も平均所得の低い国保加入者が最

も高い保険料を支払っているということで、加

入者が支払えるかどうかという観点から国保税

は設定されているでしょうか、お聞きします。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 国民健康保険制度については、

今委員おっしゃったように、他の保険制度から

比べれば非常に脆弱な部分があるかと思ってお

ります。そのため国でも多額の財政支援を行っ

ているところではございますが、それでもなお

かつ非常に基盤が弱いという部分は否めないか

と思っております。それに対して、基本的には

国民健康保険につきましては、加入者からいた

だきます保険税とその他国庫支出金等の国の負

担、公費で運営するのが基本となっております

ので、その部分で考えますと、ある程度加入者

に負担を求めるのはやむを得ないかと思ってい

るところではあるんですけれども、ただ今、委

員がおっしゃったように、かなり負担を強いら

れている部分はあるかと思います。その部分を

解消するために低所得者の軽減措置をとってい

るところではありますけれども、なかなか実態

としては厳しい状況にあるという認識は持って

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そこで、保険料の減免

についてお聞きしたいと思います。先ほど７割、

５割、２割という法定減免があるということで

すが、７割軽減というのは年間所得合計が33万

円以下の世帯で、最高７割しか減額されず残り

３割部分は払わねばならない。これもまた７割

軽減自体が極めて不十分ではないのかというこ

とです。さらに、年間所得33万円に世帯主を含

めて家族１人につき年間35万円を加算した額を

超える世帯には、軽減制度が設定されていない。

そうですか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 軽減世帯について若干御説明

申し上げますと、軽減世帯のうち７割軽減の方

は46％ほどおります。あと５割軽減が28％とい

うことで、ほぼ７割軽減、５割軽減で70％の方

が対象になってございます。 

  その中でいわゆる減免と言われるものにつき

ましては、30件ほどの方が減免対象となってご

ざいます。それから、平成28年度の税制改正に

おきましては、５割軽減加算額が26万円から26

万5,000円に改定になっております。２割軽減

の方が47万円から48万円で改定になっておりま

す。それから、限度額の改正についても行った

ところでございます。 

  やはり国の制度にのっとりまして、国民健康

保険の軽減措置という形で実施されるわけなの

で、その辺については、やはり対象になる方に

ついて納付率の向上に向けまして個別の対応で

とらせていただきたいと考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ７割軽減と５割軽減で

約70％の方が７割か５割という最高に近い軽減

がされているんだと。そして、市独自の減免か

と思いますが、30件ほどあるというお話でした。

７割軽減になっている方だと思いますが、収入

なしという方などを想像していただきたいんで

すが、収入なし。それでも、全額免除の規定が

ないんじゃないですか。そして、滞納が長引け
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ば差し押さえということになるのではないかと

いう現状があるように思います。そう考えます

と、生活保護基準以下の生活状態の加入者、少

なくないわけです。そういう方は国保税を免除

されてもいいのではないかと思うのですが、そ

ういう減免規定を考える必要があると思います

が、どうですか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 一般市税も国保も考え方は同

じなんですけれども、いわゆる制度そのものに

ついて、その中で低所得者対策という形で減免

の中には火災とか所得皆無、生活困難という形

の項目がございます。項目はございますけれど

も、申請がなかったということでございますけ

れども。いわゆる減免申請というものについて

は、生活困難になったから、所得がなくなった

からすぐそれでは減免ですよということではご

ざいません。単に所得が少ないだけで該当しな

いこと、やはり資産があるとかそういうことも

加味されます。それから、生活困難であっても、

再就職とか何らかの形で所得を得る可能性があ

る方につきましても、減免の対象になりにくい

ということでございます。そのようなことから、

それぞれ個別の対応になります。その方その方

についての状況を把握した上での対応という形

で、一概に所得がないから減免ということでは

ございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ある方が本当に収入が

なくなったということで、国保税が払えないと

思って相談したときに、結局貯金が何十万か、

50万円ぐらいだったかと思いますが、あるとい

うことで諦めざるを得ないと聞いたことがあり

ます。しかし、その人にしてみれば、死んだと

きの葬式代のような気持ちでそのぐらいはあっ

ていいのではないかと本人は思って頑張ってた

めていたお金でもあります。そういう意味でも、

収入が本当になくなって国保税を払えないと思

ったときに、生活保護の収入と比べてそれ以下

だなとなったら免除できるというような、そう

いう減免規定を優しくする必要があるのではな

いかと思いますので、そういったことを今後考

えていただきたいと要望したいと思います。 

  また、国保会計の黒字額を見たときに、高過

ぎる国保税になっている。県内でも13市のうち

第２位という大変な高い国保税になって払えな

い原因を広げているわけです。１人当たりの医

療費は31位、これは平成27年度ですけれども、

そういうことになってそんなにお金はかからな

いでいることがこんな黒字になっているわけで

すし、今後平成30年から県単位化という話もあ

りますが、その決定に当たっては、国保税の負

担がふえないように住民の立場に立って可能な

あらゆる手段を講じて、できれば引き下げをし

てやっていただきたいと思いますが、その辺に

ついてはどうお考えでしょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 平成30年度からの県単位化に

向けたお話の部分でございますが、単位化に当

たっての県からの納付金額がまだ示されていな

い段階でございます。あわせて、今後の医療費

の増大の部分もございますので、そういった部

分を今後はしんしゃくしなければいけないかと

は思っておりますが、ただいま委員から御指摘

ありました剰余金がかなりある部分も……。は

い。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号平成28年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６６号平成２８年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第66号平成28年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 以前、予算特別委員会

もしくは決算特別委員会かとは思いますが、先

輩議員の下山委員からもたしか同じような質疑

があったかと思うのですが、この交通災害共済

事業そのものをそろそろ廃止に向けて検討した

ほうがいいのではないかと思います。 

  成果表171ページを拝見いたしますと、中断

の見舞金の支給状況というところで、ある程度

一定の役割を持っているものの、一番上の加入

状況というところで、世帯数及び加入数で既に

50％を切っている状態にあるということで、裏

返して申し上げれば、行政でこれを取り組まな

くても、民間等ほかの保険でカバーされている

ので皆さん加入しなくてもということで50％を

切っているということだと思いますが、いかが

お考えでしょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 交通災害共済事業についてで

ございますが、この事業は昭和44年に開始した

事業で50年近く経過しているところであります。

これまで１日１円保険ということで市民の方に

簡単に加入できるということで実際親しまれて

きた保険ではないかと捉えております。また、

その一方で、加入率も年々低下している状況で

ございまして、平成23年度については55％程度

でございましたが、平成28年については50％を

切る状況という状態になっているところであり

ます。実際、保険の制度も多様化していること

もございますし、またその一方で、長年この保

険に親しんでこられた方もおられるのかと捉え

ております。 

  今後の事業の方向性ということでございます

けれども、50％を切ったという事実を踏まえな

がら、今後市民ニーズの把握も含めてあり方に

ついて課題として捉えてまいりたいと考えてお

ります。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 決算書になりますが、

223ページの歳出、不用額というところで、歳

入から歳出を引いた部分という捉え方をさせて

いただくと、平成28年度で178万円ほど出てい

ると。これは単年度でしょうけれども、今の課

長からのお話ですと始まってから50年というと

ころで、かなりの額が残っているのではないか

と推察しますが、状況はどうなっていますでし

ょうか。 

小松 孝環境課長 委員長、小松 孝。 

奥山省三委員長 環境課長小松 孝君。 
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小松 孝環境課長 この事業は48年目ということ

でございますけれども、特別会計ということで

運用させていただいております。その結果、年

度末の平成29年３月31日現在の基金の残高とし

ましては、約8,200万円の基金があるところで

ございます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 冒頭の最初の課長の答

弁ですと、今後50％を切っている状態を踏まえ

これから検討していくという答弁を頂戴したの

ですが、思い切って廃止ということになれば、

これまでの目的を持った積立金が8,200万円も

存在しているということから、安易な議論を慎

むべきかと思いますけれども、これを例えば、

趣旨としては残念ながら交通災害、事故等を含

めたものに対するお見舞金が趣旨であろうと思

いますけれども、例えば拡大解釈をして基金の

持つ御見舞いというものから事故そのものを未

然に防止するんだという観点で、我々市議会議

員も出席させていただいていますが、新庄市の

安全・安心というところでプラザでいろんな団

体が表彰されているわけです。その方々の活動

を少しやられる場合の原資であったり、あとは

ちょっと乱暴な言い方で事業費のかさも張るん

でしょうけれども、それぞれの小中学校で通学

路の安全点検ということを毎年やられていると。

なかなか予算の都合上で新庄市としても全ての

ものを一気に解決していくのは困難であるとい

うことを踏まえますと、仮に廃止を検討される

場合、その基金の取り扱いということで、今は

目的を持った積み立てということですが、例え

ば乱暴な言い方になりますが、普通の一般財源

化するというときに、これは果たして行政上の

手続、いろんなことが想定されますが、実質私

は不可能ではないのかなと考えますが、財政課

長、いかがですか。 

板垣秀男財政課長 委員長、板垣秀男。 

奥山省三委員長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 基金一般の基金の活用という

ことで、一般財源化に関することの御質問です

ので、私からお話しします。 

  その条例が今手元にございませんので正確に

はわかりかねるのですが、いわゆる交通災害共

済条例というようなものですので、交通災害の

共済的な意味合いを持っている条例だと思いま

す。ですので、多分、目的としては現在の条例

ではそれ以外のものに使用することはできない

であろうと考えます。 

  また、それに付随して存在する創設された基

金条例でございますので、そちらに関しまして

も特別会計の補完をするという目的があろうか

と思いますので、現状ではなかなかほかのもの

に運用することは難しいのかと考えます。 

  ただ、最後のほうの御質問で、一般会計に基

金を繰り入れられないかというお話でございま

すけれども、今申しましたように基金は目的の

ある基金でございますので、仮のお話になりま

すが、もしやるとすればなんですが、交通災害

共済に係る条例、基金を全て廃止をした上で、

一旦一般会計にその基金を繰り入れるという手

続は出てくるかと思います。また、それに並行

しまして新たな条例、委員がおっしゃったよう

な目的に使える条例をつくり、さらにそれにあ

わせて基金条例を創設すると。そこに一般会計

に一旦繰り入れた基金を繰り出すと。そこから

運用を開始していくというような手続になろう

かと考えます。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） やはりさまざまな手続

が必要だということで、勉強になりました。 

  これまで１日１円ということでそれぞれ事故

に備えているという趣旨でこれまで加入されて

きた方の理解も、冒頭申し上げましたように、

しかるべき理由があれば私は許されるのではな
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いかと思っております。行政マンとして非常に

責任プラス前向きな答弁をいただいたものと思

っておりますので、答弁に感謝申し上げます。

終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成28年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６７号平成２８年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第67号平成28年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成28年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６８号平成２８年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第68号平成28年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 
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  これより採決いたします。 

  議案第68号平成28年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６９号平成２８年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第69号平成28年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 失礼しました。間違え

ました。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号平成28年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第７０号平成２８年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第70号平成28年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどは失礼いたしま

した。 

  決算の254ページの１の１の１、保険料で収

入未済が1,501万3,460円あります。これについ

てですが、審査意見書の45ページを見ますと、

未納件数が175となって金額が737万6,010円と

載っております。これを単純に割ってみますと、

１件当たりで約４万2,000円になります。こう

いう払えない方々の状況について、普通徴収者

が払えないんだろうと思いますが、各保険料の

段階ごとに未納の人数は平成28年度は何人ずつ

になっていたのか。成果の29ページに段階ごと

の保険料が載っておりますが、各保険料に何人

ずつ出ておられるのか、把握しておられたらお

願いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 未納額と人数ということでご

ざいます。 

  まず最初に、保険料につきましては平成28年
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度は改正してございません。ただし、いわゆる

被保険者が前年度より0.4％ほどふえてござい

ます。逆に、基準額以上の保険者は２％増加し

て、逆に基準額以下が２％減少したと、概況は

そのような形になってございまして、その中で

不納欠損額については5.28％の増加、収入未済

額については、現年度分については多少少なく

なったということでございますけれども、全体

的には増加したということでございます。 

  その中で、まずは欠損についてお話しいたし

ますと、欠損については、やはり一般市税と同

じように、これにつきましては２年で時効とな

っております。その時効に伴う件数が一番多い

という形でございます。 

  そのほかについては、やはり生活状況が非常

に大変だという方と、介護保険の特徴的なこと

を申し上げますと、介護保険そのものについて

の理解が不足している方がございます。いわゆ

る将来的な見通しを立てて保険料を納めてもら

って将来的な介護に関するものを準備していた

だく形になるんですけれども、その理解が不足

しているために未納という形の方もございます。

生活が大変だから未納という方のほかに、特徴

的なのは介護保険に対しての無理解というもの

が多いと感じてございます。 

  なお、主に年金で不納欠損の場合、未納の理

由なんですけれども、年金特徴に該当しない低

所得者であることが欠損未納の理由でございま

す。そのような形で理解してございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 生活が大変ということ

とそのものについて理解していないために未納

になっているというお話でした。そういうこと

については、どうか未納になっている方には丁

寧に、決してペナルティーになって介護が３割

負担になってしまった、受けられないわという

ことのならないように丁寧に教えていただきた

いということでお願いいたします。 

  成果の29ページに保険料の金額と特別徴収者

数や普通徴収者数の数が載っております。特に、

未納になる方は普通徴収者だと思うんです。納

付書による徴収が普通徴収だと思いますので、

その保険料段階ごとに未納者数がわかればお願

いいたします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 未納者数でございますけれど

も、収入未済額の人数でございます。人数につ

きましては342人でございます。前年度から比

較しますと14人ほど少なくなってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 第１段階から第９段階

まで保険料が所得に応じて分かれているわけな

んですが、収入未済になっている方々の第１段

階には何人、第２段階には何人というのがわか

れば教えていただきたい。なぜかというと、ど

ういう収入の方が未済になるのかということが

保険料ごとにわかるほうがよくわかるような気

がするので、お願いします。 

奥山省三委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

    午後３時０２分 休憩 

    午後３時１１分 開議 

 

奥山省三委員長 休憩を解いて再開いたします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 先ほどの御質問にお答えいた

します。 

  段階別の状況については把握してございませ

んけれども、未納者の所得階層別でございます

と、所得が50万円未満の未納者につきましては、

全体の約60％を占めております。ちなみに、前
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年度についても同様でございまして約60％、し

たがいまして50万円未満の低所得者の方々に未

納者が多い状況ということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 結論としては、私は市

独自の減免制度を充実するべきだということで

す。というのは、生活保護の場合は、生活扶助

費に保険料が加算され、実際には保険料・利用

料負担は生活保護世帯の場合はないということ

になります。ですから、生活保護基準以下の収

入の方には、介護保険料を免除ということもな

るような制度によって、こういう未納が出ない

ようにできるのではないかと思うんですけれど

も、どうでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 介護保険につきましては、減

免の制度がございます。しかしながら、災害に

よる著しい損害や障害、長期入院、事業の休廃

止、自然災害等という条件がございます。やは

り介護保険につきましては、将来的な介護の趣

旨そのものを理解していただいて、納めていた

だくという考え方でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市で生活保護基準以下

の収入の方には免除もできるような介護保険料

制度になってくれば、未納で苦しんでいる低所

得の方がかなり救われるような気がするんです。

そういう意味で、市独自でそういった制度に変

えることはできないんでしょうか。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 繰り返しになりますけれども、

先ほどもお答えいたしたとおり、介護保険法の

趣旨を理解していただいて極力納付していただ

くということでございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、法

の趣旨の中にこういう保険料の減免制度はなれ

ないということなのかなというふうに私は受け

取りました。そういう意味では、国のほうに機

会があれば低所得の、例えば生活保護基準以下

の生活の方の場合は免除できるような、そうい

う介護保険の１段階よりももっと下の段階も設

定していくべきなのではないかということをお

話ししていただくようにお願いをするしかない

という今の現状です。 

  次に、成果の180ページの介護老人福祉施設

というのに280人入ってらっしゃるということ

で、前年比105.7％の入所者状況だと受け取り

ました。これは特別養護老人ホームかと思いま

すが、現在の待機者はどのようになっているん

でしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 施設介

護サービス受給者の数が若干伸びてございます

けれども、今現在の特別養護老人ホームの待機

者の数について申し上げます。今年６月１日現

在124名の待機者となってございます。第６期

の介護保険計画を策定した際にも、特別養護老

人ホームの待機者の数を調べてございますけれ

ども、その時点では173名ということで、49名

の方が入所されたり移動されたりという内容に

なってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今後の計画に当たって、

安心して介護を受けられる介護度の多い方やい

ろんな条件がある方が、特別養護老人ホームを

希望しているんだけれどもなかなか入れないと
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いう状況の中で苦しんでいるんだと思いますの

で、これについては今後特別養護老人ホームを

ふやすような計画はないのか、お願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 特別養

護老人ホーム、施設を新たにという御質問でご

ざいますけれども、今の待機者の内訳としまし

て、在宅で施設を待ってらっしゃるという方が

35名ということで、割合としましては28％でご

ざいます。それ以外の方は、例えば老人保健施

設であったり病院であったりということになり

ますけれども、在宅の35名の中には、有料老人

ホームとか制度改正で地域密着型の居宅サービ

スということでショートステイ、訪問介護、リ

ハビリ、いろんなサービスを一体的に利用でき

るという中での在宅者もいらっしゃいますので、

今実際管内の特別養護老人ホームの中であいて

いるところもございます。今の状況としまして

は、数的には124名という数になってございま

すけれども、特別養護老人ホームの中でも自宅

から近いところとか、さまざまそれぞれの御家

族、御本人の希望に合うような形での待機とい

うことで、緊急的でないような部分もかなりあ

るのかと推測しております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 特別養護老人ホームに

空きベッドがあるというお話が今ありましたけ

れども、これは待機者にとって、すぐ入れてい

ただけるところがあるのであれば入れていただ

きたいというのが市民の気持ちだと思うんです

けれども、どうして空きベッドがあるのでしょ

うか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 それぞ

れの施設の特徴がございますけれども、やはり

料金体系、新しくできた特別養護老人ホームに

関しますと個室、ユニット型という環境的に床

面積とかプライバシーの関係とかさまざま、多

床室でない部分の整備ということで、料金体系

も異なってきておりますので、必ずしも今待っ

ているところの施設とその特別養護老人ホーム

を比較した場合に、料金の負担とか環境とかさ

まざま、それは御家族の判断によるものと思わ

れます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この間も介護度の高い

旦那さんを介護なさっている奥さんから、新し

い特別養護老人ホームに申し込んだけれども入

れてもらえなくてという相談があったりしまし

た。その方は料金が悪いとかと言っていなくて、

新しいところに、とてもいいところだし、旦那

さんもあそこなら喜んで入れそうだからと思っ

て言っているんだけれども、断られたのよと言

うんですけれども、そういうことと空きベッド

との関係はどういうことなのかよくわからない

んですけれども、もう一度教えていただけます

か。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 個別の

ケースについては、具体的にどの部分が受け入

れ側と入所を希望する側との一致がなかったの

かというところは不明でございますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、待機されている

状況によっては、今すぐあいているところに入

所しないで、もう少し近場のところとか料金体
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系の自分の考えに見合ったところをお探しにな

っているという方もいらっしゃるという状況は

伺ってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民の方は、やはり高

齢で年金だけになってきますと、料金というの

がやはり幾らでも、年金の範囲で入れるように

してもらいたいというのが多くの方のような気

がします。そういう意味では、今の年金で暮ら

している方々に年金の範囲で入れる施設を、や

はり特別養護老人ホームが一番安くなるのかと

私は想像しますが、中身もよくて年金の低い方

も入れる、そういう特別養護老人ホームがやは

りもっとつくられる必要があると思うんですが、

どうでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 低所得

者の方でも入れる施設というお話でございます

けれども、低所得者向けの施設というものには

今現在なっておりません。ただ、低所得者の方

が特別養護老人ホーム、これはどちらの施設も

そうですけれども、食費や部屋代の負担軽減と

いう部分はやってございます。申請によってと

いうことになりますけれども、限度額認定証の

交付ということをやらせていただいて、食費あ

るいは部屋の部分というところを相当軽減でき

ているというところがございますので、その辺

については、実際利用される方がおりましたら、

窓口で御相談させていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ということで、特別養

護老人ホームについては待機者がおられるとい

うことは、介護保険料を払っているわけであり

まして、そういう方々に必要な特別養護老人ホ

ームなどの施設には入れるという介護保険にな

っていただきたい、するべきではないかという

ところでとどめておきたいと思います。 

  次に、成果の179ページの要介護認定者数

2,080人と載っているように思いますが、障害

者あるいは特別障害者控除の認定証の交付数は

平成28年度いかがだったでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 特別障

害者控除認定の発行数でございますけれども、

平成28年度は34名でございました。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 2,000人を超える要介

護認定者がおられる中で、障害者控除や特別障

害者控除認定証の発行数が34名ということで、

非常に少ない、１％ちょっとぐらいになってい

るような気がします。 

  県内を見ますと、天童や山形、河北など、寒

河江もそうだったかもしれませんが、要介護認

定者に対して障害者控除あるいは特別障害者控

除認定証を郵送していると聞いております。そ

して少しでも負担軽減になるように、世帯の負

担軽減を願って、できればそういったほうを利

用料などにも回せるわけで、そういうふうにな

るようにしてあげたらどうかと思うんですけれ

ども、どうですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 特別障

害者控除認定については、例えば介護度４、５
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の方がこの認定の基準に合致するかというと、

そういうわけではございません。市では介護認

定審査会を開催するに当たって、御本人の主治

医から主治医意見書というものをいただいてご

ざいます。そちらの主治医意見書の心身の状態

に関する意見の中で、先生みずからの日常生活

の自立度のチェックが入ってございます。あわ

せて先生の主治医意見書の特記事項ということ

もございます。そういったものを見まして障害

者控除の認定をするかどうかというところを決

めてございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、市

の担当課が、主治医意見書を持っていたり、特

記事項を見る立場にあるわけですから、それを

見ながら必要な認定をすると同時に、障害者控

除になるか、特別障害者控除になるかという認

定証もあわせてそこで見て、一緒に発行すれば

郵送料も要らない、手間も要らないということ

で、使える世帯にとっては大変ありがたいもの

だと思うんです。そういうふうに改善できない

でしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 先ほど

も御説明しましたように、介護度４、介護度５

イコール障害者認定ということであれば、多く

御案内して申請していただくということで可能

かと思いますけれども、実際の控除認定は意見

書の中身を見てということになりますので、不

用意にと申しますか、申請書をお配りしながら

認定証の発行に至らなかったなんていうことが

あると、それもまずいかと思います。市では、

確定申告、年末調整のときに使用できるよう11

月ごろ広報で掲載しまして市民の皆さんに周知

を図っていきたいということで考えております。

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そのようにした結果が

この34名でわずか１％ぐらいで、控除認定をし

ている人がそれしかいないという状況です。し

かし、ほかの市では、自治体から送っているの

で、多いところは６割の世帯が障害者控除や特

別障害者控除を使えるとも言われております。

ですから、市も多分該当する方が６割ぐらいお

られるんだろうと思います。しかし、たまたま

広報を見落としたり、そういう制度を知らなか

ったということで使えない方がたくさんおられ

るんだろうと思います。それを考えたら、市民

が今厳しい状況にある中を節約し使える、生活

に回せるというお金になるように、市でやって

あげるというのが大事なことだと思います。控

除のことについては、ほかの所得控除を見ます

と、大抵本人は知らなくても会社から送られて

きたり、いろんなところからこれ使えるよと言

って控除が送られてくるわけです。それを見て、

ああ年末調整と考えるわけですから、大抵そう

いう人が多いので、ぜひほかの山形市や河北町、

天童市あたりを見て、同じようにやってあげら

れないかと検討していただきたいと思いますが、

もう一度どうぞ、お願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 それぞ

れ障害者控除の認定については市町村の判断と

いうことになるかと思いますけれども、今、佐

藤委員がおっしゃったように、ほかの市の状況

もあわせて勉強してみたいと考えております。

よろしくお願いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。 

  次に、決算の270ページの４の１、介護予防

事業費がマイナス85万7,000円になっています。

また、同じく決算で266ページの２の２の介護

予防サービス、これもマイナス440万円になっ

ています。介護予防というのがこのように金額

が減っています。一方、成果の176ページの２

の介護予防サービス受給者を見ますと、要支援

１・２の方が合計351人になっており、前年比

で11人ふえております。つまり、要支援１・２

の方がふえているのに、サービス費は減ってい

る、これはどういうことなのか、考えているこ

とをお願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 成果の

181ページをごらんいただきたいと思います。 

  介護予防サービスの部分が181ページの下に

掲載してございます。居宅系の訪問系の通所サ

ービス、下の２行の部分に短期入所、療養、次

の182ページ、中ほどに介護予防サービスのト

ータルの部分がございますけれども、全体とし

て5.9％、800万円ほど対前年比で増加してござ

います。よろしいでしょうか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） サービス費は、人もふ

えているし、サービス費もふえているというこ

とがわかりました。どうもありがとうございま

す。 

  この要支援１・２の人に関して、軽度要介護

者向け総合事業というのが今年度から始まって

いますが、山形新聞に、軽度介護45％運営苦慮、

担い手確保が難しくということで、17市町村が

苦労している……。済みません。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 私からは短く、課長、

大変お疲れでしょうけれども、１つだけ短くお

尋ねしますのでお答えください。 

  決算書273ページ、成果表で65ページ、成果

表のほうが早いかと思います。介護保険の任意

事業の中で、ねたきり老人おむつ支給事業でご

ざいます。支給人数119名、支給額は807万

9,306円。そこでお尋ねしますけれども、この

中で１カ月ごとに基準額の範囲内で紙おむつを

現物支給するとありますが、支給枚数、それか

ら基準額の範囲、基準というのはどういう基準

なんでしょうか。教えていただけますか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 まず、

月ごとにどのくらいの額で支給しているかとい

う部分でございますけれども、介護度によって

異なってございます。要介護３で月額8,000円、

要介護４、要介護５で月額１万2,000円以内と

いう金額を設定してございます。 

  もう一点の枚数についてでございますけれど

も、それぞれ枚数の組み合わせ、いろんなおむ

つのタイプがありまして、小さいものですと尿

取りパットとか全体の普通の紙おむつとか、そ

の方に合ったサイズのもの、用途のもの、さま

ざまな紙おむつが出ていますので、その中で利

用者に合った組み合わせをしていただきながら、

御利用していただいているという状況でござい

ます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 確認しますけれども、
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これは在宅の場合だけですよね。それで、在宅

で今支給を受けている方が入院された、あるい

は施設に入所された、その場合の対応はどうな

さっていますか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 在宅で

過ごされている方が入所や入院という場合は、

プランを立てていますケアマネジャーからサー

ビス形態が変わったということで御連絡をもら

っているところでございます。 

１８番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

奥山省三委員長 佐藤義一委員。 

１８番（佐藤義一委員） 私の近所ですけれども、

物すごく潔癖な男がいるんです。隣でごみを燃

やしてもすぐ消防署に通報するような、潔癖過

ぎるぐらい潔癖なんですけれども。彼のお父さ

んがおむつをいただいていたんですよ。ところ

が、県立病院に入院したものですから、すぐそ

の足で成人福祉課に行きまして、うちの父親が

こういうことだから、紙おむつは病院からもら

うので支給は結構ですと話したらしいです。彼

らしいです、潔癖で。 

  ところが、その後対応がまずかったのか、彼

の勘違いかどうかわかりません。言わなければ、

こちらのほうで申告をしなければ、毎月来るん

だというんです、おむつが。それは税の無駄遣

いじゃないかと。別のことでも税の無駄遣いの

話をしましたけれども。そういうことにならな

いように、下の段に今、課長がおっしゃったよ

うに、ケアマネジャーがいてケアプランを書く

わけです。するとわかるんだと言うんですけれ

ども、サイクルが短ければいいんですけれども、

１カ月、２カ月になっていった場合に、ずっと

続くわけですよ。いわゆる正直者がばかを見る

のが嫌だという考え方の人、私もそう思います

けれども、そういった場合のチェックを再度入

れていただきたいという方法はできませんでし

ょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

加藤美喜子。 

奥山省三委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長加

藤美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 寝たき

り老人在宅の方に対するおむつ支給は、業者と

契約をしておりまして、業者になおその部分に

ついて、情報を見ずにそういった入院・入所に

よる支給が出ないような形で、再度情報共有を

図ってまいりたいと思います。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成28年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第７１号平成２８年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
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奥山省三委員長 次に、議案第71号平成28年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算審査意見書の45ペ

ージに後期高齢者医療事業の普通徴収分の未納

額が未納件数とともに載っています。この方々

の未納の状況、生活状況あるいは年金の金額に

ついてどのように把握しておられるのか、お願

いします。 

  もう一つは、保険証の取り上げなどあっては

ならないと思うんですが、その点についてはど

のようにしておられるか、お願いします。 

松坂聡士税務課長 委員長、松坂聡士。 

奥山省三委員長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 未納状況ということでござい

ますけれども、決算意見書の45ページですけれ

ども、未納者件数は75件ということです。その

うち現年度分48件ですけれども、内訳といたし

ましては、48件のうち軽減なしの方が10件ほど

ございまして、あと９割軽減が15件ほど、以下、

５割軽減が15件という形になってございます。 

  未納の状況ですけれども、不納欠損未納の理

由といたしまして、主に年金の特別徴収に該当

しない低所得者でありますけれども、死亡、転

出、介護施設の入所が欠損未納の主な理由でご

ざいます。介護保険料と同じように後期高齢者

保険につきましても時効２年であります。よっ

て、２年間で徴収したいということでございま

すけれども、やはり低所得者の方については非

常に大変だという形で考えているところでござ

います。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 保険料が未納となっている方

へは、現在６カ月の短期被保険者証を交付して

いるところでございます。平成28年度８月段階

で36件でございます。今年度の８月段階では、

39件の交付となっているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険証を出していただ

いているということにはありがたいと思います

が、しかし、もともと年金が非常に少ない方で、

そのために払えないということが税務課長のお

話からも伝わってまいりますし、高齢者につい

ては年金が少ないのはその人の責任ではないと

私は思います。やはり社会状況、政治状況、そ

ういったことからつくられたものだと私は思い

ます。そういう意味で、これまで頑張ってこら

れた高齢者に対して、短期被保険者証ではなく

て、まともな保険証を必ず高齢者には渡すと、

そういう姿勢であるべきだと思うんですが、ど

うでしょうか。 

田宮真人健康課長 委員長、田宮真人。 

奥山省三委員長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 短期被保険者証の発行につき

ましては、県の広域連合で決定権がございます

ので、そちらで行っているところでございます

が、広域連合で短期被保険者証を発行するに当

たっては、市にその方の状況、事情を確認して

から発行するという仕組みとなっております。

発行するに当たって我々に事情を聴取するとい

う形なんですけれども、その際は聞き取りによ

りその方につきまして納付の約束を履行してい

る場合、あるいは近日中に納付について見込ま

れるような場合は除外するという形になってお

りますので、今委員のほうでお話ありました年

金額が低い方であっても、そういった意味合い

で納付について誠意を持って履行しているとい

う部分があれば、除外されるという形で認識し

ているところでございます。 
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奥山省三委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成28年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議がありますので、電子表

決システムにより採決を行います。 

  議案第71号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員は賛成のボタンを、反対の委

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

奥山省三委員長 ボタンの押し忘れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第71号は原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第７２号平成２８年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 

 

奥山省三委員長 次に、議案第72号平成28年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 10ページの２の（１）

現金預金が約10億円あります。それから、23ペ

ージの収入を見ますと、１の１の１で上水道料

金ということで市民が納める１年間の水道料金

が８億2,431万円になっております。つまり、

１年間の水道料金という収入に比べて、それ以

上の10億円もの現金預金が黒字となって水道事

業にはあるということになります。私はそれも

含めて、受水費が３億5,000万円ということで、

25ページに県に払う受水費が載っていますが、

これが下がる見通しも出ていることもありまし

て、高い県内でトップの水道料金になっている

部分がありますし、そういったところを大幅に

下げる原資があると思いますが、その点につい

て考えはどうか、教えてください。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 ただいまの現金預金が約

10億円あるということでありましたけれども、

この現金預金は経営的に黒字だから10億円ある

ということではありません。経営的に見ますと、

決算書の６ページ、損益計算書の下にあります

当期純損失ということで約170万円ほどの赤字

を出しております。10年ぶりぐらいの赤字とい

うことで、経営的には非常に厳しい状況になっ

ております。 

  水道料金の収入に近い現金があるということ

ですけれども、一般的に水道事業におきまして

は、収益の１年分くらいの現金が必要であると

言われております。それは、災害等があった場

合にすぐに対処できるようにということでの現

金預金でありますので、これをもってすぐ水道
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料金引き下げとかということは考えておりませ

ん。 

  後段でありました県の受水費につきましては、

県の９月議会におきまして引き下げの方向で提

案なされると聞いておりますので、９月議会で

決定後改めて検討したいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 170万円の赤字で大変

厳しい経営とおっしゃいましたけれども、でも、

170万円というのは10億円の何％に当たるでし

ょうか。本当に１％にもならないという非常に

赤字はわずかなものでありまして、現金預金の

10億円というのは、水道料金の８億円ちょっと

よりもはるかに多い現金預金になっておりまし

て、これは誰の努力によるものかということで

すが、一番はやはり市民が高い水道料金を払っ

てくれたと。それがこうやって黒字になってた

まってきたものであり、職員の皆さんが身を削

って頑張っていただいてきた、これがこの結果

になっているんだろうと思います。今、市民の

生活を見たときに、一般会計でも言いましたけ

れども、景気が悪くなり、財布のひもが非常に

厳しくなってきております。そこに少しでもほ

っとできるようにしてあげるという、公的な水

道でもある立場から引き下げも検討していただ

きたいと思うんですが、どうですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 昨年度水道の経営戦略、

平成42年までの収益的収支、資本的収支につい

て計画を立てております。その中で今後の建設

改良、耐震化や施設の更新に36億円を予定して

おります。それから、収益につきましても、こ

こ数年の傾向としましては、給水人口の減少に

伴いまして水道料金収入も減っておりますし、

今後ともその傾向が続くものと思われます。そ

ういった経営的に厳しい状況が今後も続くこと

が予想されますので、先ほど申し上げました県

水の関係は別としまして、将来的には県水も、

今５年の見直しということになりまして、また

平成35年度からかもしくは平成40年度から県水

のほうも上がる予定になっており、そういう試

算が県から示されております。ですので、将来

的にはなかなか引き下げというよりも、料金の

値上げというものも主に入れながら経営を考え

ていかなければいけないという状況ではありま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

奥山省三委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 慎重な経営方針はいい

と私は思いますが、市民の生活も考えながらお

願いしたいと思います。 

  企業債の明細書が32ページと33ページにあり

ます。これを見たときに、最近の平成17年度の

利率は1.95％で利息を払っているのに、平成４

年度あたりからのを見ますと４％、高いのは

4.75％というやや高目の利息を払わねばならな

いものがあります。本当は現金預金が10億円も

あるわけで、こういったところを早く借りかえ、

下のほうに借換という言葉が載っていますが、

借りかえをさせてもらって利息分払うのを節約

することができれば、なお市民にとってもいい

と思うんですけれども、借金というのは大体必

要であれば借りかえできるというふうに書いて

あるわけです。そういう意味では、借りかえか

償還か、最低でも借りかえをして利息分を節約

するということはできないか、お願いします。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 現在の制度では、５％以

上の利率については償還ができるということに

なりまして、５％以上のものにつきましては全

て借りかえを終えております。 

  この借りかえの問題につきましては、新庄市

だけではなく山形県内あるいは全国の水道事業
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所のそういった要望もありまして、日本水道協

会を通じて国あるいは関係議員にも要望活動を

行っておりますので、その成果を期待したいと

思います。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 決算書２ページ、収入

の部分の営業収益というところで、ここは水道

料金によるものかと思います。その件に関しま

して、監査意見書等にもありますけれども、世

帯数は100件ぐらいの増加と。ただし、給水人

口は248人の減少ということです。洗濯機等節

水型の家電が今はやっているということで、だ

んだん給水量が減ってきている中で、収入を得

るために平成28年度中、企業会計でございます

ので、どのような企業努力をされたのかと。具

体的に申し上げますと、約２点についてお伺い

します。 

  １つは、昨年の決算特別委員会でも申し上げ

たんですが、新庄市では今水道料金を算定する

上で用途別という方法をとられていますが、県

内13市を拝見しますと、恐らく新庄市と長井市

だけではなかったかと思います。ほかの市は口

径別というところでやられていると思いますが、

その件に関しまして昨年度中どのような検討を

されたのか、またされなかったのか。 

  もう一つは、井戸水を利用している方という

ことになりますが、莫大な経費をかけながら、

本管を設備しながら、なかなか新庄市の安全安

心な水を飲んでいただけない方への啓蒙をどの

ようにされたのかと。以上、２点お願いいたし

ます。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 まず、料金体系について

でございますけれども、委員がおっしゃったよ

うに、県内13市のうちで用途別を採用している

のが新庄市のほか南陽市、尾花沢市は単一料金

になっておりますので、ほかの10市は口径別の

料金となっております。こういった料金体系を

全国的に見ますと、昭和の時代は普及率を上げ

るために用途別料金として家庭料金を下げて普

及率を上げてくる、経済的な負担能力が高い団

体営業料金を高くしているということでやって

きました。しかし、平成時代に入りまして普及

率が100％近くなってきますと、費用負担の公

平性から口径別料金を採用することが半分以上

の自治体になってきております。 

  新庄市におきましても、普及率が平成28年度

で93.7％ということになりまして、用途別料金

の目的もある程度達成できたことから、今後は

他市に倣って口径別料金の移行について検討し

ていきたいと思いますが、ただ、料金体系の変

更となりますと膨大な試算となりまして、時間

的、労力的にかかりますので、時期については

今ここでは控えさせていただきます。 

  それから、井戸水の使用ということについて

でありますけれども、これも全国的に水道から

井戸水に切りかえている、特に病院、ホテルな

ど水を多く使う事業所については、井戸水を掘

って専用水道に切りかえているようなことがふ

えてきており、それが水道の経営を圧迫してい

るという状況にもあります。 

  全国の例を見ますと、大口利用者につきまし

ては、経営収支を検討いたしまして、ある一定

の水量以上を割引するということで大口利用者

を取り込んでいるという例もございます。 

  市におきましては、大口といいますとやはり

大口の利用者である県立新庄病院が専用水道と

いうこともありまして、今回改築という計画も

ありますので、市の水道事業としましては、そ

の辺県とも協議してできれば上水道を使ってい

ただきたいと考えております。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 
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１６番（石川正志委員） 普及に関してはそれで

よしとして、他市に倣って検討していきたいと

いう答弁。ただ、いつまでやるんですかと私は

聞こうと思っているんですが、膨大であるとい

うことですが。新庄市が用途別であることで、

若干の弊害も生まれているわけです。１つは、

わざわざ新庄市に土地、家を求める方、つまり

宅地の建設をするときに、用途別でいきますと

工事期間中にかかる水道代がめちゃめちゃ高い

んですよ。それを踏まえて私は、前任の課長の

せいにするわけではないんですけれども、それ

を含め根本的な料金体制を見直しをかけてやっ

たほうがいいのではないですかと質問をしたの

が昨年度中でございます。 

  今、話になっております県の受水費に関しま

しては、昨年度中になりますけれども、佐藤義

一委員が産業の常任委員長をお務めのときに、

新聞等で県の受水費に関して今と違った見方が

できる記事が出たということで、あえて委員協

議会を開催していただきました。そのとき原課

のほうから非常に丁寧な説明を受けまして、受

水費が下がったとしても、例えば今は水道料金

を引き下げるべきではないのかというふうな、

詳しい、本当に理にかなった説明を頂戴したん

です。当然、水道課の使命としましては、先ほ

ど申し上げましたけれども、安全安心な水を低

廉な価格で安定的に、最後の部分の安定的にと

いうところが私はそこの説得力があるなと思っ

ていたんですが。 

  実際、また最初の話に戻りますと、昨年度中

に恐らく課長答弁としては、今言った県の受水

費の見直しに含めて料金体系を検討し、今年度

中、翌年の当初までは一定の計画性を示すとい

う答弁をもらって私は安心していたんです。や

らないというよりはやるという捉え方はできま

すが、この間、一体何をされたんでしょうか。

私は、議員から水道料金このままでいいのかと

多々意見が出てくるわけです。このたびの市議

会が開催した議会報告会でも、市民の方々から

出てきました。その方々を納得させるために私

は根拠、つまり今ある制度設計よりもまだ他市、

ほかの10市がやられているというお話ですけれ

ども、そこまで検討して将来的な部分でやはり

市民の方からある程度御負担していただかない

と水道事業はやっていけないんだというための

最も大事な企業努力かと私は思うのですが、い

かがお考えですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 県水の料金につきまして

は、県議会で決定して、でないと動けないとい

うこともありますので、やはり県議会の議決、

正式な料金の数字を見てから検討して、年度内

に料金の引き下げができるのか、あるいはでき

ないのかということを検討したいと思います。 

  それから、口径に移行につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、１万4,000件ほどの

線数がありますので、それらについてのシミュ

レーションとなりますと膨大な数といいますか、

労力、時間もかかりますので、それについては

今後の検討課題とさせていただきたいと思いま

す。 

１６番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

奥山省三委員長 石川正志委員。 

１６番（石川正志委員） 私はもっと深刻に捉え

るべきかと思いますよ。課長、答弁の限界もあ

ろうとは思うのですが、水道事業の管理者とし

て市長、ここ入るかどうかわかりませんが、一

応市の職員でもってそこの企業に行っている、

しかも一般会計からの繰り入れもあるというこ

とで、ここは市長、この際水道課にハッパをか

けてしかるべきかと思うんですが、いかがです

か。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

奥山省三委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 石川委員の御意見、今後の水道事
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業会計について用途別にするのか、あるいは口

径別にするのか、そして安定的な水道事業をす

るために職員としてやるべきことがあるのでは

ないかという御質問であります。これまでは、

ここ数年、用途別の中で特に従量制といいます

か、使用量、使ったところで数年かけて子育て

支援の対策というようなことを徹底的に調査を

してきたところであります。その中で、家族４

人暮らしの平均使用量が16立方メートルという

ことで、11立方メートルから20立方メートル未

満ということで下げさせていただいたというこ

とであります。 

  また、本管を引きながらまだ引いていないと

いったところに対しては、最初は家庭訪問とい

うようなことが最初になされるべきかと思って

います。それが企業努力の一つだということで、

つないでぜひ水道を使っていただきたいと。多

くの皆さんで支えなければ、いずれ水道自体、

経営が安定しないということをきちんと説明し

ながら、そういう家庭を御訪問するというのが

第一段階かと思っておりますので、今後担当現

場とよく話をさせていただきたいと思っていま

す。（「ありがとうございます」の声あり） 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 決算書の20ページ、配

水量のところ、有効水量と無効水量、有収率の

ところで質問させていただきます。 

  平成26年からなんですが、ずっと有収水量比

率が84.2％と同じパーセントで来ているんです

ね。これは日ごろの成果によるものなんだとは

思うんですが、具体的にこの数値が、使う量が

減りながら、人口も減りながら、でも一定に保

っているその具体的な計画とか実践されている

ことを伺います。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 有収水量は、配水池から

水を水道管に送って、その中から実際にメータ

ー器を通って使っていただく料金収入になる部

分、その部分が有収水量ですので、この100か

ら引いた残りが料金収入にならなかった水道量

ということになります。 

  その中で、一番大きいのがやはり漏水だと思

います。数年前までは漏水調査というのもやっ

ておりましたけれども、ここ数年漏水調査はや

っていないんですけれども、ただ、路上で水道

水が噴き出してきているとか、あるいは家庭で

床下とかで漏水しているというのがありますと、

その都度それを修繕して、その分が大体80件ほ

どあって合計で8,000トンぐらいの水道水の漏

水をとめているということもあります。 

  そのほか、水道水の塩素濃度を最低でも0.1

に保たなくてはいけないんですけれども、浄水

場から流して時間がたちますとだんだん塩素が

下がってくるということで、末端地区におきま

しては塩素濃度の基準を保つために水道水を放

流して新しい水、新鮮な水を送っているという

ことで、そのための放流水ということでの無収

水量ということもあります。 

  あとは、火災等の消火栓の使用とかそういう

ようなことの無収水量で、特に漏水については

漏れては直し、漏れては直しということで、同

じような数字になっているものかと思います。

以上です。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 無効水量の部分が漏水

とおおむね考えてもいいということでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 84.2％から引いた15.8％

分が51万5,000円の無効水量というような理解

になります。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 
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奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 最初に、有収水量の数

値84.2％なんですけれども、まちづくり総合計

画を見ると、平成21年からずっと同じ数字なん

ですね。目標数値88％を目標にしているんです

けれども、そこに全くいかないというのはなぜ

なのかと思います。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 先ほど申し上げました漏

水調査がここ数年とまっておりまして、今年度

職員研修をやったりして、来年度から漏水調査

を再開して有収水量率を上げていきたいと考え

ております。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） その調査をして、来年

度の有収水量率の目標値などは内的に決めてい

らっしゃるんでしょうか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 先ほど申し上げました経

営戦略の中では、たしか来年、年度別とか何か

あったと思います。今、資料を持ち合わせてお

りませんので、後ほどお伝えしたいと思います。 

２ 番（叶内恵子委員） 委員長、叶内恵子。 

奥山省三委員長 叶内恵子委員。 

２ 番（叶内恵子委員） 山形県内は調べなかっ

たんですが、他の自治体でやはり漏水率という

ところをとても重要視しているのは、なぜかは

おわかりになると思います。近いニュースであ

ると福岡で、あれも漏水で道路がいきなり陥没

したというような、幸い人が巻き込まれる事故

には至らなかったんだけれども、大変なライフ

ラインの損失をこうむったという状況があると

思います。そういった人身の、もしかしたら、

ひょっとしたら人を巻き込んでしまう、市民を

巻き込んでしまうということも考えてみると、

とても漏水率ということ、有収水量という目標

をきちんと持って業務を遂行していただくこと

が重要であるかと思いますので、来年度漏水調

査をまた再開できるというめどがあるのであれ

ば、88％の有収水量率を目標に掲げている水道

課としては、来年度何％上げていくのかという

目標値をきちんと示していただきたいと思いま

す。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 ただいま委員からありま

した漏水の中でも大規模なものというのは、や

はり施設の老朽化ということもありますので、

配水本管につきましても計画的に更新をやって

いるところではありますので、そういったこと

も含めまして配水本管の更新、それから給水管

等も含めた漏水調査を来年度はやっていきたい

と考えております。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） 済みません。時間も押

してまいりましたけれども、一言だけお願いし

ます。 

  監査講評を見ますと、水がなかなか伸び悩み、

売れないということで、単年度で赤字だと。あ

と、給水原価と供給単価を調べると、逆ざやで

20円92銭上回って、去年16円79銭に比べると４

円上がって20円92銭となったということで、な

かなか先行きが心配されます。県水で料金を賄

うと今おっしゃっていますけれども、水道料金

は利用者が納める料金で費用を賄う独立採算制

でありますけれども、全国で大変水道がこうい

った傾向があるということで、給水人口が

5,000人を超す上水道事業者は全国に1,400弱あ

るが、非常に厳しい状態だと。そこで厚生労働

省は、専門委員会を昨年11月、複数の市町村を

統合する広域化や民間企業との連携で水道事業
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の基盤を強化すべきと提言したと。これを受け

て政府はことしの３月、水道法の改正案を閣議

決定したとあります。やはり、これは新庄市だ

けではなくて、全国的な水道というのは先行き

が細るということで、新庄市では専門員の職員

もなかなか少なくなっているところで、広域化

や民間企業との統合という点は、将来的にはお

考えにならないのでしょうか。いかがでしょう

か。その辺をお聞きしたいと思います。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 ただいま委員おっしゃい

ました広域化、あるいは民間企業との連携とい

いますのも、厚生労働省で水道法の改正という

ことで第193回国会に提出されましたけれども、

継続審議となって、また次回提出という予定に

なっております。こうした国の動きを受けまし

て、山形県でも山形県水道ビジョンというもの

を今年度策定する予定で、その中でもやはり広

域化あるいは官民連携について取り組む方向が

示されております。 

  こうした国・県の動きを受けまして、本市で

は現在、新庄最上地区水道協議会におきまして、

新庄最上定住自立圏構想に基づきまして実現可

能なものから共同化あるいは管理の運営などを

行っていくことで昨年度から協議を行っており

まして、当面メーター器と浄水場における薬品

につきまして来年度からはスケールメリットを

生かした共同購入をする予定でおります。 

  また、同協議会におきましては、10月に既に

広域化を行っている岩手中部水道企業団と民間

委託の先進地であります塩竈市を視察して、今

後の広域化や民間連携を参考にする予定であり

ます。 

  それから、包括的な業務委託等につきまして

も、現在数社から営業とかプレゼンを受けてお

りまして、今後数年以内にできればそういった

包括的な移行というのも検討しているところで

あります。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） わかりました。そうい

った先々の将来のことを考えれば、やはりそう

いう方向をとらざるを得ないと。そして、安全

安心な水を市民に提供するということと、もう

一つ、やはり大事な水は、住民の関心を高める

努力も大切だと思うんです。水道料金は安いこ

とにこしたことはないが、長期的視点に立って

多くの地域で値上げが避けられない状況だと言

っております。自治体の水道の将来像や施設更

新に必要な費用をわかりやすく示して住民に危

機感を共有してもらいたいというような、これ

は新聞の記事なんです。私はなるほどなと思っ

たんです。 

  こういったこともやはりしていかなければな

らないし、18号台風が来て水道が細々としか出

なかった、供給が、出なかったという地域が九

州のほうに出ましたけれども、新庄市の場合は

断層帯も２つあるということで、金山のダムか

ら１本で来るわけです。もし市街地がそういっ

たことになったときの対策というのは、どうな

んでしょうか。ぴたっととまるんでしょうか。

それとも、複数でネットワーク化みたいなこと

が可能でそういうようなことになっているんで

しょうか。その点お聞きします。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 県水の金山浄水場から赤

坂で受けまして、その後、指野浄水場の配水池

へ来て、そこから市内のほうに配水していると

ころであります。委員おっしゃいました東山地

区のほうに断層帯がありますので、そういった

ことも考慮しまして、市街地の水道管、配水管

のルートとしましては、東側のルートと西側の

ルートで500ミリの水道管を管網状態にしてお

りますので、万が一東山のほうでの災害があっ
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たとしても、西側のほうからの供給も可能だと

いうことで、断水は最小限に食いとめたいと考

えております。 

１７番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

奥山省三委員長 小嶋冨弥委員。 

１７番（小嶋冨弥委員） わかりました。そうい

った意味で、水道は長いライフラインでござい

ますので、住民の危機意識ということもひとつ

共有して理解を得ることが大事なのではないで

しょうか。そういうことも含めまして終わりた

いと思います。どうもありがとうございました。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） ここまで質問が出たつ

いでに私からも。 

  市長、これは県に要望書、ことし県水何とか

安くという方向で要望しているんですね。その

中でやはり、これだけの10億円余りのお金があ

ると。これは今課長から答弁を聞いた内容で、

これだけは何とか確保しておきたいということ

はわかったんですが、県に要望行っている内容

から見て、安くしてと言っても県はこの金を見

て何とも、足かせなってないか、市長、どうい

うふうに思っているのか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 昨年、受水団体協議会と

して新庄・金山・真室川町３首長と議長も含め

まして要望活動に行きまして、やはり安定的な

経営をしていくためには、受水費が支出のうち

の35％を占めて、その分もありまして逆ざや、

供給単価のほうが安くなっているということも

ありまして、そういった状況は新庄、最上だけ

ではなくて県内、全県的に同じような状況であ

ります。県の企業局でもそういった各団体から

の要望を受けまして、さまざまな減価償却等、

将来的な費用負担も含めまして検討した結果、

昨年の企業局の段階としては引き下げられると

いう見込みで、私たちの要望もあったせいもあ

りまして、県の企業局も相当努力して引き下げ

の見込みになったと聞いております。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） ほかの市町村でもこう

いう新庄市みたいな状況下にある市もあるかと

思いますが、この辺の企業会計的なもの、幾ら

ぐらいの預貯金というか、そういうものが妥当

な線だと県は見ているのか。県も企業体でプラ

スになっている。そうしたことを見ますと、新

庄市だけではないと言っても、ある程度の預貯

金があれば、これだけ持っていて安くするとい

うのはちょっと理に合わないのではないかとい

う物事の捉え方はならないですか。 

奥山茂樹上下水道課長 委員長、奥山茂樹。 

奥山省三委員長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 先ほども答弁いたしまし

たけれども、現金預金と営業的な料金というの

は別でありますので、現金預金をもってすぐに

安くできるということではありませんので、そ

れは県の企業局も同じではあります。 

８ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

奥山省三委員長 清水清秋委員。 

８ 番（清水清秋委員） では、余り余計なこと

を心配しなくていいんだけれども。そうしたこ

とも、やはりこれだけあればもっと安くできる

のではないかとかいろいろな意見も出るわけで。

当然、県のほうにも下げてけろ、下げてけろと

言っているわけですから。その辺のこと、ほか

の町も新庄市みたいな企業会計、あるかないか

ちょっと調べたわけではないですが。別にそう

いうふうな足かせになってないとなれば、余計

な心配はしなくてもいいのかと思いました。あ

りがとうございました。終わります。 

奥山省三委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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奥山省三委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号平成28年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

奥山省三委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決及び認定すべき

ものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

奥山省三委員長 以上をもちまして、本決算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶を申し

上げます。 

  平成28年度決算の認定等９件の審査につきま

しては、ふなれな議事進行にもかかわらず、各

委員の活発な質疑のもとに審査を終了すること

ができました。委員の皆様、執行部の皆様の御

協力に感謝を申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等につきまして十分精査され、今

後の市政運営、行財政運営、事務事業の執行に

最大限生かされるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後４時２９分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 奥山省三 

 




